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観 光 商 工 部 長   田 口   徹 

観 光 商 工 部 次 長   秋 葉 孝 博 

建 設 港 湾 部 長   吉 田 憲 弘 

水 道 部 長   脇 本 美 三 

庁 舎 整 備 推 進 室 長   後 藤 利 博 

企 画 調 整 課 長   北 村 幸 彦 

総 務 防 災 課 長   田 邊 雄 三 

財 政 課 長   古 田 孝 仁 

農 林 課 長   佐 藤 岳 郎 

農 林 課 参 事   中 塚 威 史 

水 産 漁 港 課 長   渡 部 貴 聴 

観 光 課 長   大 西 広 幸 

観 光 商 工 部 参 事   高 井 秀 利 

観 光 商 工 部 参 事   前 田 関 羽 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

農 委 事 務 局 長   （農林水産部長） 

農 委 事 務 局 次 長   本 間 保 司 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

教 育 長   三 島 正 昭 

社 会 教 育 部 長   吉 村   学 

────────────────────────── 
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────────────────────────── 

午前 10 時 00 分 開議 

○山田庫司郎委員長 おはようございます。 

本日の出席委員は14名で、定足数に達しており

ますので、ただいまから、本日の委員会を開きま

す。 

本日の委員会には、次の委員から遅参の届出が

ありましたので報告いたします。 

遅参、古田純也委員、120分。 

それでは、早速本日の日程であります一般会計

の歳出のうち、労働費、農林水産業費、商工費及

びその特定財源に関する歳入の細部審査に入りま

す。 

質疑のある方、挙手を願います。 

村椿委員。 

○村椿敏章委員 おはようございます。 

 早速質問させていただきたいと思います。87

ページの能取湖水質・資源調査事業補助金250万円

についてであります。 

 昨年もこの部分については質問させていただい
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たのですが、この間、能取湖の水質調査、それか

ら資源について何年間にかけて調査してきている

と思いますが、この調査の結果というか、資源の

状況とか、その部分がどうなっているのか伺いま

す。 

○渡部貴聴水産漁港課長 能取湖の水産資源に関

する補助事業の関係でございますけれども、この

調査は今、委員からお話ありましたように能取湖

の水産資源に悪影響を及ぼします貧酸素水塊の挙

動、発生等のモニタリングを行いますとともに、

能取湖の主要な水産資源であるホタテ、ホッカイ

エビなどの分布と資源の調査、またホッカイエビ

のすみかとなっていますアマモの分布状況、ホタ

テ漁業の妨げとなるシオミドロという植物がある

のですが、そういうような分布状況の調査を行っ

てございます。 

 具体的な調査内容なのですが、ホタテ貝につき

ましては分布追跡調査、それから浮遊幼生調査。

ホッカイエビにつきましては分布調査、資源調査。

アサリ、ナマコ等につきましても分布調査を実施

してございます。 

 植物調査につきましてはアマモ分布調査、ホタ

テ漁場の植物の状況の調査、それから水質低質等

の定点観測、ＤＯ等を観測して、貧酸素水塊の挙

動のモニタリングを実施してございます。 

 調査の成果についてなのですが、昨年もお話し

しておりますが、この事業自体は将来にわかって

能取湖という漁場を永続的に利用するための調査

になってございまして、端的に昨年度の調査の状

況と成果をお話しさせていただきますと、例えば

ホタテ貝の生産計画を立案したり、それと去年は

ホッカイエビの漁業を再開しておりますけれど

も、こちらにつきましても資源調査を実施して、

資源の回復が見られたということで漁業を再開し

てございます。 

貧酸素水塊の挙動につきましては、随時組合の

ほうでモニタリングを実施しておりまして、それ

に基づきまして稚貝の分散作業なんかの日程の調

整等を実施していると報告を受けてございます。 

○村椿敏章委員 何年か続けていった中で、ホッ

カイエビでいうとかなり戻ってきているというふ

うに考えていいのでしょうか。ほかのホタテやア

サリなどについては資源がどのように復活してき

ているのか、その辺についても伺います。 

○渡部貴聴水産漁港課長 ホッカイエビにつきま

しては、資源は一昨年と比較しますと戻ってはき

てはおりますけれども、決して、ちょっと今年度

の調査のまとめがまだ出てきておりませんので、

手元に詳しい資料はないのですが、今後も非常に

資源動態が不安定な生き物でございますので、今

後も引き続きモニタリングをしながら資源管理を

していかなければならないと聞いてございます。 

 アサリにつきましては、なかなかこちらのほう

も能取湖のアサリ資源というものが安定しておら

ず、漁業規模としましてもメインの漁業にはなっ

ておりませんので、こちらも今後も引き続きモニ

タリングを実施しなければならないと感じてござ

います。 

○村椿敏章委員 あと先ほどアマモなどの形態な

ども調査しているということなのですが、私が昨

年若干話させてもらったのは、農薬の影響でアマ

モが減っているというのが宍道湖であったという

調査結果などがあるのですが、アマモの状況とい

うのはどうなのでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 アマモにつきましては、

３年ほど前から、すみません、５年ほど前に北海

道大学のほうが入りまして、新たな調査方法を確

立しまして、それに基づいてモニタリングを実施

してございますが、確かにかなり10年前、20年前

と比較すると減ってはいるのですが、そちらのほ

うは漁場の造成等の兼ね合いもありますので、正

式な評価はなかなか難しいかなと思ってございま

す。 

 昨年お話いただきましたネオニコチノイドの関

係なのですが、こちらにつきましても、現段階で

は明確な、それほどリニアな変動というものがな

かったり、ネオニコチノイドのお話が出ました宍

道湖があります島根大学の先生も、当市の水産科

学センターに研究に入ってございますけれども、

特に新しい情報とかがないので、現段階ではまだ

何か、このネオニコチノイドに関して調査を実施

するということは考えてございません。 

○村椿敏章委員 ただ、実際に考えていないとい

うところでしょうけれども、やはり水質検査の中

で農薬の検査も入れていくことが必要なのではな

いかと思うのですが、それは実際今まで調査して

いないわけですから、変化がどうなっているのか

というのがわからないわけですよね。ですから、

そこも一緒になって追跡していく必要があるので

はないかと私は思ってはおります。 
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 あと、今の調査していくという考えは、今後調

査していくという考えはないか伺います。 

○渡部貴聴水産漁港課長 あくまでも先ほどお話

ししました調査のことは現段階でございまして、

当然今後水産資源が明確に減少してくる何かおか

しなことがあれば、それは当然漁協、それから網

走にあります東京農業大学、それと先ほどお話し

しました島根大学等も一緒になって検討を行いま

して、その必要性等研究していきたいと考えてご

ざいます。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 あと、ちょっと気になったのは、水質というと

ころもあるかもしれないのですが、内水面から外

水面に能取湖が変わりましたよね。そこについて、

変わったことで漁獲量を変えたとか、そういうと

ころが影響してはいないのでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 平成30年に能取湖が漁

業法上の海面に指定されました。本件に関わりま

して大きく変わりましたのは、能取湖内におけま

すサケの漁業が、従前は内水面という取扱いでし

たので産卵新魚を捕獲しております北見管内、先

ほどの増殖事業協会の委託というような形でやっ

ていたのですが、それが漁業法上の海面指定に

のっとりまして、西網走漁港が漁業権を取得して

ございます。ただし、水揚げ量等については従前

から湖内で委託を受けて、特別採捕という形で新

魚の捕獲等に従事していましたので、そこについ

ては変更はございません。 

○村椿敏章委員 漁獲量が変更になったというわ

けではないということですね。そう認識しました。

わかりました。引き続き、漁業の資源を何とかも

たせていくために、調査をお願いしたいと思いま

す。 

 次の質問に移ります。 

 91ページの地域ＤＭＯ推進支援事業ですが、今

年で３年目となっておりますが、このＤＭＯ、ど

こまで進んでいるのか伺います。 

○高井秀利観光商工部参事 地域ＤＭＯ推進事業

の進捗状況でございますけれども、網走市観光協

会は戦略的な観光地域づくりを目指し、一昨年３

月に観光庁の広報ＤＭＯとして登録を済ませてお

ります。本年１月に第10弾の登録ＤＭＯへの登録

を行っております。観光庁の審査の後、３月中旬

には観光庁より地域ＤＭＯとして登録、公表され

る予定となっております。 

一昨年７月には、観光地域づくりを行うための

多様な関係者の合意形成の場として、観光協会や

関係企業、経済団体、行政など、幅広い分野の意

思決定可能な代表者で構成する網走観光戦略会議、

その構成員の実務責任者で構成する網走観光戦略

会議幹事会を設立し、地域ＤＭＯとしての方向性

や今後の取組などについて協議を行っております。 

本年度開催の幹事会でも、各種観光データの収

集、分析結果を共有し、来年度以降の取組につい

ての検討を行うなど、地域関係者と連携を図りな

がら観光地域づくりの司令塔として誘客促進に取

り組まれております。 

また、昨年に引き続き、本年度も11月から３月

まで来訪者に対してアンケート調査を実施してお

り、継続的なデータ収集にも努めております。 

○村椿敏章委員 わかりました。それで今後の観

光客が今コロナで減っていますし、それから体験

型の観光なども必要とされているところですが、

今後の観光ＤＭＯでどういうことをやっていこう

としているのか伺います。 

○高井秀利観光商工部参事 ここのＤＭＯは何を

やっていくかということでありますけれども、Ｄ

ＭＯに求められる役割、機能でありますけれども、

観光地域づくりを行うための多様な関係者の合意

形成、各種データの継続的な収集・分析、データ

に基づく戦略の策定、地域の観光資源の磨き上げ

や受入環境の整備などの推進、観光関連事業者と

戦略に関する調整、仕組みづくりとプロモーショ

ンでありまして、地域ＤＭＯ推進支援事業が中心

となって一次産業などと観光業が連動した着地型

商品の開発やマーケティングに基づく地域が一体

となったプロモーションの構築など、観光を通じ

て地域経済を持続的に成長させ、活性化させるこ

とを目指しております。 

○村椿敏章委員 いいことですね。どんどん進め

ていただきたいと思います。わかりました。 

 それでは、次の質問にいきます。 

 89ページの空き店舗・空き地活用事業補助金で

す。277万9,000円。この実績について伺います。 

○秋葉孝博観光商工部次長 空き店舗・空き地活

用事業補助金の本年度の決算見込みについてでご

ざいますが、現在のところ、失礼いたしました、

新規の改修が200万円、家賃が76万1,000円で、今

年の決算見込みにつきましては276万1,000円の見

込みでございます。新規開業事業者としましては
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２店舗。内訳は南４条東１丁目の飲食業、焼き肉

店舗でございます。それから南４条西３丁目の飲

食業、喫茶店が新たに２店舗。そのほか家賃につ

きましては、この２店舗の、年度途中ですのでそ

れはそれぞれ家賃としては算出をしております。

また、昨年開店しました飲食業、それからピラティ

スの２店舗、昨年、一昨年ですね、オープンしま

したので、これの継続した家賃の支援分が残って

おりますので、これの合算した数値が今のところ、

先ほど申し上げました276万1,000円の見通しと

なっております。 

○村椿敏章委員 わかりました。この空き店舗の

支援する区域なのですが、区域についてはどのよ

うになっているのでしょか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 本事業は、平成17年

から取り組んでいる事業でございますが、基本的

に中央商店街振興組合の範囲、いわゆる４条通り

のアーケードがある区域と、縦通りとしまして市

民会館へ向かう広小路、これが組合の対象範囲と

なっております。 

○村椿敏章委員 その範囲の決め方は、その中央

商店組合のものだということなのですが、アー

ケードのあるというところなのですが、それに外

れるところ、近い近傍の部分も加えてほしいとい

う声もあるのですが、そういうことについては検

討はされていませんか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 今委員のお話につき

ましては、過去から議論をいただいているところ

でして、既存のメニューとしまして企業化支援事

業補助金というのもございます。こちらにつきま

しては改修に対して50万円ということで、100万円

との50万円の差があるのと、家賃につきまして企

業化のほうはございませんので、その分の差はあ

るのですが、基本的にはアーケード街を何とかし

たいということがまず第一目的でございますので、

他の地域につきましては、現在この企業化支援事

業の補助金を御紹介させていただきまして対応し

ているところでございます。 

○村椿敏章委員 若干、補助金にも差があるとい

うところですよね。やはり、そこに、店舗に入り

たい人にしてみたら、なるべく助成の多いほうを

選びたいなというところだとは思うのですが、そ

の差があるということはどういう意味なのですか。

網走市内に新たな会社が入ってきて、そして人口

も増えて、その中心市街地が活性化していくとい

う部分でいえば、その区域に入っているのか、入っ

ていないのかというところはあまり関係ないよう

な気がするのですが、その辺をこう差をつけると

いうのではなくて、同じような考えで進められな

いものなのですか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 先ほど平成17年とい

うお話をさせていただいたのですが、やはり４条

通りというのは網走のシンボルでもあります。こ

この空き店舗が増えまして、さらに現状としては

空き地も増えているような状況でございます。ま

ずはこの地域を何とかしたいと、インセンティブ

ではないのですが、まずはそこに誘導をかけまし

て、波及的に、居酒屋なんかは４条通りではなく

て、５条、６条に立地もしております。こちらの

ほうについても支援メニューを用意しております

ので、まずは優先順位から４条通りをメインとし

た支援をしているという状況でございます。 

○村椿敏章委員 市の考え、わかりました。ぜひ

検討も進めてもらいたいなと思います。 

 次の質問に移ります。 

 91ページの生活交通路線維持対策事業、3,967万

1,000円ですが、昨年が2,969万4,000円で、かなり

金額的には伸びているのですが、この伸びている

理由はどういう、路線が増えるとかそういうこと

も考えているのでしょうか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 生活交通路線維持対

策事業についてでございますが、本事業につきま

しては、補助対象路線としまして常呂線、小清水

線、東藻琴線、それから呼人線の計４路線に当た

ります。この補助自体がバスの会計年度の補助の

ルールがございまして、前年、ですから令和２年

10月から令和３年、現在です、今年の９月までの

運行に対して補助をするものでございます。 

増額の理由につきましては、新型コロナウイル

ス感染症の拡大によりまして、バスの運行、例え

ば農大線ですとか、女満別空港線の、これが運休

になりました。結果的にバスの、この各路線の経

費を出すというのが全体経費を算出しまして、こ

れに対して運行距離で、１キロ当たりの経費を出

すという算出になります。女満別空港線や農大線

が運休になったことになりまして、ただ、今お話

した常呂や小清水は実際動いておりますので、経

費が割高になった結果、収入はそれほど変わりま

せんので、その差額である運行経費の増大に伴い、

997万7,000円の増額となったものです。 
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なお、３月に、同じ議会の補正予算として総額

で2,400万円の増額補正をさせていただきました。

これをベースとしまして、当初予算につきまして

もコロナウイルスの関連で増額の見込みをしてい

るところでございます。 

○村椿敏章委員 わかりました。郊外からの、郊

外というか東藻琴、それから常呂と小清水ですか、

そういうところと結ぶ部分についてバス路線を維

持していくために、この支援していくというとこ

ろと、増えたのはコロナウイルスで利用者が減っ

た、そこについて収入が減った部分を助成してい

くと、そういうふうに受けとってよろしいという

ことですか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 この路線の収入はそ

れほど変わっていないのです。ただ、バス全体の

経費は運行しても運行しなくても、バスを所有し

ている、人を雇用しているということで、経費は

そんなには変わらない。例えば、細かく言うと燃

料費が落ちるということはありますが、車両は保

持しておりますので。全体的なバス全体がどれだ

け走行したかという距離数に対して経費を按分を

します。そうすると１キロ当たりの単価が、仮に

300円ですとか350円というのが算出されます。実

際にどの、昨年度運行したかといいますと、よく

走っている女満別空港線というのが運休になって

いますので、距離が出ていないのです。農大線も

当然運休になりましたから走っていないので走行

距離が減るのです。結果的に残ったバス路線は

走っていますので、特に常呂と小清水線は走行距

離が長いですから、全体の経費で按分した場合に、

そちら側にプラスに働く。簡単に言うと、女満別

空港線で今働いていた人も雇っているわけですか

ら、その経費を走行距離で按分するとしわ寄せが

地方路線の走行距離の長いほうへ出るという結果

でございます。 

○村椿敏章委員 この生活交通路線維持対策事業

の中には、女満別空港線は入っていないというこ

とですか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 さきの補正の中では、

従来は女満別空港線というのは補助をしていない。

国なり道なりの補助金入って運行している。ただ、

相当利用者が減りましたので赤字になりました。

今年度分として３月に補正を上程させていただい

て、補助金を計上したところです。 

 新年度につきましては、今のところ大変厳しい

状況は見通されますけれども、現状としては、こ

のバス事業の補助金につきましては、精算、３月

に必要な経費については再度計算をして補正をさ

せていただいているというのが、この事業になり

ます。当初予算で女満別空港線あるいは農大線の

状況については従来どおりの算出で、女満別空港

線につきましては、この予算の中には計上してご

ざいません。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 次の質問に移ります。 

 流氷館管理運営事業について、9,200万円を見て

いますが、今年度流氷館の見直しということで委

託をかけたと思いますが、先日も中間報告はあり

ましたが、その内容についてどのようなものか伺

います。 

○大西広幸観光課長 リニューアルの中間報告の

内容につきましては、12月の委員会の中で説明さ

せていただきました。流氷下の没入感を感じてい

ただくような展示改修することとして、コンセプ

トとしまして計画させていただいております。 

 現在、精査を進めているところですが、中間報

告とほぼ内容的には変わってございません。あと、

追加で実施設計時に精査することとしておりまし

た展示説明の内容につきまして、北大の低温研の

先生に資料提供、監修の御協力をいただけること

となりました。 

○村椿敏章委員 前回の報告からあまり変わって

いないというところなのですね。 

 それで、今新型コロナの関係で観光客もぐっと

減っていて、流氷館も大変だと思うのですが、令

和３年度、来年度にこのリニューアルの工事をす

る計画などは持っているのでしょうか。 

○大西広幸観光課長 リニューアルにつきまして

は、令和３年度に必ずするということは決めてお

りません。新型コロナウイルス感染症の影響を注

視しまして、実施時期を検討することとしており

ます。展示物の設計と改修工事につきましては、

これで約９か月間かかることとなっておりますの

で、そのうち２か月休館しなければならない状況

がございます。その時期は閉鎖になりますことか

ら、リニューアルオープン時期につきましては、

慎重に検討してまいりたいと考えております。 

○村椿敏章委員 まだリニューアルの部分につい

ては、まだ決定はしていないと認識しました。わ

かりました。 
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 以上で、私の質問を終わります。 

○山田庫司郎委員長 次、いらっしゃいませんか。

いないようでしたら。挙手してください。 

 永本委員。 

○永本浩子委員 おはようございます。 

 それでは、質問させていただきます。予算書の

79ページ、若者技能者人材育成・地元定着支援事

業なのですが、令和２年度からの新規事業という

ことで、かなり細かい角度から人材育成またそう

いったところ、環境を整えている事業者に対する

支援をするという内容だったと思いますけれども、

令和２年度の初年度としての実績はどのような状

況だったのでしょうか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 若者技能者人材育

成・地元定着支援事業でございますが、事業内容

につきましては、この当事業の中で二つの種類を

用意しております。 

 一つは人材育成の面で業務上必要な資格の取得、

技能講習、受験の経費、こうした経費につきまし

て、事業主の方が負担をしている場合に市のほう

でそこを支援する。補助率は２分の１、１件当た

りの上限は５万円でございます。また、１事業者

当たり５件まで、５名までとして25万円の上限額

があります。 

 これともう一つですが、職場の環境改善や業務

の効率化など、働きやすい環境づくりに対する支

援で、こちらのほうはソフト事業とハード事業に

分けておりまして、ソフト事業で補助率は２分の

１で、上限が５万円、同じく補助率も２分１で、

ハードにつきましては上限を10万円としておりま

す。 

 令和２年度の実績でございますが、まず先に説

明いたしました資格取得支援につきましては６社、

11名の利用がありました。資格につきましては１

級建築施工管理技能士、それから２級建築施工管

理技能士、大特免許等、こうした資格の取得に対

して補助金を出しております。補助の合計は34万

8,000円でございます。 

もう一つ、職場の環境改善につきましては、Ｉ

ＣＴ、先進の技術を取り入れるということに対し

まして、具体的にはドローンの整備に１社、それ

から作業員の休憩所の環境改善１件、合わせまし

て15万7,000円。 

先ほどの資格取得と合わせまして、今年の決算

見込は現時点では50万5,000円となっております。 

○永本浩子委員 去年もたしか200万円の予算を

組んで、事前アンケートを取って大体の予測とし

て200万円を考えたということだったのですが、現

実やってみると予想よりはかなり、４分の１とい

うか、少なかったということだったのでしょうか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 今委員お話のとおり、

昨年は建設事業者を中心にアンケート調査をしま

して、どれだけのニーズがあるか把握をしたとこ

ろです。それを踏まえて200万円の予算を計上した

ところですが、新型コロナウイルスの感染拡大の

影響によりまして、４月からそうした講習ですと

か資格取得のこうしたものも延期になったり、そ

れから各事業者の皆さんが、やはりメイン会場と

なるところが札幌市になりますので、そうしたと

ころへの行動の自粛があったものと認識をしてお

ります。 

 いずれにしましても、初年度という結果で思っ

たような額が出なかったということを認識をして

おります。再度、周知徹底を図って、少しでも使

われる事業にしていきたいと考えております。 

○永本浩子委員 そう言われると本当にいろいろ

な資格の取得の講習会等、札幌でやるところが多

いのかなということで、事業としてはとてもいい

内容の事業だと思いますし、市内業者の方たちも

市がこういったところはやはり補助していくと助

かるというところだと思うのですが、今回も200万

円ということで、今回に関しては事前アンケート

というのは取ってはいるのでしょうか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 アンケートにつきま

しては、今年は実施しておりません。アンケート

につきましても、１年で資格、たまたま従業員の

構成にもよるかと思います。多い年もあれば少な

い年もあるのではないかと。アンケート結果はそ

ういうのが出ていまして、毎年それを踏まえた上

で予算の増減をさせるという考えはございません。

可能な限り周知に努めて、使っていただくよう努

力してまいります。 

○永本浩子委員 わかりました。周知の仕方、そ

してまた実際にこの補助をしていただいて喜ばれ

ている方の声等もまた拾っていただいて、その周

知に生かしていただければいいかと思います。コ

ロナがまだまだ終息しているわけではないので、

今年もまたちょっと大変な時期があるかなと思い

ますけれども、ぜひ推進していっていただきたい

と思います。 
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 続きまして、81ページ、網走市新規農業参入者

支援事業なのですが、令和２年は36万円だった予

算が、令和３年は９万円に減少ということで、新

規参入者の減少が見込まれていて、この数字なの

か、令和２年は何名で、令和３年は何名に減ると

か、そういった状況があるのかどうか、ちょっと

お伺いしたいと思います。 

○中塚威史農林課参事 網走市新規参入者支援事

業につきましては、新規農業参入者が円滑に就農

できることを目的として、平成17年度に創設され

たものでございます。 

 本事業は経営開始から５年の固定資産相当額な

どを助成するもので、平成17年から令和２年まで

７人の新規就農者について助成を行っているもの

です。 

 なお、新規就農者の内訳につきましては、果樹

農家が５名、畑作農家が１名、畜産農家が１法人

となっております。 

 平成27年度に新規参入した２名につきまして、

ごめんなさい、令和２年度につきましては、平成

27年度に新規参入した２名、あと平成28年度に新

規参入した２戸、合わせて４戸の固定資産額を助

成したものでございます。令和３年度につきまし

ては、平成27年度に経営を開始して５年を経過し

た２戸については、期間が満了となりましたので、

平成28年度に新規参入した１戸と、平成30年に新

規参入した１法人を対象として、固定資産相当額

の助成を行ったものでございます。 

○永本浩子委員 固定資産税の全額を補助すると

いうことで、９万円って何か、すごく少ないので

はないかと思ったのですが、多分あれですね、畜

産関係とかだと固定資産税が広い畜舎とかを持っ

ているところは固定資産税がたくさんかかるので、

その額が大きくなり、果樹農家、イチゴ農家だと

すごく固定資産にかかる部分が少ないので、この

金額になったのではないかと思うのですが。

ちょっとこの９万円って安すぎるのではないかな

と正直思ったのですが、この点はどうなのでしょ

うか。 

○中塚威史農林課参事 議員おっしゃられるとお

り、土地に対する固定資産というのが非常に大き

いという形ではありますが、畜産農家１件という

のが肉牛農家でございまして、それほど土地がご

ざいません。ということで、１イチゴ農家さんと

畜産農家さんということで９万円程度という形に

なっております。 

○永本浩子委員 出していただけるということは

ありがたいことだと思うのですが、新規参入され

た農家さんの声とかはどういう感じなのでしょう

か。 

○中塚威史農林課参事 新規就農して間もない

方々については、固定資産の相当額という形で助

成を受けられるということで、皆さん非常に喜ん

でいると聞いております。 

○永本浩子委員 ありがたいと思っていただける

ようならあれなのですが。そうすると、今後は５

年間というと、令和３年、平成28年からの一人と、

平成30年の１法人というふうになりますと、その

後というのはほぼ１法人、新しい新規参入がなけ

れば、平成30年からの１法人だけということにな

るということなのですか。 

○中塚威史農林課参事 １戸の農家さんについて

は、来年度で終わるという形になりますので、今

後については畜産農家１件というのが継続して、

５年間継続して固定資産見合の助成を行っていく

という形になります。 

○永本浩子委員 ぜひ、また新しい新規参入の方

が増えていただけるように、また周知もしながら

取り組んでいただきたいと思います。 

 続きまして、そのすぐ下に、やはり農業次世代

人材投資事業ということで、こちらは300万円とい

うことで予算が載っております。新規青年就農者

に対する支援ということで、こちらも令和２年度

が450万円、令和３年度が300万円ということで、

150万円減っているわけなのですが、この理由とい

うか、教えていただけますでしょうか。 

○中塚威史農林課参事 農業次世代人材投資事業

につきましては、国の事業でございまして、準備

型と経営開始型の二つの資金の支援となっており

ます。 

 準備型は就農に向けて必要な技術を習得するた

め研修を受ける者に対して資金を最長２年間、年

最大150万円助成するものです。 

 経営開始型は新規農業参入者として独立、就農

する者に対する最長５年間の助成でございまして、

３年目までは年150万円、４年目、５年目について

は年120万円を支援する事業でございます。 

 状況につきましては、令和２年度の対象者は平

成28年度に就農した果樹農家１名、畑作農家１名

の農業次世代人材投資事業の経営開始型の継続と、
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新規参入者見込で１名を確保した予算でございま

す。 

 事業削減の理由につきましては、令和３年は人

材投資事業の任期が満了になって受給者がいなく

なります。新規参入者の準備型と経営開始型を各

１名ずつ見込んでおりますので、事業としては令

和２年度の３件から、令和３年度の２件になった

ことでの減という形になっております。 

○永本浩子委員 令和３年は一人減るということ

で150万円減ということでよろしかったですか。 

○中塚威史農林課参事 令和２年は２名の方がこ

の事業を使っていたのですが、令和３年度につき

ましては、受給される方はいなくなります。ただ、

今後は新規就農者として入ってくる方々の準備と

して２件分を計上しているものでございます。 

○永本浩子委員 では、令和２年度受けていた果

樹農家さんと畑作さん、それぞれ満了ということ

で。実際、受ける予定の方はいないけれども、ま

た新しく就農していただける方がいた場合のため

に300万円を用意しておくということでよろし

かったでしょうか。 

○中塚威史農林課参事 議員おっしゃるとおりで

ございます。 

○永本浩子委員 先ほどからお話を聞いていると、

最初の網走市のこの新規農業参入者の支援事業も

受け、こちらの農業次世代人材投資事業の補助も

同じ方が受けていたのではないかと思うのですが、

そういったことでよろしかったでしょうか。 

○中塚威史農林課参事 例えば、すみません、畜

産農家の方につきましては、所得が別なところに

あるということで、受給対象にはちょっとなって

おりませんが、人材支援のほうについては受給対

象にはなっておりません。 

○永本浩子委員 畜産の方は違うけれども、果樹

農園と畑作の方はどちらも対象ということで、そ

れだとちょっとやはり安心をしたというか、固定

資産税の応援だけでは、やはり新しく始めたとき

になかなか大変なのではないかと思っていました

ので、両方受給できるということで、網走に定着

していただければ大変ありがたいと思っておりま

す。 

 ちなみに、この新しく網走で農業を始められた

方、また青年就農者ということで網走でスタート

していただいた方は、なぜ網走で農業を始めたい

と思ったのか、具体的な背景とか経緯というのは

押さえていらっしゃるのでしょうか。 

○中塚威史農林課参事 新規就農した方々にお話

を聞いた限りでは、網走の農業は恵まれた気象条

件のもと、広大かつ肥沃な土壌がありまして、ま

た住みやすく、農業者や、さきに新規参入した農

業者の方々に積極的に受け入れてもらえるという

こともあって、ここの新規参入を決めたというこ

とで聞いております。 

○永本浩子委員 大変うれしいコメントいただい

ていまして、ぜひこの後も網走で新規で農業を始

めてくださる青年等が増えていただければいいな

と思っております。東京農大の卒業生とかではな

いということですか、やはり。 

○中塚威史農林課参事 畑作農家の１件について

は、東京農大の卒業生と聞いております。 

○永本浩子委員 何か、うれしいなと思います。

これからもまた、ぜひ若い方たちが網走で農業を

始めながら、定着していっていただければいいか

なと思いますので、ぜひ積極的にこういったこと

を周知しながら進めていっていただきたいと思い

ます。 

 では、次に移ります。83ページのもち麦栽培の

促進事業ですが、代表質問でも取り上げましたけ

れども、色が黄色いという理由で取引企業とＪＡ

の折り合いがついていない、品質改良に向けた栽

培試験を行っていくという答弁をいただきました。 

 今回のこの予算、100万円はもち麦の農業者への

助成ということで説明がありましたけれども、品

質改良への栽培試験の予算も入っていての100万

円なのでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 事業の内訳ということなの

ですが、まず代表質問の市長答弁でもありました

が、令和４年からの生産について、取引企業とＪ

Ａとの折り合いがついていないというこの理由に

ついてなのですが、企業側のコンビニ業界向けの

商品の開発というのに当たって、このコンビニの

業界が求める色味、これが黄色いと。それとあと

食味、これはプチプチ感が少ないという基準に満

たなかったということで、農業者の所得安定を確

保したいという側のＪＡ側のほうと取引量の折り

合いがつかなかったということで、令和４年の取

引については白紙となっているものでございます。 

 ただ、実需側、企業側も全く購入しないと言っ

ているわけではなくて、今後も網走市のもち麦を

産地として進めたいという気持ちに変わりはない



 

－ 133 － 

とお話いただいております。 

網走市としても、これまでもち麦の産地化を進

めておりまして、栽培促進に対する助成、それか

ら国の補助事業を活用して、新たな麦乾施設もつ

くってございます。この産地化について、我々と

してはなくなったというふうには考えていないと

ころでございます。 

そういった中で、令和３年からのもち麦の栽培

促進事業ということでございますが、網走の寒冷

地農場運営協議会というのがございまして、そこ

の試験研究の一環と合わせて、この品質の改良に

向けた栽培試験の経費、それからあと令和４年以

降ももち麦の栽培を行っていただけるという農業

者、それからあともち麦純粋種子というのが重要

になってきますので、これの増殖に御協力をいた

だく圃場の農業者に対して助成する計画となって

ございます。 

○永本浩子委員 それでは、栽培試験のほうもこ

の中に入っていてということで了解いたしました。

私もこのもち麦、すごくいいと思って応援してい

ただけに、ちょっと心配ではあったのですが、こ

れからの取組次第で、また広がっていくという可

能性が十分あるということで理解させていただき

ました。 

この黄色くて、ちょっと難しかったというのは、

作っていた農家の方からお聞きした話だったので

すが、その方もちょっとすごく残念だとおっ

しゃっていましたけれども、多分もち麦、すごく

収量もいいし、ほかの麦類とかぶらずにつくれる

ので、農家さんとしてもとてもいい物だったと思

うのですが。もち麦をつくる農家が増えていたと

思うのですが、今回のことでやめるというところ

はやはり出てきているのでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 今回の件で、このもち麦の

生産、ＪＡの生産の計画、それから農業者の生産

の計画というもののすり合わせということにもな

りますけれども、今まで順調に生産面積も拡大し

ていた中ですが、それについては扱えない農家さ

んも出てくると考えております。 

○永本浩子委員 どうしてもそういうことになら

ざるを得ないというか、それでもこの栽培試験が

成功して品質的にもコンビニのほうの基準にも満

たされるような物ができて、また順当な取引がで

きるようになれば、また今後も増えて、今ちょっ

と減るけれども、そういったところになれば増え

ていくということも見込まれるということでよろ

しかったでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 先ほどお話しましたとおり、

コンビニ業界の評価、この試験の結果にもよりま

すけれども、この評価が上がってくれば、今実需

のほうもさらに買いたいという意向はありますの

で、そことＪＡとの折り合いの関係だと考えてお

ります。 

○永本浩子委員 ぜひ、そういった方向でいくよ

うに祈っております。 

また、このもち麦栽培に関しては、農家さんだ

けでなく、様々な分野の方が入ってのもち麦プロ

ジェクトがつくられていたかと思いますけれども、

もち麦プロジェクトのほうの何か意見等、感想等

ありましたら教えていただければと思います。 

○佐藤岳郎農林課長 このもち麦については、

様々な関係団体の御協力をいただいているところ

でございます。オホーツク食用大麦推進協議会と

いうのは、農大とか実需のほうも入っていますけ

れども、これらの意見というのは、特段この協議

会としての意見というのは特にありませんが、構

成の団体、各団体のほうから今回のＪＡの判断に

ついては非常に残念であるというような意見が寄

せられておりますし、また我々も非常に困惑をし

たところでございます。先ほどもお話したとおり

ですが、その品種改良の試験、それから栽培の促

進等、我々にできることを行っていきたいと考え

ているところでございます。 

○永本浩子委員 多分、皆さんすごく期待してい

ただけに、ちょっと今回のことは残念だったとい

うのが正直なところだと思います。先ほど聞いた

限りでは、小清水のもち麦はすごく食感がよくて、

いい物ができているということもお聞きしました

ので、近隣のそういったところ等とも、やはり交

流を深めながら、ぜひまたいいもち麦をつくって

いただけるように念願いたします。 

 それでは次に89ページのあばしりオホーツク夏

まつりをはじめ、夏のイベント全体についてとい

うことで質問させていただきます。 

 どれも令和２年とほぼ同額の予算ということで

すが、このコロナ禍の中で昨年は全ての行事が中

止ということで、本当に残念な結果でした。今年

に関しても期待していたワクチンが、やはり接種

の遅れを考えると、この夏の時期に一般の方の接

種を完了するのはなかなか難しい状況が伺えるか
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と思いますけれども、当然このイベントの持ち方

も従来と同じでは難しい、昨年のように全部中止

というのも何となく寂しいというか、何か工夫し

た形ででもできないかなというのが私の正直な気

持ちなのですが、市としてはこの夏まつり全体に

関して、イベント全体に関してどのような見解を

お持ちなのかお聞きしたいと思います。 

○秋葉孝博観光商工部次長 委員今お話のとおり、

イベントにつきましては、ほぼ前年と同額の予算

とさせていただいているところです。イベントに

つきましては、それぞれ事業主体である各実行委

員会におきまして、実施に向けて今後本格的な議

論をいただくことになると考えております。感染

症対策や飲食の有無、それからイベントの規模、

手法など、こうした検討に加えまして、イベント

自体が市の補助金だけで成り立っているわけでは

ないということが一つございます。例えば花火大

会ですと、スポンサー花火だけで760万円をいただ

いている、その他でも花火でも110万円、それから

七福神まつりにつきましてはビール券の収入が

180万円、それから中央商店街振興組合の負担とし

て170万円、こういうものを拠出なり売上げがあっ

てイベントがそれぞれ、これまでは成り立ってき

たというのが現状でございます。 

こうした予算の構成のことも念頭に入れながら、

総合的な検討が必要になってくると認識をしてお

ります。市といたしましては、まずは予算を確保

した上で、今委員おっしゃったとおり、どういう

形でできるかという方向性で検討を重ねまして、

各団体と連携しながら、今後具体的な議論を進め

ていきたいと考えております。 

○永本浩子委員 各それぞれのお祭り、主催者団

体がある上で、市もそこに補助をしていくという

形で網走の祭りは行われてきましたので、主催者

の皆様との話し合いがまず一番になるかとは思い

ます。なかなか本当に、このコロナ禍で開催とい

うのが、特に網走は露天商の方がたくさん来てい

たりとか、そういったところで網走近郊の他の自

治体からもかなり楽しみにして来てくださってい

たものもありましたので、また全国各地のおいし

い物とか、そうするとまた道外の方が来ることに

対するコロナ感染拡大の危険性等々もありますの

で、本当になかなか難しい運営になるかと思いま

すけれども、少しでも市民の皆さんが楽しんでも

らえるような工夫をしていただければと思います。 

全国的にも同じような状況がある中で、これが

どうなのかあれですが、オンライン夏まつりとか、

エア阿波踊りとか、そういった工夫をしていると

ころとか、隅田川の花火大会をアーカイブ映像で

ユーチューブで流したとか、それぞれやはり各地

域に何とかこの長年続いてきたものを残すために

も、そしてまた少しでも皆さんが楽しんでいただ

けるようにと工夫をしているようです。 

また、各種イベントに関わるガイドラインとい

うものを策定して、そのガイドラインに沿って、

できる範囲内で考えていくということで対策を

取っている自治体もあるようですので、ぜひそう

いった点もいろいろと研究もしながら、研究もし

た上で主催者団体の方たちと協議を重ねていって

いただきたいと思います。 

次に、91ページの天都山周辺花園管理育成事業、

はな・てんとの事業になるかと思いますけれども、

本当に毎年、ボランティアの皆さんのおかげです

ばらしい花園ができていて、観光の名所にもなっ

ております。市内に住んでいる方は、私もそうで

すが、毎年楽しみにしているという状況ですが、

現実はボランティアが年々減っているというのが

多分実情だと思いますけれども、参加ボランティ

ア数の推移についてお聞きしたいと思います。 

○大西広幸観光課長 はな・てんとの参加ボラン

ティア数の経緯でございますけれども、平成30年

度につきましては38団体、824名、平成31年度は35

団体、564名、今年度、令和２年度につきましては

30団体、500名となっております。 

 30年度と31年度で大幅に人数が減少しておりま

すが、これにつきましては、報告人数、団体全体

の人数ではなく、実際に参加していただける人数

を報告していただくことになっていることにより

まして減少したものです。本年度につきましては、

新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、

活動を自粛する団体もありまして、前年から５団

体、64名の減少となっております。 

○永本浩子委員 私もはな・てんとのところの協

力団体の名前がずっといつも出るので、気にしな

がら見ているのですが、令和２年30団体にまで

なってしまったなということをちょっと思いなが

ら心配もしております。今後、コロナの今度は影

響で集まれないということもそうですが、やはり

経済的な影響がこれからじわじわと出てくるよう

になると、このままボランティアに頼るだけでは、
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この事業立ち行かなくなるのではないかというふ

うに心配をしております。市のほうの御意見、ま

たボランティアの皆さんの御意見はどのようなも

のをつかんでいらっしゃるのかお聞きしたいと思

います。 

○大西広幸観光課長 参加していただいているボ

ランティアの皆さんからの御意見としましては、

次年度参加するのであれば花の本数を減らしてほ

しいですとか、区画を減らしてほしい、管理に手

間のかかる花の本数を減らしてほしいなど、様々

な意見をいただいております。 

 新型コロナウイルス感染症の影響はございます

が、全体の面積に対してボランティアが不足して

おりまして、各団体の負担が年々増加している傾

向にございますので、その辺を考慮しながら区画

割り等検討してまいりたいと考えております。 

○永本浩子委員 やっていらっしゃる方から結構

お話を聞きますけれども、年々ちょっと負担感が

増しているというのが現状なのだと思います。ボ

ランティアだけではなくて、ちょっと別の角度も

そろそろやはり検討していかなければいけない時

期なのではないかと思いますけれども、今後の在

り方を市としてはどのようにお考えでしょうか。 

○大西広幸観光課長 はな・てんとにつきまして

は、ボランティアの里親といいますか、アダプト

プログラムということでやらせていただいており

ます。夏季の大事な観光スポットであると認識し

ておりまして、今後団体これ以上減りますと、や

はり経営が成り立たないといいますか、管理する

ことができませんので、はな・てんとの運営協議

会、観光協会などと運営方法などについて、今後

また検討してまいりたいと考えております。 

 令和３年度におきまして、また参加団体を増や

す周知活動を引き続き行うとともに、園内の配置

など工夫して、皆さんの負担軽減をさせていただ

いて、参加しやすい区画割りなど検討してまいり

たいと考えております。 

○永本浩子委員 ぜひ、また皆さんの意見を聞き

ながら、観光スポットとしてはな・てんとを残し

ていけるような角度で検討をお願いしたいと思い

ます。 

 私の質問は以上で終わります。 

○山田庫司郎委員長 ここで暫時休憩します。 

午前11時07分 休憩 

───────────────────────── 

午前11時17分 再開 

○山田庫司郎委員長 休憩前に引き続き、再開し

ます。 

 質疑を続行します。 

 川原田委員。 

○川原田英世委員 それでは、何点か伺っていき

たいと思います。 

 まず、デマンドバスについてですが、歳入で１

点上がっていまして、すごくかっこいい名前の歳

入が、先駆的調査実証プロジェクト推進事業補助

金ということで、このデマンドバスの事業に対し

て助成金ということで500万円が付いているので

すが、これは雑入になっているのですね。ちょっ

とこの内容について、まず確認したかったのです

が。 

○秋葉孝博観光商工部次長 今お話のとおり、補

助金ですが、こちらにつきましては北海道市町村

振興協会からの補助金になります。国、道の支出

金とは違いますので、歳入名称につきましては雑

入という扱いになっています。この補助金の内容

ですが、市町村振興宝くじ、例えばサマージャン

ボ宝くじ、こうしたものの収益金を活用して市町

村振興協会が市町村の支援のために用意している

補助メニューの一つでございます。このほか、市

町村振興協会におきましては、貸付事業なども行

われております。今、委員おっしゃったとおり、

北海道市町村振興協会の補助メニューとして先駆

的調査実証プロジェクト推進事業助成金という名

称が使われているものでございます。 

○川原田英世委員 わかりました。宝くじの財源

とするというところで理解しました。 

 それで、こういったことに使われるというのは

いいなと思って見ていますけれども、１点教えて

ほしいのですが、これは各自治体でこの金額で何

かプロジェクトをつくってくださいとなっている

ものなのか。それとも、メニューが何とかって応

募する形になっているのか。どういった内容に

なっているのでしょうか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 それぞれ補助にメ

ニューがありまして、それぞれうたわれています

が、例えばデマンドバスにということではないで

す。先駆的な調査ということですから、他の地域

でやっていないようなことに先駆的に取り組む自

治体を支援するということで、限度額が500万円で

すから、本年度、令和２年度から事業を実施して
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おりますが、その申請書を出しまして、その補助

金を既に、今年については頂いております。 

 そういうメニューに対しまして、各自治体が申

請を出して、審査を受けて、補助を受けるという

形でございます。 

○川原田英世委員 わかりました。使える補助は

使っていくということで理解をしました。ほかに

もいろいろなことに使える可能性を秘めているの

でしょうから、これからも研究をしていっていた

だきたいと思います。  

 それで、デマンドバスについての中身なのです

が、体制が大きく広がって、より市民に周知をし

ながら進めていってほしいなと思うのですが、運

賃とかは幾らくらいになるのかお伺いします。 

○秋葉孝博観光商工部次長 運賃につきましては、

現在検討中で事務局案としては持っておりますが、

最終的には今月23日に、この交通活性化協議会が

ございますので、その中で提案をして承認をされ

るという運びになっております。前回が高台地区

で300円、１回乗車当たり300円という料金で、実

際、今回エリアが相当広がりますので、方向性的

にはエリアを２分割しまして、簡単に申し上げる

と高台地区、それからそれ以外として、それぞれ

のエリアで300円を目安に、さらに単価として上げ

るかと。それから、２区間またぐような場合は、

さらに幾らにするかということを今検討に入って

おりまして、最終的には今月の23日の協議会の中

で決定してまいりたいと考えております。 

○川原田英世委員 分かりました。事業者として

の収支の部分もありますし、よく検討していただ

きたいと思います。 

 それともう１点、市としてどう考えるかなので

すが、やはり公共交通として全体的な幅広い視点

で見なくてはいけないと思っていますけれども、

例えばタクシーとの運賃の兼ね合いであるとか、

既存のバスラインとの兼ね合い、こういったとこ

ろを見ながら運賃を考えていかなければいけない

と思いまして、結構判断するのは材料がいろいろ

あって難しいのではないかなとも思いながら、い

ろいろと協議も難航しているような話もちょっと

１点事業者のほうから聞いてはいたのですが、今

の大体状況把握できましたので、これから決めて

いくということで進めていただきたいと思います。 

 それと、今まで使いにくかったというのが実態

だと思っています。僕も使おうと思っても、僕の

住んでいるエリアは該当しないので、なかなか使

えないなと思って。これから使えるようになるの

かなと思うのですが。周知をどういうふうにして

いくのかというのが難しいところだと思うのです

が、そこについての考えを伺います。 

○秋葉孝博観光商工部次長 今回はエリアが一気

に広がりますので、全戸的なチラシの配布につき

ましても、今年やったのはやはり高台地区という

ことで限られた地域でのお知らせでございました。

また町内会、それから老人クラブ、そうしたとこ

ろにお話を、相談をさせていただいて、開催して

ほしいということがあれば、今年につきましては

随時出向いて行きまして、説明会を随時実施した

ところです。そうした中では向陽ヶ丘の町内会か

らも、実は運行実証実験のエリアではなかった地

域からもお声を掛けていただきまして、説明をさ

せていただいたところでございます。 

 新年度、６月から入りますので、４月からスピー

ド感を持って全戸周知、それからＦＭラジオなど

も活用した周知などに努めまして、また今回の場

合は６月から実施で３月まで実施いたしますので、

期間としては周知が間に合わないとしても、６月

以降も地域の町内会の皆さんからの要望があれば

出向いて行って説明会を実施していきたいと考え

ております。 

○川原田英世委員 やはり実際に使ってみても

らって始めてこういうものなのだとなりますので、

お声が掛かればということもありますけれども、

担当課としても何かしらの仕掛けをつくって、実

際に乗ってもらうというような取組をぜひ進めて

いただきたいと思うのですが、その点いかがで

しょうか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 今年やった事例とい

たしましては、全戸に無料乗車券、１回限りなの

ですが、そういうものも配布をさせていただきま

した。また、ベーシックなどでの店頭ＰＲも実施

をしたところです。同様に新年度につきましても、

網走バスさんと連携しながら、そうした無料体験

できるようなチラシを配布するですとか、スー

パー等の店頭でのＰＲも含めて取り組んでまいり

たいと考えております。 

○川原田英世委員 わかりました。ぜひ、公共交

通の利活用が進むように取り組んでいただければ

と思います。 

 次に、労働実態調査について伺います。今年は
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女性を対象にということで、新年度ですね、この

調査について事業内容と調査項目について伺いま

す。 

○前田関羽観光商工部参事 令和３年度女性労働

実態調査についてでございますけれども、調査の

概要といたしましては、市内の働く年代の女性の

実態調査ということで、隔年で実施しているもの

ですが、おおよそ例年10月中下旬に実施しており、

10月１日時点のデータを取るものでございます。

対象サンプルといたしましては、市内在住の18か

ら60歳、働く年代の方の女性2,000人を抽出しまし

て、その方たちに質問用紙を送付し、郵送調査を

行うものでございます。 

 項目といたしましては広範にわたるのですが、

幾つか御紹介いたしますと、女性の働いているか

どうかだとか、雇用の状況、それから配偶者がい

るかいないか、それから男女平等に関する項目が

幾つかございまして、例えば男は仕事、女は家庭

というような考え方へどう感じるかであるとか、

そのほかは働く方を対象に労働日数、時間、給与、

仕事先における各種手当の整備状況であるとか、

有給休暇、産前産後休暇、育児休暇等の項目が含

まれているところでございます。 

○川原田英世委員 内容についてはわかりました。

この調査の結果については何か政策に反映させる

だとか、基本的には国のほうで取りまとめてデー

タに使うのかなと思っていたのですが、どういっ

た活用の仕方を検討するのか伺います。 

○前田関羽観光商工部参事 労働実態調査の結果

の活用についてでございますけれども、この調査

自体が労働政策、市として施策を打つに当たって

の基礎資料とすることを目的としているところで

ございます。一つありますのは、総合戦略のＫＰ

Ｉにも掲げておりますが、女性が働きやすいと感

じる割合、これはＫＰＩの一つとしても、男女平

等の実現状況を図る重要な指標として考えており

まして、毎回継続しているところがございます。 

○川原田英世委員 わかりました。非常に重要な

調査だと思っています。それで国際女性デーに合

わせていろいろな調査結果が出て、なかなか衝撃

的でした。日本はこれだけ遅れているのだという

ことを改めて認識をしたところです。女性に対し

てのいろいろな発言が、国際的にも大きな課題に

なってきたと認識をしております。 

そういった中で、認識を問うような調査も中に

は入っていると思うのですが、パワハラだとかそ

ういったことに対しての調査も、もちろんあると

いうことで認識してよかったでしょうか。 

○前田関羽観光商工部参事 本調査の基本的な目

標としましては、労働実態の基本的なところを把

握するところでございますので、ハラスメントと

いうものを具体的に焦点を絞って特化した調査項

目は、これまで設けてきていなかったところでご

ざいます。関連する項目といたしましては、先ほ

ども申し上げましたが、男女平等に関する意識で

あるとか、職場の働きやすさ、女性目線としての

働きやすさに関する評価といった項目は設けられ

ているところでございます。 

○川原田英世委員 では、あくまでもデータを取

るということで、そこで課題として何を抱えてい

るのかとか、詳しいところは特にここでは行わな

いという認識でよかったでしょうか。 

○前田関羽観光商工部参事 基本的に隔年で連続

的に取っている調査でございますので、調査の連

続性を担保する上でも、なるべくこれまで続けて

きた項目は保持しながらやっていきたいと考えて

いるところでございます。 

 ただ一方で、時勢に応じて、例えば今年度であ

れば、女性ではありませんが労働実態調査の中

で、新型コロナウイルス感染症の影響について特

化した項目を今年は特別調査のような形で入れ込

んだという経緯もございます。来年度の女性の調

査におきましても、時勢に応じて必要なものを見

極めながら、調査項目、これまで続けてきたもの

は当然引き続き調査していくことに加えて、追加

的な調査の必要については考えていきたいと考え

ております。 

○川原田英世委員 わかりました。それでこの事

業について、もう１個確認しておきたいことがあ

ります。ＬＧＢＴｓということで、いろいろと代

表質問でもしましたけれども、やはり働くことに

対してのそういった環境に大変苦慮されている方

がいると思います。多様性を認め合う社会の実現

に向けて、そういった方たちの調査というのもこ

れから必要になってくるのではないかと思うので

すが、認識だけ伺いたいと思います。 

○前田関羽観光商工部参事 これまで継続的に

取ってきた項目としましては、男女の平等である

とか、ジェンダーという言葉や意識に対する認識

の度合いだとか、そういった項目は設けておりま
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す。それ以外のところは女性労働の実態の調査と

いう目的に照らしまして、必要なものを組み込む

ことを考えていきたいと考えております。 

○川原田英世委員 わかりました。今言った視点

を入れながら、男性、女性のそれぞれの調査だけ

では不十分だということも指摘をしながら、今後

のことを検討していただきたいと思います。 

 次の質問ですが、ちょっと１点確認をしたいこ

とがあります。先ほど永本委員のほうからありま

した新規農業参入者支援事業についてですが、大

切な事業だと思っています。それで１点確認した

かったのが、新規というのがあるので、該当する

のかどうかお伺いしたいのですが。例えば後継者

がいない農家さんで、Ｉターンだとか農大の卒業

生が入ってきて、事業を継承する場合、それは新

規でこの事業の支援、該当になるのかならないの

か、その点だけ確認したいのですが。 

○中塚威史農林課参事 言われているのが第三者

継承に近い話だとは思うのですが、その場合につ

いては、この事業については該当になるという形

になってございます。 

○川原田英世委員 わかりました。安心しまし

た。そういった形で、今回あまり活用が進んでい

ないということで、予算も非常に少ない金額なの

ですが、これをやはり活用していってもらうとい

う視点で進めていってほしいのですが、仮にそう

いった該当者が増えれば、この予算に限らず、積

極的に取り組んでいくということで理解してよ

かったのでしょうか。 

○中塚威史農林課参事 議員言われるとおり、積

極的に取り組ませていただきたいと考えておりま

す。 

○川原田英世委員 わかりました。よろしくお願

いします。 

 次に、これも先ほど永本委員からありましたも

ち麦栽培促進事業について、内容はわかりました。

内容はわかったのですが、国の補助金を活用して、

大規模な施設を建てた、このもち麦に合わせてだ

と思います。しかしながら、こういった状況では

その建物、施設の利用がどうなるのかなと、ちょっ

と思うところがあるのですが、その状況について

伺います。 

○佐藤岳郎農林課長 麦乾施設の利用ということ

でございますけれども、この麦乾施設の、新しく

つくった麦乾施設のほうなのですが、こちらのほ

うについては、もち麦も含めた麦類を乾燥調整貯

蔵するという施設になっておりますので、そこが

何か使われないということはないという認識であ

ります。ただ、やはりその事業の目的等について

はもち麦ということも、もち麦の栽培ということ

もうたった中での採択となっておりますので、や

はりそこの部分については、きちんと栽培の推進

に向けて取り組んでいかなければならないのでは

ないかと考えております。 

○川原田英世委員 基本的な考えについてはわか

りました。せっかくある物ですから、活用しても

らいたいところですし、活用してもらうにもいろ

いろと混ざったりとかするとか、そういう課題も

いろいろあるのでしょうから、そこをしっかりと

詰めながら、運用に努めていただければと思いま

す。 

 次に、斜網地区ダム等管理事業について伺いた

いと思いますが、小水力発電も含めた事業で、こ

こ数年継続してあるものですから、これっていつ

でき上がるのかなと思って、ずっと見ていたので

す。それで来年度もあるということなので、じゃ

あまだできていないのかなと、何年目になるかな

と、ちょっと思いながらだったのですが。全体的

な事業のスケジュール等について伺います。 

○佐藤岳郎農林課長 この管理事業につきまして

は、平成19年の供用開始した緑ダムの管路ですと

か、そういった管理受託施設の維持管理、これら

を網走、清里、斜里、小清水、大空町という１市

４町の協議会の枠組みの中で行っているものでご

ざいまして、この小水力発電については平成27年

に北海道に申請をいたしまして、28年に事業計画

が決定をしております。そして、29年に道営事業

ということで着手をしているところとなっており

まして、このスケジュールということなのですが、

当初委員お話のとおり、2020年の６月の供用開始

というのを目指していたところでございます。そ

れがちょっと工期の遅れ等ございまして、この中

身については関係機関との協議ですとか申請手続

等に時間を要したということで、工期が遅れを取

りまして、結果、今の時点で北海道から示されて

いるスケジュールというのは2022年の６月供用開

始というふうに聞いております。 

○川原田英世委員 スケジュールについては理解

をしました。それで、これまでも継続して予算が

付いていたわけですから、合計するとどのくらい
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の金額になるのかということと、１市４町という

ことなので、それぞれ負担があると思うのですが、

総額から見ると網走の負担というのはどのくらい

になるのかなというところをお伺いします。 

○佐藤岳郎農林課長 この小水力発電の全体事業

費についてでございますけれども、今年度北海道

から示されました総事業費は14億9,500万円と

なっております。そのうち、先ほどお話ししまし

た１市４町の負担というのが、この負担割合なの

ですが、これは国50％、道25％、地元１市４町の

負担が25％というふうになっておりまして、この

地元の負担の金額については３億7,375万円、うち

網走市の負担としては9,867万円というふうに

なってございます。 

○川原田英世委員 わかりました。全体を見ると

なかなかの大きな事業なのだなということで理解

をしましたが。これは小水力発電、2022年６月に

ようやく動き出すということなのですが、この生

産されるエネルギー、電力の活用というのはどの

ような形になるのでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 発電された電力、売電をし

た収入の活用方法についてでございますけれども、

先ほどお話をいたしました緑ダムと管路等の維持

管理費に充当される予定となっております。 

○川原田英世委員 維持管理費に活用していくと

いうことで理解をしました。 

 それで、こういった売電をするということにな

れば、送電線網の絡みもあって、事前に北電に申

請をして、確認をして行っていくというのが普通

だと思うのですが、それでよくあるケースは、そ

のまま北電に売電しますよという契約を取ったり

だとか、北電からも一部事業費の負担をしてもら

うみたいなケースもまれにあったりだとか、いろ

いろなパターンがあるのですが、ただ、今代表質

問でもしたように地域新電力会社とかも視野に入

れると、いろいろなことができるような体制も一

つ重要なのかなということも僕は考えているので

すが、そういった売電について北電との今既に契

約があったりとか、何かしらの縛りがあったりと

かはするのでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 北電ということでございま

すけれども、こちらについては当然この事業の中

で負担金工事ということで行う部分もあって、あ

とはその送電線の絡み、今お話された送電線の絡

みもございます。そういった中で再生可能エネル

ギーの売電ということですので、フィットについ

てキロワットアワー当たり29円ということで、

ちょうど月間20円ということで、基本的には北海

道電力のほうに売電を予定しているところでござ

います。 

○川原田英世委員 わかりました。予定をしてい

るということで、フィットも間もなく終わりの時

代を迎えてきますので、何かしらの新しい形が今

後見えてくるのだと思いますけれども、取りあえ

ず今の状況はわかりました。 

 次の質問に移ります。 

 中心市街地活性化の対策、政策について伺って

いきたいと思いますが、代表質問の答弁では以前

から伺っているとおりなのですが、歩いて生活で

きる、そういった生活圏をつくっていきたいとい

うような内容であったと理解をしております。そ

れで、次年度の予算 額の中でどのような取

組をそれに向けて行っていきたいと考えているの

かを伺います。 

○前田関羽観光商工部参事 まず、中心市街地に

関する基本的な認識、意義に関する認識でござい

ますけれども、この区域は網走市の多様な文化と

歴史を育み、伝えるとともに、地域住民や観光客

が集い、にぎわいを生むエリアというふうに認識

しているところでございます。これまでの取組、

現状を振り返りますと、イベントの開催など、今

年度新型コロナの影響でなかなか難しいところも

ございましたが、これまではイベントのたびに一

定の集客を実現してきたものの、やはり平時なか

なかにぎわいを創出するというところが課題で

あったと考えております。 

 今後の方向性、令和３年度の取組に関しまして

は、予算のほうで上げさせていただいているとこ

ろでは、まず一つは商店街の活性化の研修事業と

して先進地視察やリーダー育成に関する研修とし

て20万円、それからこれは継続的に行っている交

通量調査負担金として同じく20万円、それから中

心市街地の情報発信事業といたしましてＦＭあば

しりを通じた情報発信として10万円、中心市街地

活性化の拠点造成として、こちらはまちなか交流

プラザの設置運営に関する支援でございますけれ

ども129万円、それからまちづくり会社推進協議会

の補助金として140万円というふうに計上させて

いただいております。 

○川原田英世委員 わかりました。なるほどです
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ね。なかなか、取組から、果たして成果がしっか

り生まれてくるのかというところが、何かまだま

だおぼろげで、庁舎があそこにできるということ

を最大限に活用していくという方針で進めていた

だきたいと僕は思っているところです。 

 それで庁舎のプロポーザルのところの中身で、

ちょっとずれてしまうのか、事務所をつくると、

サテライトオフィスを、という中心市街地にです

ね、この計画をつくる上で、ということだったの

ですが、それは、こちらですね、それは進んでい

るのでしょうか。 

○後藤利博庁舎整備推進室長 今、委員からお話

ありましたとおり、プロポーザルの中で今回ＮＴ

Ｔファシリティーズさん北海道支店と契約をした

わけですが、その中の提案で４条商店街といいま

すか、中央商店街振興組合のエリアの中で、そう

いう事務所を構えて、円滑に今後の設計事務を進

めていきたいという御提案がございまして、現在、

まちづくり会社のほうで取り組んでおります空き

店舗といいますか、空いているところを活用して

事務所ということで契約をしたということで今進

めている最中でございます。 

○川原田英世委員 わかりました。ということは、

また中心市街地の中にも一つそういったサテライ

トオフィスができるということで、新しい方向に

それが向かっていってくれればいいなと思ってい

ます。 

これまでも、サテライトオフィスを誘致を進め

ていくべきではという何度も問いかけをさせてい

ただいて、取組も幾つかあって、まだできてはい

ないのだけれども、情報だとかいろいろな部分で

ある程度の成果はあるのだなと思って認識してい

ます。その方向で進めていただきたいのですが、

先ほど視察だとかいろいろされると言っていたの

ですが、そういったされることのテーマとしては

どういったものがあるのでしょうか。サテライト

オフィスだとか、そういうことを考えているのか

伺います。 

○前田関羽観光商工部参事 先ほど答弁させてい

ただきました中心市街地活性化に関する商店街活

性化研修事業としましては、こちらはサテライト

オフィスといいますか、商店街のメンバーを先進

自治体に派遣して、いろいろと見聞を広げていた

だくというものになっております。委員おっしゃ

られたサテライトオフィスの関係については、予

算上は別で用意しておりまして、企業誘致推進や

企業誘致推進プロモーションの中でこれまで取り

組んできたところがございます。 

少し話は外れてしまうかもしれませんが、令和

２年度においては新型コロナの影響でなかなか企

業の訪問であるとか、関連の企業者を招聘して、

なかなかお話を聞くということは難しかった状況

がございますが、昨年度までの経過の中ではサテ

ライトオフィス誘致の推進に向けて協議会を設置

し、いろいろと協議を進めてまいりましたが、な

かなかまだ形になっている実績というところまで

はたどり着いていないという現状でございます。 

○川原田英世委員 わかりました。ＮＴＴファシ

リティーズさんのほうでサテライトオフィスを、

ということですから、その取組と合わせて一つの

実績とそれをして、サテライトオフィスの企業誘

致も進めていくという必要があるのだと思います。

これは実績ができるわけですから非常に大きいの

で、ここを絡めて、ぜひ新年度に取り組んでいた

だきたいと思っているところです。 

 それと、中心市街地の建物がやはり老朽化がか

なり目立ってきています。活用するといっても、

これ活用できるのかなというような状況も一部あ

ると思うのですが、そういった中心市街地の全体

を見たときに、そういった整備をこれからしてい

くというような考えとかはあるのか伺います。 

○秋葉孝博観光商工部次長 今委員のお話のあっ

た整備に関してですが、現在、非常に老朽化が進

んでいるものと認識をしております。中には所有

者の所有の問題がありまして、長年そのままに

なっているものもございます。現時点で市のほう

でそれらの建物ですとか、アーケードも含めてで

すが、そうしたものに対して投資なり支援を行う

という考えは今のところはございません。現状の

空き店舗の改修の範囲内で、そうした改修に使用

していただければと考えております。 

○川原田英世委員 わかりました。課題はたくさ

んあるということは共通認識だと思います。これ

までも何度か上がっているように、一方通行はど

うなのだろうという議論だとか、アーケードも老

朽化もそうですし、そういった課題を解決する庁

舎の建設のタイミングがベストだと思いますので、

そこに向けて今課題に上がっている部分を整理し

て、庁舎建設と同時に並行して進めていくという

ことを行っていってほしいのですが認識を伺いま
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す。 

○秋葉孝博観光商工部次長 実際にこれから具体

的な委託先からの提案もあるかと思います。私ど

もも庁舎の整備にあたっては、参画、中心市街地

の活性化という点で参画してまいりますので、連

携を図りながら、様々な検討を進めたいと考えて

おります。 

○川原田英世委員 わかりました。よろしくお願

いします。 

 次に、官民連携公用地等利活用推進という事業

で、思ったよりも結構予算がかかるものが、いろ

いろあるのだなと思ったのですが。この事業、委

員会のほうでも内容は伺っていましたけれども、

来年度どのような取組になっていくのか伺います。 

○前田関羽観光商工部参事 本事業につきまして

は、網走刑務所の未活用の土地等を利用して、市、

市内事業者、あとは当然網走刑務所と関連の方た

ちが協力して事業を立ち上げ、推進していくこと

としているものでございます。 

 現在の経過といたしましては、先般の所管事務

調査のほうでも報告させていただきましたが、そ

の後、令和３年３月１日に網走市と市内の事業者

で立ち上げる委員会のほうで提案した計画が正式

に網走刑務所のほうで採択されておりますので、

令和３年度の４月１日から事業を具体的に開始す

ることとなっております。 

 内容としては、現在、実情としては牧草地とい

うか、今まで活用がしばらくされていなかった土

地の部分を活用して畑にしていくということで、

今まで使っていなかった部分を生産的な土地に変

えるにあたって初期費用がかなり発生いたします

ので、このような予算計上となっております。 

 参考といたしまして、令和３年度における用地

を活用した農地整備事業の総体の事業費といたし

ましては1,961万9,000円と見込んでおりまして、

このうち市のほうでは、それぞれ事業者が個別に

活用する部分を除いた、共益に資するような部分、

その部分の負担ということで本事業の481万2,000

円というふうな計上になっているところでござい

ます。 

 具体的には用地の使用に関する費用、それから

刑務所のほうで有している国有財産である車庫等

の使用料、それから農地造成にかかる水源の確保

であるとか、用具を置く簡易な倉庫の設置である

とか、作業者の作業時に必要となるようなトイレ

の整備などを計上しているところでございます。 

○川原田英世委員 わかりました。いろいろと使

える場所は、やはり使っていくという考えは、当

然必要だと思いますので大事だと思うのですが、

これの事業の最終的なゴール地点というか、どう

いうふうにこの後進めていくのかなと。例えば畑

として成立して、収益性があるというふうになれ

ば、この法務省はこの土地を売却するとかそうい

うことになるのか、それともこのままずっといく

のか、どんなイメージで持たれているのか確認し

ます。 

○前田関羽観光商工部参事 刑務所の用地の最終

的な活用というか判断につきましては、網走刑務

所と国のほうの判断になりますので、こちらのほ

うではなかなかお答えするところが難しいのです

が、事業のゴールとしましては、一つの目安とし

ては来年度から５年間にわたっての使用の許可を

受けるということになっております。その５年間

のうちに、事業内容の栽培作物である西洋ワサビ

とブドウの収穫までこぎ着けたいというのが一つ

のゴールにはなっております。 

 また、ちょっと直接のお答えにはならないのか

もしれないのですが、この使用の許可というス

キームにつきましては、将来的にその土地が不要

なので売却していくということではなく、網走刑

務所としてもこれを活用して、網走刑務所の目的

である再犯の防止だとか、受刑者の社会復帰の支

援だとか、そういう目的に使うために何かできな

いかという目的意識があります。そこの部分に共

感した市内の事業者と我々網走市のほうとが、幾

つか事業の目的としては再犯の防止という柱と地

域の活性化という二つの大きな柱があるのですが、

その二つを達成したいと考える事業者がそれぞれ

集まって事業を推進するということになっており

ますので、最終的に刑務所のほうとしても全く

タッチしないわけではなく、その目的に向けて進

めるパートナーの一人として、今後も土地に関し

ては所有を継続しながら進めていくのではないか

なと考えております。 

○川原田英世委員 わかりました。内容はわかる

のですが、やはり事業者、例えばブドウとなると

そんな５年で、何年で収穫できるようになるのか

な、あれですが、やはり相当な年月を要するので

すよね、いい物をつくるには。だけれども５年たっ

て、やはりこの事業終わりますよと言われたら、
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いやこれからなのに、このせっかく育ったブドウ

をどうするのだという話になってしまいますので、

ある程度そういった事業者、参加する方の不安を

取り除くためにも、長期的な視点についてよく法

務省と相談しながら進めていっていただければと

思います。 

 次に、地域ＤＭＯについて伺います。これは当

初からずっと質問してきていまして、やはり何個

か視察に行くと、稼ぐという視点、地域が稼ぐは

わかるのですが、ＤＭＯ自体が稼ぐって相当ハー

ドル高いよなと思って受け止めていて、その動き

を注視していたのですが、どうやらそういった認

識はお伺いすると変わってきているのだというよ

うなお話も伺っていますが、ちょっと状況につい

て確認したいと思います。 

○高井秀利観光商工部参事 地域ＤＭＯ自身が稼

ぐということの認識でありますけれども、令和２

年４月に改訂されました観光庁の観光地域づくり

法人の登録制度に関するガイドラインでは、地域

ＤＭＯの目的、役割は観光で地域が稼げる仕組み

づくりや地域を活性化させることであり、地域Ｄ

ＭＯ自身が収益を上げることではないと示されて

おります。自立的、継続的に活動するための安定

的な資金の確保が求められてはいるものの、ＤＭ

Ｏ自体が必ずしも収益を上げることを求められて

はおりませんが、地域ＤＭＯが国の補助金などを

積極的に活用し、着地整備や観光資源の磨き上げ

に取り組めるよう、市としても支援を行ってまい

りたいと考えております。 

○川原田英世委員 わかりました。稼ぐという視

点から少し外れると、やはり、とはいっても活動

する資金は必要ですので、今の答弁でいくと国の

補助ツールも使いながら、市としても支援は行っ

ていくのだという認識で理解をしました。 

 それで、このＤＭＯが取組を行っていく上で、

市内各団体等との連携が欠かせないと思うのです

が、そういうところを進めている観光戦略会議の、

進めていっていると思うのですが、なかなかこれ、

何かやろうと思っても、いろいろな利害関係が

あったりとかして、調整がすごくハードルが高い

というか、難しいことだと思うのですが、進めて

いく上での課題等の認識ですとか、そこに対して、

そういったすり合わない、なかなか意思が統一さ

れないという中であって、ＤＭＯをどのように支

援していくのか、そこら辺の認識をお伺いします。 

○高井秀利観光商工部参事 地域関係者の連携で

利害関係というお話がありましたけれども、幹事

会を今年度も３回開催して、私も中に入ってはい

るのですが、意見交換の中で、他業種の方が一生

懸命意見を交換して、いろいろなことを積み上げ

ようとしている最中で、利害関係というよりも、

今お互いの事業を理解しながら、じゃあ網走は何

ができるかということを今一生懸命議論されてい

るところになります。 

 地域ＤＭＯにつきましては、その中心として旗

振り役になっていただきたいと思っておりますの

で、そこの必要な支援を市としても引き続きやっ

ていきたいと思っております。 

○川原田英世委員 旗振り役にぜひなってほしい

のです。それで、やはり難しいと僕も思っていま

す。これをやりたいよねと言っても、なかなか全

体的な意思の統一が図れないというのがあったら、

後ろ向きになってしまって、いつの間に形が割れ

てしまうというか、そういったことが観光の事業

ではよくあることだなと僕は思っていますので、

そこに向けてしっかりとＤＭＯが取り組んでいく

ということをしてほしいのですが、それをやるに

は、やはり市民が幅広く、この地域は観光のまち

なのだよという認識を持ってプッシュしていくと

いうか、後押しをしていく体制が必要だと思って

いまして、特に観光客を、来た人たちにもそうい

う迎え入れるというか、おもてなしの姿勢を育む

という視点も合わせて、市民の意識づくり、観光

地である意識づくりも、このＤＭＯでもある程度

行っていってほしいなと思うのですが、その点の

考えはどうなのでしょうか。 

○高井秀利観光商工部参事 市民向けの啓発とい

うことでありますけれども、観光地域づくりを推

進するに当たりまして、地域住民には地域の来訪

者を気持ちよく迎え入れるところと気配りを持っ

ていただき、来訪者と交流を図ることで観光と交

流の意義に対する認識を高めていくことが期待を

されております。そのため、地域ＤＭＯには市民

との連携についても求められておりまして、観光

協会では令和２年度に市民を対象とした地域ＤＭ

Ｏに関するセミナーの開催と、その来場者へのア

ンケート調査を実施する予定でありましたが、コ

ロナ禍で実施が見送られてしまいました。しかし、

令和３年度からも継続して実施していく予定だと

伺っておりますので、地域ＤＭＯが市民向けに実
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施する周知活動に対しましても支援をしてまいり

たいと考えております。 

○川原田英世委員 わかりました。ＤＭＯの活動

に期待していますので、ぜひよろしくお願いしま

す。 

 以上で終わります。 

○山田庫司郎委員長 質疑の途中ですが、昼食の

ため、ここで暫時休憩いたします。 

 なお、再開の時間でありますが、市長が東京農

業大学卒業生へ市長賞授与を行うため、午後１時

30分の再開といたしますので、よろしくお願いを

いたします。 

午後12時01分 休憩 

───────────────────────── 

午後１時30分 再開 

○立崎聡一副委員長 委員長を交代いたします。 

休憩前に引き続き、再開いたします。 

 質疑を続行いたします。 

 古田委員。 

○古田純也委員 予算書79ページ、就業型移住促

進事業についてお尋ねいたします。 

 東京圏内からの移住の方に対する助成というふ

うにお聞きしておりますが、この移住する方が、

この制度、知り得る機会というのはどういうタイ

ミングでこの制度を周知されるのかお尋ねいたし

ます。 

○前田関羽観光商工部参事 委員お話のとおり、

本事業は国による全国的な事業でして、都道府県

が中心となって運用しているものでございます。

東京23区在住者あるいは通勤者の方が地方へ移住

し、その際に北海道の場合は北海道が選定した中

小企業マッチングサイトに掲載されている企業に

就業するか、または企業支援金、これは北海道と

国になりますけれども、こちらの交付を受けた方

を対象に移住支援金を支給するものでございます。 

 知りうる機会といたしましては、就業について

でありますけれども、これは定常的に北海道が運

営しているマッチングサイトがございまして、こ

ちらを見るというのが常にある機会であるかと考

えております。その他、就業型移住促進事業その

ものとは違うのですが、Ｕ・Ｉターンの呼びかけ

であるとか、情報発信の中で北海道網走市を知り

うる機会を設けることとしているところです。 

 また、今後の動きに少し関係しますけれども、

全国的な新型コロナウイルスの影響の関係もあり

まして、移住機運が高まっていることもございま

す。国の大本のほうの制度が、この移住の対象者

を少し拡大していくということで動きがあると承

知してございます。具体的には今まで東京23区内

で就業していた方、５年以上就業していた方とい

うのを対象にしてきたところを、その５年の中に、

大学に通っていた学生であった期間なんかも算入

していくようにしていく、若手人材に拡大してい

くですとか、テレワーカーあるいはその関係人口

につきまして、各市町村で特認をして拡大をして

いくというような動きもあるというふうに承知し

ております。具体的には都道府県、北海道のほう

での対象を今後検討していくことになるので、そ

の動きを見る必要があるかと考えておりますが、

今後全国の運用にも反映されると見込まれる部分

について、動きを確認しながら、東京23区に関し

ては、例えば東京網走会とか、そういった機会を

捉えて本制度の周知を図り、移住促進に努めてい

きたいと考えております。 

○古田純也委員 今後、対象者が拡大される見込

みがある事業というふうに受けとりましたが、実

際に今までこの制度を活用して成果というのはあ

るのでしょうか。お尋ねいたします。 

○前田関羽観光商工部参事 本制度の開始、2019

年から約６か年を目安ということで運用されてお

りますけれども、網走市の関係では平成31年から

当事業を設けておりまして、ただ、まだ実際の利

用の実績というのはない状況でございます。 

○古田純也委員 わかりました。起業の場合と就

業の場合の助成額、違いというのはどのくらいあ

るのでしょうか。 

○前田関羽観光商工部参事 本事業は就業型の移

住促進事業ということで、市のほうの支出が伴う

ものについては、市内での対象事業者に対して就

業して移住された方に対し、単身の場合は60万円、

帯同者ありの場合は100万円を支給することと

なってございます。 

道のほうの制度で、これと並びの制度としまし

て企業支援金、こちらはその地域の社会的な課題

ですとか、それを解決するための起業を行おうと

する者に対し、補助率２分の１で上限200万円を交

付するというものがございます。こちらについて

は、支出の主体としては北海道と国が半分ずつと

なっておりまして、こちらは上限200万円でござい

ますけれども、この中には市の支出は伴わないも
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のでございます。 

○古田純也委員 わかりました。なかなか金額的

に北海道に移住するのに60万円とか100万円だっ

たら、ちょっと心細い部分もあるのですが、やは

り、ぜひテレワーク事業もこれからどんどん増え

てくると思いますので、期待したい事業だと思い

ます。 

 次の質問は、89ページ、起業家の支援事業補助

金事業についてお尋ねいたします。 

 この事業に例年どのくらいの申請件数があるの

かお伺いします。 

○秋葉孝博観光商工部次長 本事業につきまして

は、起業意欲を向上し、開業者の増加により地域

の経済の活性化を図ろうとするものでございます。

対象者は新たに起業をしようとする者で、助成対

象につきましては、店舗の取得ですとか改修費、

こうしたものの経費の２分の１、上限が50万円と

なっております。 

 令和２年度の実績ですが、現在、現時点で駒場

北３丁目に開店しましたパン製造小売店、それか

ら駒場北４丁目に開業しました調剤薬局、それか

ら南４条西１丁目に開店いたしました居酒屋、令

和２年度につきましては３件の、合わせて今のと

ころ150万円となっております。 

 前年度、平成31年度は決算ベースで200万円です

ので４件、平成30年度が２件で100万円、平成29年

度が５件で250万円、こうした推移となっておりま

す。 

○古田純也委員 わかりました。結構な数が、起

業がされるイメージがありましたけれども。実際

にこの申請して通らなかったというケースもある

のでしょうか。ほぼほぼ申請すると対象になるの

でしょうか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 本事業につきまして

は、計画書を提出いただきまして、交付決定を先

にしまして、実際工事等終わった後に補助金の交

付決定、お支払いをいたしますので、途中で相談

を受けていて、途中で事業が、計画が中止すると

いった例はございます。また、１年以内に閉店し

た場合につきましては、補助金の返還を義務づけ

ております。今のところ、補助金の返還に当たっ

てケースはございません。 

○古田純也委員 わかりました。 

 91ページ、代表質問でもこの件に関してはお聞

きしましたが、デマンドバスの運行実証実験につ

いてお尋ねいたします。 

 運行時間に不満がある回答ということで44％の

声があったと、運行時間に不満があったという回

答を前回の代表質問で頂きました。実証実験では

午前10時から午後４時までの運行時間を実証実験

とされていましたが、この不満の声をお聞きして、

実際、運行エリアの改善は質問でも確認できたの

ですが、運行時間の変更というのはあるのでしょ

うか。お尋ねいたします。 

○秋葉孝博観光商工部次長 今、委員お話のとお

り、今年の実証実験に当たって利用者に電話調査

を実施をいたしました。その結果、今お話のとお

り運行時間が44％、件数にして27件の延ばしてほ

しいというような御要望がございました。それに

応える形で本年度の実証実験につきましては、10

時からだったものを１時間早めて９時から16時ま

で開始をいたします。朝、夕方というのは大型バ

スも人が乗って、主に通学、通院、通勤等で御利

用いただいております。時間帯をあまりにも早め

ると、そのバスが朝、かなりの台数が一斉に出ま

すので、それに対しての支障も出てきますので、

この９時、これ実証実験をやってみないとわから

ないのですが、９時開始が限度かなと。終わりに

つきましては、やはり16時。その後夕方のまたバ

スが混み合いますので、オンデマンドバスのこの

小型化でやるには、この今のところ９時から16時

までが限界かなというふうには認識しております。 

○古田純也委員 早速改善していただいてありが

とうございます。この分に関しまして、受付の方

法、予約方法が電話で75％、アプリでも予約でき

るというのが25％という回答をいただいておりま

すが、今後アプリというのですか、予約方法を上

げていくというような、力を入れるという部分で

はどのような見通しを立てているのかお尋ねいた

します。 

○秋葉孝博観光商工部次長 今、お話のとおりア

ンケート調査結果では、電話が75％で717件、それ

からアプリが25％で242件ございます。本事業に関

連しまして、別に地域公共の計画策定に当たって

市民アンケートなんかも実施しているのですが、

そうした中では若者はやはりアプリが便利という

ことで、これはそんなに周知しなくてもＱＲコー

ド一つで利用いただいているというような状況で

す。ただ一方で、アンケートですとか、このデマ

ンドバス実証実験の説明会を各地で行いましたが、
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その中では、やはりその集まった方にお話を聞く

と、携帯を持っていないと、例えばスマホを持っ

ていても電話をかけるだけ、しかも登録したとこ

ろにしかかけないと、そういう方のほうが大変い

らっしゃいました、現実的に。その場にはＮＴＴ

ドコモの職員も一緒に参加をしておりまして、本

来ですとＱＲコードを読んでいただいて、テスト

をしてみようという企画で始めたのですが、現実

的にはやはり電話が圧倒的に多かったというのが

説明会に集まっていただいた印象です。 

 ただ一方で、オペレーター、これ網走バスの事

務の方、オペレーターの負担をかけない、アプリ

が普及すれば、その分は業務の効率化が図れます。

このことについて、先ほど料金について、若干こ

れから、川原田委員のほうから質問があって、こ

れからということを説明させていただいたのです

が、一方で割引、これをどのようにしてできるか

ということを今検討して最終的に決定するところ

ですが、一つは高齢者に対する割引、もう一つは

このアプリ登録をした場合に何か割引ができない

か、方法についてはまだ決定事項ではないもので

すから御説明できませんが、そうしたことでまた

アプリについても普及させていきたいと考えてお

ります。 

○古田純也委員 わかりました。大変期待したい

事業だと思います。 

 続きまして、85ページ、鳥獣害防止対策事業に

ついてお尋ねいたします。 

 まず、この本事業の内容についてお聞かせくだ

さい。 

○佐藤岳郎農林課長 この事業の内容についてで

ございますけれども、本事業については野生鳥獣

による農作物被害や人身事故の防止を目的といた

しまして、鳥獣保護法に基づくシカ、キツネ、カ

ラス、ハト類の個体調整、数の調整ということで

有害鳥獣の捕獲業務の実施を地元の猟友会さんに

委託をしております。 

 また、ヒグマによる人的被害防止のためのクマ

駆除推進員の編制、それからヒグマの箱罠の設置、

それからエゾシカの囲い罠と箱罠を設置しており

ますのと、あと一斉捕獲の実施を行っております。 

また、それに伴いまして、その個体調整などで

捕獲されたエゾシカの残滓、死体の処理というこ

とで、湧別町の地域活性場への運搬の経費と、そ

れの処理委託などを行っている事業となっており

ます。 

○古田純也委員 農業被害の抑制のための事業と

いうことで理解いたしました。こういった取組の

中で、近年エゾシカが増えているという声が聞こ

えてきます。市としてはどのような認識をお持ち

ですか。お聞きします。 

○佐藤岳郎農林課長 エゾシカの数も同じですが、

エゾシカについては近年、農業者の方からも聞か

れますけれども、先ほど事業内容として御説明を

させていただきました猟友会による個体調整によ

る駆除頭数も本年度約1.8倍というふうな形で増

加をしておりまして、また同じく当市で実施して

いるライトセンサス、光を当てて数を数えるもの

ですとか、あと囲い罠ですとか箱罠の付近に自動

撮影のカメラを設置しているのですが、そこの画

像からも多くのエゾシカが確認をされているとい

うことで、本年度特に増加しているのではないか

ということで認識をしております。 

○古田純也委員 よかったら、増えている要因と

いうのがデータであるのであれば、ちょっとお尋

ねいたします。 

○佐藤岳郎農林課長 エゾシカの増えている要因

なのですが、私どものほうでいろいろ委託をさせ

ていただいております知床財団さんですとか、あ

とは猟友会さんの話によりますと、網走市内、特

に岬の付近の関係なのですが、エゾシカの生息地

というのが国有林内と言われているのですが、そ

こで何か非常に増えているということが言われて

おりまして、これは2018年に恵庭で発生した狩猟

者の誤射による森林管理署の職員の死亡によって、

道内の国有林の銃器による狩猟が禁止されたとい

うことで、これは2020年に一部緩和されているの

ですが、これらのことがエゾシカの個体数が増加

した一つの要因ではないかと考えております。 

○古田純也委員 わかりました。エゾシカが増え

ているということで、実際に被害額というのはど

のくらいあるのでしょうか。お尋ねいたします。 

○佐藤岳郎農林課長 エゾシカの被害についてで

ございますけれども、この間、先ほどの個体調整

の対策等により、非常にエゾシカの被害というの

は減少傾向で推移しておりまして、農協の調べで

はありますけれども、減少傾向をたどっていたと

ころではありますけれども、令和２年度について

は一転して増加に転じているということが報告を

されておりまして、約93ヘクタールで3,740万円の
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被害額、前年対比で２％の増加という報告を受け

ているところでございます。 

○古田純也委員 かなりの額が被害で出ていると

いうことで、そういったこともありまして、今回

この事業が拡充されたと思いますが、拡充の趣旨、

内容について改めてお尋ねいたします。 

○佐藤岳郎農林課長 本事業の拡充の趣旨につい

てでございますけれども、委員お示しのとおり、

このエゾシカの個体数の増加に伴う農業被害の拡

大というものを抑制するためのものとなっており

まして、拡充の内訳といたしましては、先ほどの

猟友会への有害鳥獣捕獲業務委託の積算の内訳と

してでございますけれども、エゾシカの捕獲頭数

25頭分の増加、それからエゾシカの残滓の運搬、

先ほどお話しました運搬と処理の頭数を65頭分増

加をさせていただいているものでございます。 

○古田純也委員 私の質問は以上です。 

○立崎総一副委員長 次。 

 石垣委員。 

○石垣直樹委員 それでは、私から質問をさせて

いただきます。 

 まず、予算書の79ページ、シルバー人材センター

運営事業についてお伺いいたします。 

 昨年度はコロナもありまして、また本年度もコ

ロナが続く中で、利用状況をお示しください。 

○秋葉孝博観光商工部次長 シルバー人材セン

ターの団体自体の発注件数について説明させてい

ただきます。平成27年度が2,692件、28年度が2,678

件、29年度が2,444件、平成30年度が2,353件、直

近、一番新しい数字で平成31年で2,118件、27年度

との比較ではマイナス574件、契約の減少率として

は21％の減となっております。 

○石垣直樹委員 本年度の予測というか、大体の

ところは分からないのでしょうか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 減少傾向にあるとい

う認識はしておりますが、まだ数字が、これシル

バー人材センターの数字が上がっておりませんの

で、現時点では把握しておりません。 

○石垣直樹委員 それでは、現時点ではコロナに

よる状況が分からないということで理解いたしま

した。 

 この人材センターに登録されている人数の推移

というのがわかったらお示しください。 

○秋葉孝博観光商工部次長 会員数の推移でござ

いますが、同じく27年度が364人、28年度が358人、

29年度が347人、30年度が324人、直近の登録人数

で平成31年度の末になります317人、この５年間で

47名の減少、率にして13％の減でございます。 

○石垣直樹委員 会員も減少しているという状況

でございますが、利用される側も減っている中で

会員も減っている状況の中で、会員の減少傾向に

ついてどのように分析されているかお示しくださ

い。 

○秋葉孝博観光商工部次長 今般の定年延長や再

雇用制度の浸透によりまして、雇用状況が変化し

ていることが要因の一つというふうに感じており

ます。生涯現役というような言葉もあるとおり、

働き続ける人が増加していることと認識をしてお

ります。 

○石垣直樹委員 理解いたしました。雇用状況の

変化で会員も縮小していっているというような状

況であるというふうに理解しました。 

一部では、シルバー人材センターで働いても賃

金が安いというふうな声も聞こえてきますが、そ

のようなお話は伺っておりますか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 そういったお話を直

接、私のほうでお聞きしている事例はございませ

ん。シルバー人材センター自体が就業を通じて地

域社会を支え、生きがい、また健康づくり、こう

したことを目標に設置しておりますので、一般的

な就労とは少し目的が違うのかなと認識しており

ます。今、委員お話の賃金が安いというようなお

話は、私のほうでは聞いておりません。 

○石垣直樹委員 わかりました。ありがとうござ

います。 

 続きまして、85ページ、漁政事業の漁業近代化

資金利子補給事業でございますが、こちらは道の

事業の貸付に関しまして利子補給をしている事業

であるかと認識しておりますが、漁業者の方が船

を新しくするですとか、機械を買うですとか、網

を購入する際に、この道の資金を使ってお金を借

りているというふうに認識しております。近年の

利用状況をわかったらお示しください。 

○渡部貴聴水産漁港課長 漁業近代化資金利子補

給事業についてでございますけれども、本事業は

漁業近代化資金融資法という法律に基づきまして、

漁業近代化を融資する機関、これ漁業協同組合に

なるのですが、こちらに対しまして、そこから融

資を受ける漁業者の利子を補給するということで

ございます。 
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先ほど議員お話ありましたように、その利子に

つきましては北海道が補給する分と、それから当

市が補給する分とございまして、当市につきまし

ては北海道の利子補給率の２分の１以内、上限

１％ということで利子補給してございまして、実

際には令和２年度の実績としましては、0.1から

0.3％でございます。 

資金の区分につきましては、１号から４号とご

ざいまして、先ほどお話ありましたように、漁船

の建造、それから倉庫、漁業用の機械の購入、漁

網等の購入資金となってございます。 

実績についてなのですが、令和２年度の承認分

でございますけれども、51件となってございます。

こちら３年間の利子補給をしまして、令和２年度

の51件と申しますのは、令和２年度認証分の11件、

それから平成31年度に認証しました19件、それか

ら平成30年度の21件となってございます。令和２

年度の補給額は、現段階で約39万円の利子補給す

る見込となってございます。 

○石垣直樹委員 漁業者の設備投資が相変わらず

続いているという認識でよろしかったですか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 承認年度ごとの件数で

ございますけれども、平成30年度が21件、平成31

年度が19件、令和２年度12件と減ってございます。

ただし、これは年変動が結構ございまして、基本

的に、例えば先ほどもお話ありましたけれども、

漁船の機関の更新であるとか、それから漁業資材、

例えばホタテの稚貝の籠とか、そういうふうに年

度ごとで消耗品がございますので、基本的に年変

動はございますけれども、活用されていると認識

してございます。 

○石垣直樹委員 わかりました。ありがとうござ

います。 

 続きまして、沿岸漁業振興事業のこの中に、昨

年度はホッカイエビ資源増大試験研究事業という

のがありましたが、本年度は廃止されております。

これはホッカイエビが順調に資源回復しているか

らなくなったという認識でよろしかったでしょう

か。 

○渡部貴聴水産漁港課長 ホッカイエビ資源増大

試験研究事業についてでございますけれども、こ

ちらの事業につきましては、資源の減少が見られ

ております能取湖のホッカイエビにつきまして、

種苗生産、種苗放流といった積極的な資源増大に

関する試験研究を東京農業大学に委託したもので

ございまして、事業年度当初、平成30年から令和

２年度までの３年間という計画で今回計画が満了

したということと、この研究について一定の成果

が得られたために事業を完了してございます。 

 資源が増えたからかというお話だったのですが、

この試験研究では、先ほどもお話しましたように

資源を増やすための積極的な研究ということで、

ホッカイエビの増養殖に関する研究を行いました

けれども、例えばその中で今回わかったものは、

ホッカイエビの初期の生残につきましては、母親

個体の遺伝とか、あと栄養的な質に影響されるこ

と。それから種苗生産につきましては、技術的に

可能であり、生後１か月くらい、体調２センチ位

なのですが、このくらいまでであれば、ある程度

大量に生産する技術は開発されました。また、能

取湖におけるホッカイエビの資源の推定、資源量

を把握するためには水深に結構影響を受けてござ

いまして、例えばですが、水深が深いほど分布が

減り、その影響については雌よりも雄に顕著に表

れるというようなことが確認されてございます。 

 一方でホッカイエビにつきましては、一般的に

スーパー等で流通している養殖のエビ、バナメイ

エビとか、そういう物に比べますと、出荷までに

10倍以上の時間を要すること。それから、一方で

成長を早くするために加温をしますと生残が著し

く低下すること。それから現段階ではホッカイエ

ビの養殖時に栄養不足とか代謝の異常というもの

が確認されます。これは特化した専用の餌がない

からではないかということで、そういうようなこ

とが分かってございます。これらの結果を総合的

に評価した結果、現段階では増養殖を今の段階で、

技術は開発されたのですが、するというよりも、

今お話したような成果を資源管理の精度の向上に

当てて、きちんと漁業管理を実施していくという

ことが有効であるというふうに結論付けられてご

ざいます。 

しかしながら、東京農業大学では引き続き、今

回得られた知見を基に増養殖に関する課題につき

ましては、独自の予算で研究を継続するというふ

うに伺っておりまして、今後も農大、それから漁

協さんと情報を共有しながら、必要に応じて研究

していきたいと考えてございます。 

○石垣直樹委員 理解いたしました。一定の成果

が出たと、一定の成果以上の成果が出ているのか

なと感じました。必要に応じて、再度今後もよろ
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しくお願いいたします。 

 続きまして、予算書の89ページ、日本商工会議

所青年部北海道ブロック大会開催、こちらに100万

円の補助を予算で計上しておりますが、本大会の

開催目的、開催趣旨はどのようなものでしょうか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 本大会につきまして

は、網走商工会議所青年部でさらに事業の計画を

現在も企画検討していると認識をしております。

予算の要望、これは昨年の暮れのお話ですが、そ

の時点での目的についてでございますが、新型コ

ロナウイルスにより、経済、社会環境が大きく変

化する中、交流と連携の輪を広げ、商工会議所の

役割を認識し、青年経済人として何をなすべきか

研究、研鑽をすると、そういう場にしたいという

ふうに聞いております。 

○石垣直樹委員 わかりました。非常に楽しみだ

というふうに個人的には思っております。 

 続きまして、同じく89ページの中心市街地イン

バウンド誘客推進事業についてお伺いいたします。 

 来年度の事業の内容についてお示しください。 

○前田関羽観光商工部参事 中心市街地インバウ

ンド誘客推進事業の来年度についてでございます

けれども、来年度についてお話する前に、今年度

の動きについても、全体としてお話ししておきた

いと存じます。 

まず、本事業の目的としては、中心市街地に外

国人観光客、インバウンドを取り込むことを目的

として中央商店街振興組合が主体となって実施し

たものでございます。 

具体的に今年度の動きとしましては、商店街店

舗の空き室を活用し、ゲストハウスを整備したも

の、こちら昨年末12月15日から運営が開始されて

いるものです。もう一つはまち歩きのプログラム、

観光客向けのプログラムとして、プログラム作成

のためにワークショップとモニターツアーを実施

し、プログラムの素案を完成させているものがあ

ります。もう一つが店舗情報を記載したホーム

ページの多言語化というものがありまして、こち

らについてはホームページのページの大枠が完成

して今多言語を当て込んでいるところでございま

すが、まだ公開には至っていないところです。も

う一つはＱＲコードを掲載した商店街の店舗を紹

介するマップを作成するという事業がありまして、

こちらも大枠が完成しているものの、まだ公開に

は至っていないというところが今年度までの状況

でございます。 

来年度の動きとしましては、大きくは、今年度

の状況にも関係しますけれども、新型コロナウイ

ルス感染症の影響によってインバウンドそのもの

の需要の回復はなかなか近々には見込めないもの

であると認識しているところでございます。３年

度においては、将来的なインバウンド需要の回復

も見据えながら、当面は国内客に大きな焦点を

絞った上で、先ほど申し上げましたゲストハウス

の運営、それからそのゲストハウスと連携した体

験メニューのブラッシュアップ、プラスそのプロ

モーションあるいは商店街の店舗の取材など、ソ

フト的な事業を重点的に実施していくこととして

考えております。 

市としましては、その各種事業費の補助として

上限100万円ということで補助金を設定している

ところでございます。 

○石垣直樹委員 わかりました。本年度もまだ事

業が終わっていない部分もあるそうですが、コロ

ナによりいまだ厳しい中で将来に向かって引き続

き続けていかなければならない事業だと思います

ので、注視して見守っていきたいと思います。 

 同じく、同じページの企業誘致についてお伺い

いたします。コロナの状況の中で、去年も今年も

厳しい状況が続くかと思います。なかなか先方に

行けないですとかあるかと思いますが、来年度は

どのような取組をしていくのかお示しください。 

○前田関羽観光商工部参事 企業誘致プロモー

ションに関してでございますけれども、委員お話

のとおり、本年度につきましてはコロナウイルス

感染症の影響から、なかなか市としても、また対

象の企業としても、先方の訪問、それから先方の

対象の方を招聘するというのがなかなか困難な状

況が続いていたところがございます。コロナの状

況を見ながらということにはなるのですが、令和

３年度においては状況を見据えながら企業との打

ち合わせ、これは招聘になるか、あるいは企業訪

問になるか、あるいは昨今伸びているリモートで

の打ち合わせ等になるか、いろいろと方策はある

かと存じますが、これら適切に状況を見極めた上

で、出張の回数自体は減少するかとは考えている

のですが、なるべくつながりを広げられるように、

深められるようにしていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

○石垣直樹委員 ありがとうございます。現状、



 

－ 149 － 

この網走に企業を誘致するに当たって、セールス

プロモーションといいますか、網走の売りはどの

ようなものだというふうに先方にお伝えしている

のか、もし何かあればお示しください。 

○前田関羽観光商工部参事 網走市のセールスと

いいますか、プロモーションについては、全般的

なところとしましては、やはり気候的な条件、比

較的北海道内では寒さもそれほど厳しくはならな

いだとか、夏季は冷涼で過ごしやすいですとか、

あるいは都会の方にとっては花粉症の花粉に悩ま

されることが少ないということも大きな強みとな

るということで、気候的なところはそんなところ

をアピールしているところでございます。 

 それに加えて、あとは先方の企業のミッション

であるとか考え方、どういったことに関心をお持

ちの方かということで、打ち出し方はそれぞれ変

わってくるところがございますけれども、例えば

地域の活性化、その企業自身の利益追求プラス何

とか地域の課題の解決にも貢献したいというよう

な関心をお持ちの企業さんであれば、そのあたり

のことを一緒にコラボレーションをして、どう

いったことが可能であるか一緒に考えながら進め

ていくということで、プロモーションというか、

もうそこはもう協働のような姿勢にはなるのです

が、そういった話し合いを通じながら誘致に向け

ての話し合いを進めているという状況でございま

す。 

○石垣直樹委員 わかりました。状況はコロナの

中で、なかなか招聘して来てもらうのは厳しいと

いうところでございますが、その中でもやはりこ

の網走の売りを、売りといいますか、仕組み、内

容というのをどんどん深掘りしていって、企業に

とって網走に来たいなと思わせるようなものをつ

くっていく時期ではないのかなとは個人的には今

思っております。 

その中でも、今網走市にはＷＩＮＤ－ＳＭＩＬ

Ｅさんですとか風力発電とか、そういったものが

できてきております。この網走で電気をつくるこ

とができております。それは一企業が行っている

ことで、どこまで市が介入できるか等々様々ござ

いますが、企業誘致する上で、特に工場、現在の

工場を誘致する上で電気代というものが非常にコ

ストの上で大きな負担を占めております。もし、

このＷＩＮＤ－ＳＭＩＬＥ、そしてこれからでき

る風力発電と、その間に網走市が入って、この電

力を他より安く提供できる、そのような仕組みが

つくることができれば、企業設定のコストを抑え

て網走に来ようという企業ができるかもしれませ

ん。現在、コロナでなかなか行けない、来てもら

えない、そのような状況の中で、こういった仕組

みをつくっていく活動も必要かと思いますので、

ぜひとも検討していただければと思います。いか

がですか。 

○前田関羽観光商工部参事 少し大きなお答えに

なってしまうのですが、例えば委員のお話のあり

ました市内に誘致して、来ていただいたバイオマ

ス発電所、誘致した企業のその後のフォローアッ

プというものも、市としては重要な課題だと認識

しておりまして、誘致したからそれで終わりでは

なく、その後その土地に根づいていただき、ほか

の市民の方、関連の企業、関連の機関とどのよう

につなげて、どのような活動が可能であるかとい

うことは随時話し合いを進めながら、継続的に

フォローアップを続けていきたいというふうには

考えているところでございます。 

○石垣直樹委員 わかりました。フォローアップ

する中で、いろいろな企業をつなげて、この地域

にとって、企業にとってもウィンウィンの関係を

築けるような事業になっていただければと思いま

す。 

 続きまして、91ページ。先ほどから何名かの方

が聞かれておりますが、デマンドバス運行実証実

験事業についてお伺いいたします。 

 昨年度は市の予算600万円で実施をして、九百数

名の方が利用されて、なかなか好評だったという

ふうに伺っておりますが、300円の運賃、900名が

利用して、運賃の合計、売上げが幾らだったか教

えてください。 

○秋葉孝博観光商工部次長 運賃の令和２年度の

収入額は合計で29万5,200円でございます。内訳と

いたしましては、現金が54％、ペイペイが0.7％、

それから3,000円の定期券１か月間乗り放題とい

うのがあったのですが、これが32％、このほか市

が福祉で実施しています交通助成券、これを使用

された人が33件で3.5％、そうした内訳となってお

ります。 

○石垣直樹委員 公共交通として買い物弱者、

様々な問題からこの取組は非常に有効かと思いま

すが、600万円の予算を使って売上げが30万円、そ

して本年3,000万円、そのうち国から500万円出ま
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すがやっていく中で、単純に５倍、売上げも５倍

と考えたときに3,000万円の事業で150万円、最終

的にこの事業がどうなっていくのかがまだわかり

ませんが、網走市がいつまでもこの事業に助成を

していくわけにもいかないものだと思います。な

かなか昨年やった時点で、採算が合わない事業だ

と思いますが、研究、実証実験という段階ではご

ざいますが、今後の将来性についてどのように考

えて今後進めていくのか、市の見解をお示しくだ

さい。 

○秋葉孝博観光商工部次長 今、委員おっしゃる

とおり採算につきましては、合わないものと認識

をしております。平成３年度の予定をお話させて

いただきますと、総事業費、これは市の予算も含

めて網走バス会社の負担も含めまして、総事業は

5,620万円、これに対して運賃収入が、先ほども説

明した収入の約５倍としても150万円、残り5,470

万円のうち、市が3,000万円、これを限度といたし

まして、新年度負担をして、これを運行をしよう

とするものです。 

 現時点では実証実験の最中ですので、来年度経

費の主な増額としては運転手の経費、それから車

両の購入費、こうしたものが新たにかかります。

また、システム導入費など、まずはイニシャルコ

ストがかかってまいります。また、これ実証実験

中ですので、既存のバスも走らせながらの実証実

験になりますので、どうしても経費としては外に

出るという状況になっております。 

実証実験を続けながら、本格導入に向けて、ど

の程度コストが下げられるか。朝、どの程度の大

型バスが必要で、どれくらい削減できるか。それ

から網走バスの運転手さんの皆さんも平均年齢が

50ということですから、定年に合わせながらシフ

トしていけるかどうか。そうしたこともバスの事

業者の方とは様々な検討研究しながら、将来的に

はそのバスの経費がそのままこのどこバスに入れ

替われば、新たな経費や負担は生じないのですが、

現状として路線バスが維持、バス会社だけでは運

行できていないという状況がまずありますので、

これも含めまして実証実験を通して様々な検討を

してまいりたいと考えております。 

○石垣直樹委員 詳しいお話ありがとうございま

す。この実証実験を行うだけで網走バスにも2,470

万円の負担が増えてくる、本当に厳しい中で今後

どうしていくのかなというのが疑問でございます

が、もしこれがうまい実証実験結果となって、他

地域にこのシステムをパッケージで販売できると

か、様々な広がりが考えられるかと思いますので、

この実験がうまくいけばいいなと個人的には思っ

ております。 

 続きまして、同じページの外国人観光客イン

フォメーション事業についてお伺いいたします。 

 こちらも昨年、そして本年度もおそらくコロナ

の影響でなかなか利用されないものかと思います

が、インフォメーションの仕組みについてお示し

ください。 

○大西広幸観光課長 外国人観光客インフォメー

ションの事業につきましては、網走駅に英語案内

可能な人員１名、道の駅には英語案内可能な人員

１名、中国語の案内可能な人員１名を配置するた

めの経費となっております。 

○石垣直樹委員 ありがとうございます。なかな

か観光客が来ない中で、おそらくこれを設置し続

けなければならない状況であると思います。コロ

ナが収まって、アフターコロナの後には中心市街

地のインバウンドも含めて、この事業が生きてく

るというふうに思っておりますが、原課としては

どのようにお考えでしょうか。 

○大西広幸観光課長 本年度につきましては、新

型コロナウイルスの影響によりまして、外国人観

光客の入込は大幅に減少しておりますが、平成30

年度におきましては案内所での外国人観光客の案

内件数は１万人を超えております。令和３年度に

つきましても、インバウンドの入込状況は不明確

ではございますが、外国人観光客の利便性向上、

外国でのＳＮＳ情報発信など業務もございますの

で、継続して観光案内所に通訳を配置するための

予算を計上していきたいと考えております。 

○石垣直樹委員 外国に向けてのＳＮＳ発信を

行っているというのは、存じ上げておりませんで

した。インフォメーションと書かれているので、

場所、インフォメーション置いて待っているだけ

かと思ったら、積極的にインフォメーション側か

らＳＮＳを使って海外に発信しているというお話

を伺いました。ありがとうございます。 

 続きまして、93ページのオホーツクシートゥー

サミット開催事業についてお伺いいたします。 

これは一昨年に第一回が開催されて、私も参加

させていただきました。このシートゥーサミット

を楽しみに全国各地から参加者が来られていたと
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思っております。昨年度はあいにく開催できなく

て、本当に残念でございましたが、今年はいつ頃

開催する予定なのかお示しください。 

○大西広幸観光課長 オホーツクシートゥーサ

ミットにつきましては、本年度、新型コロナウイ

ルスの影響によりまして、オホーツク大会を含め

まして全国13会場、全ての大会が中止となってお

ります。来年度のシートゥーサミットは、現在の

ところ６月19日土曜日、20日日曜日の２日間で開

催することとして準備を進めております。 

 １日目に実施予定の環境シンポジウムウェルカ

ムパーティーにつきましては、屋内での開催とな

りますことから、感染拡大を考慮しましてオンラ

インでの開催など、内容の変更について検討して

おります。 

 ２日目に実施するアクティビティに関しまして

は、屋外の開催であることや参加者が100名から

150名程度となると予想されますことから、感染対

策を講じた上で行うこととしております。 

 また、イベントの実施可否につきましては、新

型コロナウイルス感染症の状況を注視しまして、

エントリー開始前の４月下旬までにシートゥーサ

ミット連絡協議会、こちらのオホーツクの実行委

員会で協議して決定することとしております。 

○石垣直樹委員 わかりました。４月下旬までコ

ロナの状況を見て開催の決定をすると。そして、

もし開催したときもコロナ対策をしっかり行って

行うということで、個人的にはできればぜひとも

開催してほしいと思っております。 

 また、２回目の大会で本当に大変な大会になる

かと思いますが、本事業を実行するにあたって市

役所の職員の皆様が、本当に多くの方が御尽力さ

れているのを目の当たりにしております。本当に

人気のある事業だと思っておりますので、無事開

催して成功裏に収め、そして全国の皆様が喜んで

もらえる事業になればいいなと思っております。 

 私からは、以上でございます。 

○山田庫司郎委員長 ここで、暫時休憩いたしま

す。 

午後２時16分 休憩 

───────────────────────── 

午後２時36分 再開 

○立崎総一副委員長 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 質疑を続行いたします。 

 小田部委員。 

○小田部照委員 早速、質問に入らせていただき

ます。 

 予算書79ページ、就業型移住促進事業について

伺います。 

 こちらは先ほど古田委員のほうから質疑ありま

したので、端的に伺いたいと思います。こちらは

予算100万円ということで、１名または１世帯を想

定しての事業だと思いますが、なかなか過去実績

がないということであります。北海道のマッチン

グサイトに掲載されている移住支援金対象法人、

事業所ですね、事業所に就業された方という条件

があるようですが、こちらは今、網走市内の事業

所、何社ほどが登録されているのか伺います。 

○前田関羽観光商工部参事 本事業に係る北海道

が運営するマッチングサイトへの掲載をしている

市内業者でありますけれども、現時点で確認して

いるものでは３月現在、建設関係が２社、医療福

祉関係が１社となってございます。 

○小田部照委員 つまり３社しかないということ

なのでしょうか。 

○前田関羽観光商工部参事 登録企業は現在３社

ということで、この数の少なさというのは当課と

しても課題の一つであると認識してございます。

これまでも商工会議所など関係機関と協力して登

録を呼びかけてきたところですが、引き続き３と

いう少ない数がもっと多くなるように呼びかけと

照会を続けていきたいと考えてございます。 

○小田部照委員 ３という数が増えるようにと御

答弁いただきましたが、事業所のほうにはどう

いった周知の方法を取り入れ、進めているのか、

またこの登録には無料だと思うのですが、なぜこ

こまで、３社程度にとどまってしまっているとお

考えなのか伺います。 

○前田関羽観光商工部参事 まず、登録に関する

費用については特に発生するところではございま

せん。ただ、登録に関しては登録の申請書のほう

を道のほうに提出するという手間がございまして、

このあたりで少し、それほど難しいものではない

のですが、ためらわれるというか、ところがある

のかなと考えてございます。 

 周知の仕方につきましては、商工労働課と商工

会議所関連機関と協力して随時登録を呼びかけて

いきながら、照会を受けた企業に対しては特にこ

ういったものもあるということで個別にお声かけ
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することも続けたいと考えてございます。 

 また、先ほど少し新しい動きとしまして、この

マッチングサイトに掲載されている事業者への就

職というのが、これまでの仕組みの中では条件に

なってきたところでございますけれども、国の大

本のほうの制度が若手人材であるとかテレワーク、

それから関係人口の方が市に来られる場合には

マッチングサイトに登録している事業所への就職

というのを条件とはしないというふうに対象の拡

大化がされていくような動きも出てきております

ので、このあたりの変更を確認した上で、事業者

に対する呼びかけと併せて、移住の対象となり得

るような東京23区の在住者に対してのアプローチ

というのも続けたいと考えております。 

○小田部照委員 こういう都会から地方へと東京

一極集中の是正、地方への人材不足の改善を目的

に生まれた制度だとは思います。地域おこし協力

隊同様であると思いますが、なかなか網走に来て

いただく方が少ないという現状も、あまりいない、

実績がないというような現状もありますが、コロ

ナ禍の影響で、先ほど御答弁もありましたが、テ

レワークを導入している企業も増えております。

地方に移住をしている方、また考えている人が増

えている傾向にもあるそうです。また、移住先の

ランキングとしても北海道は常に上位のほうにも

いるということもあります。先ほどのお話で、現

在３社ほどしか登録がないということで、なかな

かそのような現状では網走に来ていただくチャン

スというのは少ないと思いますので、より一層の

努力が必要だと思いますが、今一度御答弁いただ

きたいと思います。 

○前田関羽観光商工部参事 御指摘のとおり、３

という数字はかなり少なく、これを上げていくた

めにどのようなことが可能かということを今後も

検討してまいります。 

あわせまして、現在の全国的な移住への関心の

高まりであるとか、いろいろな人材の方たちが移

住を考えるのに当たって、やはり就業というもの

が一番のキーになってくるというような事情もご

ざいますので、この辺りの情報、分析も踏まえた

上で、市内の事業者により密にコミュニケーショ

ンを取りながら、最終的にはマッチングサイトへ

の登録というのも一つにはなるのですが、移住に

向かっての取組を協力しながら進めていきたいと

考えております。 

○小田部照委員 ぜひ、より一層の御努力と各関

係機関、事業所と協力しながら、この事業の推進

に当たっていっていただきたいと思います。また

別の機会に質問させていただきます。 

 次に、予算書87ページ、濤沸湖シジミ人口種苗

生産・放流事業補助金について伺います。 

 こちらはシジミ資源の安定化を目指すとありま

す。シジミ種苗生産技術の開発と放流調査に対す

る支援だと記載がありますが、もう少し新規事業

ということで詳しい御説明をお願いしたいと思い

ます。 

○渡部貴聴水産漁港課長 濤沸湖シジミ人口種苗

生産・放流事業補助金事業につきましてですが、

濤沸湖では平成25年から網走川のシジミの移植に

よる漁業の再生の検討を行ってきております。平

成30年からは当市の単独補助事業、濤沸湖シジミ

漁業再生事業補助金を網走漁協が活用しまして、

移植放流試験を本格化しました。その結果、網走

湖からの移植放流によりシジミ漁業が再開される

状況となってございます。 

しかしながら、御承知のとおり、濤沸湖のシジ

ミにつきましては移植元の網走湖、網走川のシジ

ミ資源に依存している状況でございますが、近年

そちらのほうのシジミ資源が再生産不振等によっ

て減少していることから不安を抱えている状況と

なってございます。このようなことから、本事業

では濤沸湖に移植したシジミを用いまして、濤沸

湖で人工種苗生産、それから種苗放流という一連

の技術の確立を目指して、濤沸湖のシジミ漁業の

安定化を目指す事業となってございます。 

事業期間につきましては、令和３年から７年の

５年間としまして、事業実施主体は網走漁業協同

組合となってございます。補助事業、一応令和３

年度の事業費は466万円でございますけれども、そ

のうちの４分の１を当市、それから４分の１を隣

の小清水町が補助することとなってございます。 

令和３年度につきましては、濤沸湖畔に現在は

シジミの種苗生産施設というものがございません

ので、仮設なのですが、ビニールハウス、それか

ら種苗生産用の水槽等を整備をして種苗生産を開

始いたします。その後の令和４年度以降につきま

しては、その施設を使って種苗を生産するととも

に、そちらの種苗の放流場所、それから中間育成

等々の試験を実施していく予定でございます。 

なお、本事業の実施につきましては、漁協、当
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市はもちろんなのですが、北海道の水産試験所、

それから水産技術普及指導所、東京農業大学等も

支援等を行って進めていく予定となってございま

す。 

○小田部照委員 詳しい御説明を頂きました。も

ともと西網走漁協の網走湖のほうでも昨年度から

シジミの種苗生産を行っていると思いますが、現

場の漁師さんとお話をしていると、そもそももう

10年以上前からやっていることなのだよというよ

うな話もお聞きしたりするのですが、この網走の

シジミの種苗生産というのは、一体いつ頃から始

まったもので、現在の事業に生かしているのか伺

いたいと思います。 

○渡部貴聴水産漁港課長 網走の種苗生産につき

ましては、すみません、ちょっと私の手元に正確

な年度はないのですが、今議員がお話になったよ

うに、10年ほど前から一時期実施をしたことがご

ざいます。そのときは本当に初歩的でして、海水

を水産科学センターから持っていって、そちらに

シジミの親貝を入れて、餌も給餌をしないで10日

くらいで湖に放流している状況でございました。

しかしながら、その後、網走湖でシジミの種苗が

大量に発生したということで、漁協のほうでも一

段落したということで、当時やめてございます。 

今回、御承知のように、網走湖のほうで今シジ

ミの再生産がなされていないということで関係機

関と協議した結果、やはり当時のやり方ではなか

なか各地で結果も残せていないということで、給

餌をして、もう少し大きいサイズにしてから放流

するということで、再度再開している状況でござ

います。 

補足になるのですが、濤沸湖なのですが、実は

本年度、網走漁協が試験的に生産を行っていまし

て、当初100万粒の計画でやっていたのですが、実

際330万粒、それからサイズが0.5ミリというもの

を一応生産できている状況でございます。網走湖

のほうも600万粒ちょっとの種苗、多分だと思うの

ですが、そのくらい今生産できる状況となってご

ざいます。 

○小田部照委員 御説明いただきました。今、御

答弁あったように、濤沸湖では試験的にシジミの

移植放流がなされていると伺っております。この

ことについて、先ほど答弁いただいたように濤沸

湖の環境は、シジミに適した環境整備が整ってい

る漁場になったという認識でいいのか。また、将

来的には藻琴湖同様にネットのようなあれで蓄養

を同時にされていくような方向性で考えているの

か伺います。 

○渡部貴聴水産漁港課長 濤沸湖のシジミの生息

環境なのですが、濤沸湖はもともと昭和40年代ま

では実際に再生産をして、湖内でシジミの漁業さ

れていました。ところが流域の環境であるとか、

それから海水の流入状況の変動等によって、一時

期枯渇をしました。そのような中で網走漁協がや

はり濤沸湖の漁業生産を安定させるために何かや

りたいということで、今回こういう調査を実施し

てきておりまして、この移植のプロジェクトが始

まる段階としましては、東京農業大学が中心とな

りまして、湖内の環境調査をして、シジミが生息

できる塩分濃度、それから底質というものを調べ

た中で実施をしております。 

今の環境がシジミに適しているかどうかという

ことなのですが、今実際に採って持ってきても

らって27ミリとか８ミリくらいの大きさなのです

が、そのくらいのシジミには非常に適しておりま

して、２年間で大体２ミリくらい成長します。こ

れ、非常に早い成長です。そういうようなことか

ら、濤沸湖は現段階では非常にシジミには適した

環境になりつつあるというふうに考えております

が、一方でやはり流域からの土砂の流入とかで、

どうしても停止したりする場所もありますので、

これから漁場をいかに有効に利用していくのかと

いうことで、併せて調査を行っていく必要がある

というふうに聞いてございます。 

 それから、藻琴と同様に網袋で冬季蓄養して出

荷ということなのですが、こちら既に濤沸湖のほ

うも藻琴湖と同様に11月くらいに網袋に入れて出

荷しやすい場所に置いて、冬季出荷するという取

組を実施してございます。 

○小田部照委員 理解いたしました。答弁があっ

たように、元々の移植元の網走川のシジミの資源

の減少または網走湖のシジミ資源の枯渇、非常に

危惧しているところではありますが、シジミは網

走にとってとても大切な水産資源であります。シ

ジミの生息する汽水湖には、先ほどお話ありまし

たように、河川の改修工事、農地造成などや台風

や大雨などですぐに影響を受けてしまう、本当に

デリケートなものだと認識しております。漁場の

環境を維持・保全することが重要ではありますが、

かつ難しいことだとは思いますが、現場の漁師さ



 

－ 154 － 

んはじめ、各関係機関としっかりと連携、協力し

ながらシジミ資源の安定化、広く水産振興に努め

ていっていただきたいと思います。 

 終わります。 

○立崎総一副委員長 次。 

 金兵委員。 

○金兵智則委員 それでは、質問させていただき

ます。 

 まず、はじめに鳥獣害防止対策事業について伺

います。先ほどもありましたので、被害の状況は

お伺いをさせていただきました。拡充の内容につ

いても理解をさせていただきたいと思いますけれ

ども、この事業費なのですが、一昔前と言ってい

いのかわからないですが、以前と比べて事業費が

増加しているというふうに私自身感じるところな

のですが、この辺の事業費の推移というのを大ま

かで構いませんのでお伺いしてもよろしいでしょ

うか。 

○佐藤岳郎農林課長 本事業の事業費の推移とい

うことでございますけれども、 2016年からの

ちょっと数字を見てみたのですが、ちょっと平成

30年から残滓処理の経費というのが上乗せになっ

ている部分というのもありますけれども、それを

抜いても決算ベースで1.2倍ほどにはなっている

ということで、2020年の決算見込については625万

3,000円というふうに見込んでいるところでござ

います。 

○金兵智則委員 残滓処理の予算が加わっている

と、それを除いてもやはり1.2倍ということで増え

ているのかなと思います。先ほど被害状況を伺っ

たところによると、令和２年度は一転増加しまい

たけれども、それまでは減少傾向にあったという

ことで、この予算が増額している部分が効果を示

したのかなというふうには思うところではありま

すけれども、来年度、またこの事業を行っていく

わけですが、鹿がやはり大きな被害を与えている

というところでありますが、その鹿の捕獲を予定

されている頭数と、その対策によってどの程度被

害額が抑えられるとお考えなのかお伺いしたいと

思います。 

○佐藤岳郎農林課長 来年度どのような対策を

行っていくかという内容でございますけれども、

やはり鹿の生息域の大部分が国や道有林というこ

とになっておりまして、ここでの捕獲体制の推進

というものを森林の管理者として積極的に取り組

んでいただくということが必要だと思っています

ので、我々も期成会を通じて国や道のほうに要望

をしております。 

 また、当市といたしましても、先ほど古田委員

のほうからも御質問ありましたけれども、有害鳥

獣の捕獲頭数の増、これを25頭増頭で見込む、ま

たその後の処理の残滓処理の拡充というのも行っ

て、個体数の調整を図っていって捕獲を高めてい

きたいと考えてございます。それを合わせて365頭

の鹿の捕獲を見込んでおりまして、また、当市で

も囲い罠、それから箱罠の運用も行っておりまし

て、この箱罠と囲い罠も本年度、もう20頭近く獲

れているということで、その前年は一桁、６頭と

かそれくらいの推移だったのですが、それだけ増

えているということで認識しておりまして、こう

いった取組を進めることによって、我々としても

捕獲の推進、個体数の調整というのを図っていき

たいと考えております。 

○金兵智則委員 当初計画にあった340頭に25頭

加えて365頭だということで、これによって被害額

も減少するだろうといったようなことなのだと思

います。対策に当たっては、やはり猟友会の方の

協力もということで先ほど来お話がありましたけ

れども、高齢化や担い手不足というのはずっと言

われてきているのだと思いますけれども、この辺

の現状と、狩猟免許取得についての支援の事業も

ございますけれども、その辺の利用状況について

お伺いしたいと思います。 

○佐藤岳郎農林課長 様々な御協力をいただいて

いる猟友会の捕獲の従事者の方々の高齢化、それ

から会員数の問題についてということもあります

けれども、2020年の９月現在で、猟友会の網走支

部平均年齢については約59歳というふうにお伺い

しておりますし、会員数についても72名というこ

とで、ここ数年、増えたり減ったりということで

横ばいを続けておりまして、他市町の話をお伺い

していますと、私どものところはまだそんなに状

況としては悪くないのかなという認識をしてござ

います。 

 また、当市で行っております狩猟免許の取得事

業の利用状況についてでございますけれども、今

年度の2020年度の見込みですが、３名で10万2,180

円の実績を見込んでいるところでございます。こ

れも、ここ数年、３名から４名前後の御利用をし

ていただいているという実績になってございます。 
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○金兵智則委員 他市に比べればぎりぎり頑張っ

ているというところなのだと思います。やはり、

この辺の協力がないと、この鳥獣害防止について

は、対策については大変になってまいりますので、

今後とも協力を進めていっていただきたいと思い

ます。 

 続きまして、今年度で終了します特産品産地ブ

ランド形成事業なのですが、これまでも何年くら

い事業やってきて、どれくらいの事業費が使われ

てきたのか、まずお伺いしたいと思います。 

○佐藤岳郎農林課長 特産品産地ブランド形成事

業についてでございますが、これについては、こ

れの事業の目的ですが、特産品として期待できる

農産物を栽培していただく農家さんの団体等が行

う試験研究、販路拡大などに対する取組や、あと

市場から消費動向の調査の結果、成果を生かして、

地域のブランド化を進めるという目的になってご

ざいまして、平成24年から事業開始をさせていた

だいておりましたけれども、３か年ごとの事業と

して３クール９年間の実施をさせていただいてお

ります。その事業費の総額についてでございます

けれども、この９年間で681万5,000円となってご

ざいます。 

○金兵智則委員 わかりました。３年掛ける３

クール、９年で約680万ちょっとということでござ

いますけれども、これまでどのような農産物を栽

培してきて、どのような成果が得られたのかお伺

いしたいと思います。 

○佐藤岳郎農林課長 当事業で対象としてきた農

作物ということでございますけれども、これにつ

いてはまたたび、それから行者菜、長芋、春小麦、

小豆、もち麦などとなってございます。この主な

成果というところでございますけれども、これは

またたびであればまたたびのＰＲをして知名度が

向上してきたということも上げられますし、行者

菜もＰＲにより需要が拡大してきています。また、

長芋の試食販売、ＰＲによって、この長いもの知

名度も向上して販売の促進もされてきております

し、また長いものカット販売に向けた取組という

ことも行ってございます。あと、春小麦であれば、

その商品の表示パッケージの変更などによって知

名度の向上を図ってきたということがございます。 

○金兵智則委員 お話を伺う限り、様々な成果が

あったのかなと思いますけれども、それらを踏ま

えても今年度で終了してしまうということなので

すが、結局ここで終了しようと、来年度は行わな

いということで決めた理由、またこれまでの事業

の評価をもう一度お伺いしたいと思います。 

○佐藤岳郎農林課長 事業の評価と終了の理由と

いうことでございますけれども、この事業につい

ては、先ほどいろいろな取組をしてきたと、成果

のほうでお示しをさせていただきましたけれども、

例えば行者菜であれば2020年の生産というのは７

戸で16アール、5,613キロ、これは対前年で３割ほ

ど増えている実績となっておりますし、先ほどの

長いものカット販売の視察等による取組という中

では、このピープラスという包装紙があるのです

が、それによって長いものカット販売、カットし

たときどうしても劣化するのですが、このピープ

ラスの袋に入れるとその劣化が防げるというよう

なことも活用して、このカット販売の実現に結び

付けておりますし、また、またたびも販路拡大し

て現在某健康食品のところにも販売されておりま

すし、小豆についても販路のほうは拡大している

ということで聞いておりますし、またもち麦も栽

培促進しているということになってございます。 

 このような事業を行ってきた結果、この産地の

定着等が図られてきたということもあって、この

事業については終了ということで考えているもの

でございます。 

○金兵智則委員 これまでまたたび、行者菜、小

豆、もろもろということで御説明があって、それ

なりの成果も上げてきている中で、今後新たにと

いうような形ではなく、例えばもち麦でいえば

違った形の事業を行っていくからというような形

で、もうこの事業についてはということの理解で

よかったか、もう一度お伺いしたいと思います。 

○佐藤岳郎農林課長 おっしゃるとおり、もち麦

については販売促進という形で、また別の形で進

めていきますし、今網走の基幹作物については、

麦類、てんさい、馬鈴薯、豆類などとなっており

まして、担い手の減少とか高齢化が進んでいるこ

とによって耕作面積が非常に拡大してきておりま

すので、この手間がかかるといいますか、労働力

の必要な青果などの栽培というのが減少してきて

いると。栽培のほうの、出す側のほうの数もちょっ

と減ってきているというのも一つの要因と考えて

おります。 

○金兵智則委員 わかりました。理解をさせてい

ただきます。でも、この事業の中からもち麦です
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とか、小豆ですとかというのが新たな形になって

きているのかなというふうに思います。 

 次の質問に移ります。 

 漁業についてお伺いしたいと思います。代表質

問でも御質問をさせていただいていますけれども、

網走の漁業は育てる漁業ということで、今進めて

いるということでございます。そのために各種調

査や研究に協力するというような事業を行ってお

りますけれども、まずさけ・オホーツクサーモン

資源安定化事業補助金についてですが、この事業

は今年度からかな、来年度も継続される事業であ

りますけれども、現状、この調査によってどのよ

うなことが判明して、来年度はどのようなことを

調査されるのかお伺いしたいと思います。 

○渡部貴聴水産漁港課長 さけ・オホーツクサー

モン資源安定化事業補助金についてなのですが、

まず事業の概要なのですが、これサケとオホーツ

クサーモンの資源安定化を目指しまして、一般的

に魚類といいますのは卵とか稚魚のときに死にや

すいのですが、サケの場合は稚魚を放流していま

すので、その稚魚が沿岸にいる死にやすいときに

沿岸環境を定期的に観測するとともに、その稚魚

の分布、成長、食性等を調査して、それらデータ

を蓄積するとともに、今度その稚魚が帰ってくる

ときの来遊数、それから来遊してくる回帰率を分

析しまして、資源変動の要因に関する知見を蓄積

し、効果的な増殖、放流手法の確立を目指すとい

うことで実施してございます。 

 具体的な調査の内容なのですが、４月７月まで

月３回、基本的に１回なのですが網走の沿岸域で

環境調査と稚魚の分布調査を実施してございまし

て、例えばですが、水温、塩分、プランクトンの

現存量等、それからプランクトンが何を食べてい

るかというものを調べてございます。それから、

沿岸域で稚魚がどの時期にどれくらいの数量が分

布しているのかということ。同時に、放流する稚

魚に標識を付けまして、その回帰率の調査を実施

してございまして、特に近年では平成30年からカ

ラフトマス、オホーツクサーモンにつきましては、

全道的に全ての稚魚に標識を付けて放流をしてご

ざいます。それから放流している場所での沿岸環

境の調査というものを実施してございます。 

この事業、調査自体は平成14年からずっと継続

して実施してございまして、これまでの調査に

よって、まず稚魚の放流適期、それから海洋環境

との回帰率の相関が明らかになってきてございま

す。例えばなのですが、サケ稚魚が沿岸域で好適

と言われている水温というものが７度から11度、

その時期に放流するのが一番稚魚にとってよいと

いうような、新たなこういうような知見がこの調

査によって解明されてきてございます。 

令和２年度の結果なのですが、沿岸環境につき

ましては、５月までは今までの時期よりも低水温

だったのですが、６月以降に一気に水温が上がり

ました。それは最終的には、過去２番目に高い水

温となりました。これはサケ稚魚にとってはあま

り好ましい状況ではないというふうに言われてご

ざいます。 

それから、平成30年度から実施しているカラフ

トマスの全数標識放流なのですが、もともとカラ

フトマスというのは、あまりふ化放流の効果がな

いのではないかと言われていたのですが、それが

今回の調査では思ったよりも回帰がしてきている

という結果になってございます。昨年はカラフト

マスの豊漁年でございまして、従前の知見では豊

漁年についてはふ化放流魚の割合が低いというふ

うに言われていたのですが、４割弱という非常に

高い確率でふ化した魚が確認されたというふうに

聞いてございます。 

令和３年度の事業内容なのですが、今御説明し

ましたように、この調査というのは何か新しいこ

とをしていくというよりも、今まで継続してきて

います、こういう調査をずっとモニタリングを継

続していくことによってデータを蓄積して、解析

を進めていくというような事業となってございま

して、同様の調査の継続を実施していきますけれ

ども、沿岸調査につきましては、今まで網走の川

の河口１点だったのを来年度からは能取湖の沿岸

域にも１点調査点を設けて実施をしていくという

ふうに伺ってございます。 

○金兵智則委員 詳しい御説明を頂きました。平

成14年からずっと続いているという事業ですので、

様々なことがわかってきているというところもわ

かりました。これが、カラフトマスのほうはよかっ

たというお話もありましたけれども、サケのほう

にもまたつながっていけばいいなと思いますけれ

ども、今後も続けていかれる事業なのだというこ

とだと思います。 

 次に、ウニ増養殖試験事業補助金ですが、こち

らも継続事業です。予算額については半分近く減
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額となっておりますけれども、来年度の事業内容

とこれまでの調査で明らかになったことをこちら

もお伺いしたいと思います。 

○渡部貴聴水産漁港課長 ウニ増養殖試験事業補

助金の減額理由と成果等なのですが、まず本事業

につきましては、減少傾向にあるウニ資源の増大

を目指しまして実施する事業でございます。また、

ウニは冬季、冬場に需要が増加するということな

のですが、その時期にはしけとか流氷の影響でな

かなか出荷が不安定という状況でございました。

この事業では、一つは、まずは種苗を放流してウ

ニの資源の増大を目指すということと、もう一つ

は網走の港湾内に籠を使った養殖礁を開発しまし

て、先ほどお話ししました高需要期である冬季に

安定した出荷体制を構築して、漁業の所得を目指

すこととしています。令和２年度から令和４年ま

での３か年計画で現在実施してございます。 

 減額の理由なのですが、この事業、先ほどお話

しましたように、一つは他地区から購入した天然

の種苗を昨年度は既存の今使っている漁場のほう

に放流してございました。もう一つが網走港内の

静穏域に人工、人の手でつくられた種苗をウニの

大きな籠を作りまして、その中に入れてコンブを

給餌して養殖をするというものを実施しておりま

す。 

先にお話ししました天然種苗の放流につきまし

ては、天然種苗というのは20ミリくらいのものを

買って放流していたのですが、大きさは小さいの

ですが、いろいろ調べますと年齢が小さい割に高

齢のものが多かったりします。そうなると、どう

してもウニの重さに対する身の留まり、これ歩留

まりというのですが、そういうものが安定しな

かったり、色味がなかなか安定しない、それから

放流効果もなかなかちょっと見えないということ

で、今回、すみません、まずそれが一つです。 

もう一つのウニの籠養殖の成果が予備試験等し

た中で、予想よりも好調でありまして、籠養殖の

種苗につきましては人工なので年齢が若く、大き

さもそろっています。それで、成長も非常によい

ということで、これらの結果を総合的に勘案しま

して、令和３年度以降は天然種苗の放流をやめて、

まず籠養殖のほうに力を入れたいということと、

籠養殖で使っている人工種苗を天然種苗の代わり

に放流したいということで、事業内容を検討して

ございます。 

減額の大きな理由としましては、令和２年度は

天然種苗、江差から買ってきた物なのですが、20

ミリの物を20万粒放流してございましたが、人工

種苗はなかなか生産先の問題もありまして、数が

すぐには確保できないということと、今まで実施

したことがないということから、９ミリの種苗を

５万粒ということで、その分が減額してございま

す。 

次年度以降なのですが、籠養殖のほう、今お話

ししましたように非常に成果もいいということで、

組合としてはそちらのほうもちょっと力を入れて

いきたいということで聞いてございます。 

○金兵智則委員 より成果の上がっている、上が

りそうなものにより力を入れるということで理解

をさせていただきたいと思います。 

この育てる漁業の中に絡んでくるのかなと思い

ますけれども、新規事業でデジタル顕微鏡導入事

業ということが今回予算に上がってきました。見

ると水産科学センター実験室の顕微鏡をデジタル

システム化するということなのですが、詳細を伺

いたいと思います。 

○渡部貴聴水産漁港課長 デジタル顕微鏡導入事

業についてなのですが、こちら水産科学センター

で使用しています生物顕微鏡というものと双眼実

体顕微鏡というものを各２台の経年劣化に関わる

更新でございます。この顕微鏡につきましては、

主に今使われている目的としましては、当市の基

幹漁業であるホタテ漁業に必要なホタテの稚貝を

採取するときに、採苗器という物を海に入れるの

ですが、そちらを海に入れるタイミングを特定す

るために海で採水をしまして、その海水の中にい

るホタテの稚貝を見るために使われてございます。

今回、経年劣化によって、もう部品も出てこない

ような状況でございますので、新規に購入するの

ですが、更新に当たりましては、作業の効率化、

それから精度の向上のために、顕微鏡で見たサン

プルをそのままデジタルカメラを使ってパソコン

の画面上に映し出しまして、パソコンの画面上で

マウスを使って大きさをそのまま測定できるとい

うようなもの。さらには、その測定したデータを

エクセル形式で出力できるという顕微鏡のほうを

２台ずつ整備する予定となってございます。 

 つくり育てる漁業の活用ということだったので

すが、当然ホタテもつくり育てる漁業で、これ基

幹になるのですが、そのほかにも、例えば現状で
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言いますとナマコとか、それからシジミ、そうい

うつくり育てる漁業の現場としましては、常に成

長ステージごとに大きさを測って、養成の状況を

確認してというような作業が非常に出てきます。

今まででありますと、例えば大きさを測るにして

も、一人が顕微鏡を覗いて、もう一人がそれを記

入をすると。記入をしたものについては一度帰っ

てからパソコンに入力というような、非常に手間

がかかっていたのですが、本システムの導入によ

りまして、それらを一人で全てできるようになり

ますので、データを取るのも非常に簡単になりま

すし、精度も向上すると考えてございます。 

○金兵智則委員 詳しく、全て答えていただいた

のかなと思いますけれども、１点だけ最後に整理

させていただきたいのですが、結局買う物として

は生物顕微鏡が２台、実体顕微鏡が２台、それに

それぞれカメラなのですか。それとソフトという

形で539万6,000円ということなのですか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 今回導入する機械につ

きましては、生物顕微鏡が２台、これデジタルシ

ステム対応機種、それから双眼実体顕微鏡が２台

とデジタルカメラはこれは共用で使いますので、

これが２台、それからそちらをつなげるためのパ

ソコン、それからソフトウエア、専用のソフトウ

エア込みなのですが、こちらを２台ということで

ございます。 

○金兵智則委員 効率化と精度向上にも上がると

いうことですが、デジタルカメラの付け替えにだ

けは十分気をつけていただければなと、付け方に

よっては見えなくなってしまうということもござ

いますので、そこだけは１点気をつけていただき

たいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 地域資源活用型観光推進補助金についてお伺い

いたします。 

 今年度から既に始まっている事業ですが、来年

度は予算も増額されております。今年度どのよう

なことが行われて、来年度は何を行う予定なのか、

増額理由を含めて御説明いただければと思います。 

○大西広幸観光課長 地域資源活用型観光推進補

助金の関係でございますが、令和２年度の実績に

つきましては、網走市観光協会が本事業を活用し

まして、網走アドベンチャートラベルコンテンツ

の開発、人材育成、体験型観光受入体制の整備、

シンポジウムを実施いたしました。 

 アドベンチャートラベルコンテンツの開発では

漁業組合にも連携していただきまして、主に網走

湖、網走川、オホーツク海、大曲湖畔園地などを

活用して、カヤックを活用した体験メニューの造

成を行っております。 

 人材育成では、カヤックガイドの講習会や郷土

料理の講師育成、ＳＮＳでの情報発信など、多方

面での活躍を期待できる人材育成を実施しており

ます。 

 体験型受入体制の整備では、緊急対応マニュア

ルの整備や救急救命士上級講習会の実施、モニ

ターツアーなどを実施しております。 

 シンポジウムにつきましては、本年１月に開催

され、国定公園の活用法や、アフターコロナのイ

ンバウンド誘致について実施されまして、延べ30

名が参加されております。 

 また、本事業で開始されました広域連携コンテ

ンツがアドベンチャートラベルワールドサミット

のエクスカーションツアーとして採択されたほか、

商談会向けの商品として網走市単独のカヤックツ

アーが選定されております。 

 令和３年度の事業内容としましては、網走市観

光協会が市内観光事業者などと連携しまして、引

き続きアドベンチャートラベルコンテンツの開発

を行うとともに、人材育成についてはモンベルな

どと連携するなどしてガイド育成を推進し、アド

ベンチャートラベルの受入体制整備に取り組んで

いくこととしております。 

 新たな事業内容としましては、教育旅行の受入

体制の構築を行ってまいります。コロナ禍で網走

への教育旅行の需要が増えている背景もございま

して、改めてコンテンツの充実を図るとともに、

受入のワンストップ化に取り組んでまいります。 

 来年度増額分の事業内容としましては、長期滞

在宿泊プランを利用されるお客様を対象に体験観

光クーポンを配付し、体験型観光コンテンツの利

用促進を図り、新たな網走の魅力を感じていただ

くきっかけとなればと考えております。 

 体験観光クーポンは、市内の各体験事業者で利

用できるものとしまして、これによりまして市内

での回遊性を高め、地域経済への波及効果を図る

とともに、コロナウイルスの影響を受けているガ

イド事業者の方にとって一助となるものと考えて

おります。 

○金兵智則委員 わかりました。とりあえず整理
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をさせていただきたいと思います。まず300万円に

ついては今年度行われて、カヤックのメニューな

んかできて、またガイドの人材育成ですとかマ

ニュアルの作成なんかも行いましたよということ

がわかりました。来年度の部分についても新たな

メニューの増設というふうに思いましたけれども、

それとさらに加えて200万円の増額分については、

長期で泊まられる、補正予算で通った部分だと思

いますけれども、そこの皆さんに対してクーポン

を支給して体験型メニューを行っていただきたい

ということなのだということでよかったかどうか

改めて確認をさせてください。 

○大西広幸観光課長 今、委員おっしゃったとお

りでございます。 

○金兵智則委員 まず、そうしたらクーポンのこ

とについてもうちょっとだけ聞かせてもらいたい

のですが、200万円分のクーポン、幾らが何名分と

かというのがもしあれば御説明いただきたいと思

います。 

○大西広幸観光課長 クーポンにつきましては、

長期宿泊滞在プランを利用されるお客様に対して、

一人2,000円分のクーポンの配付というように考

えております。クーポンにつきましては2,000枚ほ

ど配付しますが、実質の利用者が半分程度と考え

ておりますので、200万円の予算額としているとこ

ろでございます。 

○金兵智則委員 長期滞在者の方に一人１枚は必

ず行くのだということで、大体2,000名分は用意を

しますと、そのうち使われるのが1,000名分なので

200万円ですということなのですが、たしかあれ１

万箱分だったのではないかなと思うのですが、そ

れで大体来られる方は2,000人だということなの

ですか。 

○大西広幸観光課長 多く見まして2,000名程度

いらっしゃるのではないかというところで枚数を

多く出して、全員が体験観光利用される方とは限

りませんので、多めに配付したいと考えておりま

す。 

○金兵智則委員 わかりました。先ほどありまし

た今年度の事業の中でカヤックメニューをつくっ

たところ、ＡＴＷＳのコースの一つに選ばれまし

たよということでありましたけれども、この辺に

ついて網走市としてはどのように関わっていくと

いうことが、もしあればお示しいただければと思

います。 

○大西広幸観光課長 アドベンチャートラベル

ワールドサミットへの関わりでございますけれど

も、アドベンチャートラベルに関しましては欧米

で発達したツーリズムの一つで、市場規模は70兆

円を超えると言われておりまして、昨今アジア圏

でも注目されております。アドベンチャートラベ

ルワールドサミットの開催によりまして、網走の

アドベンチャートラベルが広く世界に情報発信さ

れることとなりまして、網走のアドベンチャート

ラベルが注目されるだけではなく、観光入込客の

増加につながるものと考えております。網走の観

光全体に好影響を与えるものでありますことから、

市としましてはアドベンチャートラベルワールド

サミットを含めましたアドベンチャートラベルに

関してプロモーションなどによる宣伝や情報発信、

またコンテンツ造成等に関しても観光協会と連携

して取り組みまして、網走のアドベンチャートラ

ベルのブランド化を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

○金兵智則委員 これだけではなくて、これを

きっかけに様々なアドベンチャートラベルについ

て情報発信をしていくというのはぜひ、やって

いっていただきたいと思います。新型コロナの関

係で観光業が大変な時期に、多少なりとも明るい

話題なのかなと思いますけれども、この辺のツ

アー、もろもろなのですが、現状、新型コロナウ

イルスの感染症の影響というのはどの程度という

ふうに見ておりますでしょうか。 

○大西広幸観光課長 コロナによる影響でござい

ますが、コロナウイルスの感染拡大によりまして、

網走市の観光入込につきましても大きく落ち込ん

で影響を与えております。 

国の緊急事態宣言に伴いまして、首都圏、関西

圏からの入込が落ち込んでおりますが、本事業、

地域資源開発型観光推進補助金の事業に関しまし

ては、まだコンテンツ造成を進めている段階であ

りまして、どの程度の集客に影響があったかを検

証ができておりませんが、市内ガイド事業者のヒ

アリングによりますと、かなり利用者の減少によ

る甚大な影響があったと伺っております。 

現状、集客が見込めない状況でありますが、先

を見据えてしっかりとした受入体制の整備、コン

テンツの造成を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

○金兵智則委員 了解いたしました。頑張ってい
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ただきたいと思います。 

 続きまして、先ほどもありましたけれども、中

心市街地インバウンド誘客事業についてお伺いい

たします。 

 端的に、これ３年間をめどに行っていく事業

だったと思いますけれども、今年度の実績、先ほ

ど伺いましたけれども、進捗状況的には予定どお

りというところでよかったでしょうか。 

○前田関羽観光商工部参事 インバウンド誘客事

業の進捗状況についてでございますけれども、昨

年度の予算編成のときの予定からすると、実際に

は進捗は少し遅れているところがございます。具

体的にはゲストハウスのオープンの時期であると

か、プログラムの造成につきましても、現在ゲス

トハウスはオープン、昨年12月15日から運営開始

されておりますが、プログラムについてはまちの

観光客向けのスポットを御案内するようなまち歩

きのプログラムでございますけれども、こちらの

ほうは開発のためのワークショップとモニターツ

アーを実施をいたしましたが、本格的な販売まで

はまだたどり着いていないというところでござい

ます。 

 また、店舗情報のホームページ多言語化である

とか、ＱＲコードを掲載したマップ作成につきま

しても、完成間近というところでございますけれ

ども、まだ公開にまで至っていないというところ

で、少しずつ遅れは生じているかなと認識してお

ります。 

○金兵智則委員 若干遅れ気味だというところで

すが、これ３年というふうにたしか期限があった

のだと思いますので、その中で間に合わせていか

なければいけないのかなと思いますけれども。先

ほどもちょっと答弁ありましたけれども、新型コ

ロナの影響でインバウンドの誘客が行えない状況

なので、国内客に焦点をということを考えつつプ

ログラムをつくっていくというような答弁があっ

たかと思うのですが、そうなってくるとまたスケ

ジュールにも若干の変更が出てくるのではないか

と思いますけれども、３年間というところを見据

えた上でどうなのかなということをお伺いしたい

と思います。 

○秋葉孝博観光商工部次長 委員おっしゃるとお

り、この事業は３年間、経済産業省の補助金も頂

きながら、中央商店街振興組合まちなか網走、そ

れから市の持ち分が３分の１ありまして、事業を

実施したところです。 

 ただ、１年目入った段階で、様々なコロナの感

染の拡大によって取組が遅れたというのと、そも

そもインバウンドを対象にした国の補助メニュー

も一旦落ちていると、名称が変わって違うメ

ニューが出ているという状況で、現在のところ、

今年の事業につきましては、当初予定していたよ

りソフトをつくるほうを先に手がけてやっている

という状況で、その分はまちなか網走中央商店街

振興組合が持ち出しをして、本来ここ総事業は300

万円で、200万円が経産省、100万円が市の補助が

令和２年度の事業の内容になります。ここ300万円

より事業費が超えているような状況で、まずは急

いで整備をするというのが１点でございます。 

 ２年度も、２年目ですから令和３年度につきま

しても、国の補助、当初は、昨年の段階では予定

していたのですが、ここはもう補助メニューとし

てないというような状況がありますから、令和３

年度でおおむねインバウンド対策としては仕上げ

てしまおうと。 

 ただ、インバウンド対策をやろうとしても、実

際にお客さんが来られる状況にはないというのが

ありますので、その辺は国内向けですとか、それ

からサテライトオフィスですとか長期滞在、こう

したもの、観光にメニューありますが、ここを整

備したゲストハウスも国内向けを考えながら、今

年進めているインバウンドの準備もしながら、プ

ラス国内向けにもそれを転換できないか、そうし

たことを新年度については実施してきたいと考え

ております。 

○金兵智則委員 ということは、ちょっと僕の認

識が間違っていたのかなと思いますが、来年度、

市の予算的には今年度も来年度も100万円なので

す。今年度については、国の補助もあったので300

万円の事業だということなのですが、来年度はそ

の100万円の中でやっていくという事業になった

ということなのですか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 単独で、今100万円の

事業で実施する予定をしております。 

○金兵智則委員 こちらはなかなか厳しい中でも、

それでも先ほど遅れ気味とありましたけれども、

先送りしていたというか、この先にやろうと思っ

ていたことをやっているということで、遅れ気味

でもないのかなというふうにも思います。大変な

時期でございますけれども、頑張って進めていっ
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ていただければと思います。 

 最後にもう１点お伺いします。 

 地域消費喚起対策事業補助金ということで伺い

たいと思います。来年度の予算にはないのですが、

新型コロナウイルス対策として補正予算が今年度

組まれた事業です。これについて実績はどのよう

になっているのかお伺いしたいと思います。 

○秋葉孝博観光商工部次長 この事業につきまし

ては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ

り、昨年ですが春からイベントなどが相次ぎ中止

になったところです。また外出自粛によりまして、

飲食店を中心に消費が相当落ち込んだ。このよう

な中、春から社交業組合などの自主的な取組が進

められました。こうした状況を踏まえて、市とし

てもこれを支援するため、昨年７月第５回臨時会

におきまして、600万円、財源は全て国の補助金を

活用して補正予算を組んだところです。 

 本年度の実績見込ですが、現時点で９事業者か

ら16事業の補助申請を受けております。現時点で

補助金交付決定した額は858万780円、交付済額は

514万2,079円でございます。現在、各事業者、申

請事業者におきまして事業の精算が行われており

ます。金額の増減は多少あるかもしれませんが、

決算見通しとしては交付決定した金額、約860万円

程度になる見通しでございます。 

○金兵智則委員 補正予算が600、予算的には600

万円ですが、決算見込が860万円ということでござ

います。これの事業、消費喚起について、どのく

らいに効果があったと担当課では認識されている

のかお伺いしたいと思います。 

○秋葉孝博観光商工部次長 具体的に数値の精査

はその事業によってそれぞれ違いますので、全て

合わせて幾らということはなかなか申し上げられ

ないのですが、事業内容を紹介させていただきま

すと、中央商店街振興組合、これがＧＯＧＯ商店

街キャンペーン、これが３回実施されまして、売

上げは把握しておりませんが108店舗の皆さんが

参加をしたというものです。それから青年会議所

のローカルインフォメーション、これにつきまし

ては参加が20店、店舗です、利用された、登録さ

れた方が776名であった。それから社交業組合、こ

れは予約クーポンの事業のいわゆる広告代ですと

か券の印刷代を支援するものですが、参加店が85

店舗、販売額は1,781万円、これにつきましては参

加店と販売額が事業の効果として捉えられると思

います。それからごちそうハイヤーが17店舗の参

加、このほか社交業ではカニキャンペーンですと

かビアテラスが実施されております。日専連網走

が行ったお買い物キャンペーン、これが３回で80

店舗が参加をしております。このほかでは、西漁

業協同組合の水産物の販売。それからマイカーラ

ンドあらいほか６事業者によるウォーカーインＬ

ＩＡ、ＬＩＡでやりましたイベントになります。

同じくマイカーランドあらいほか11業者のウォー

カーインウインター、これはスタンプラリーで全

部で12業者の方が参加された。それから水産加工

振興会のホタテの販売。それから商工会議所で実

施しています自宅で満喫プロジェクト、これは専

用のサイトを設けて地元の水産物等を販売してい

るサイトを策定しております。それから合同会社

１人１つの笑顔をつくるで飲食店サポーター登録

事業、これについて支援をしております。 

 それぞれ目的が異なりますので、一概な成果と

いうのはなかなか出しづらいですが、一定の成果

はあったものと認識をしております。 

○金兵智則委員 伺う限り、僕も一定の効果は

あったのではないかなと思います。ただ、ホーム

ページを見ると３月19日までの申請で来年度には

先ほども言いましたけれども、予算の計上がない

のです。いろいろとスキーム的に修正が必要なと

ころがあるのかもしれないですが、それなりに効

果があったと僕自身も思いますし、担当課でも

思っていると。 

社交飲食応援お食事券の販売をされるというチ

ラシも入ってきて、はがきも届きました。この事

業を開始するにはコロナの状況を見て事業の執行

を判断するという説明もありましたので、市とし

てはコロナの感染状況が一定程度落ち着いている

ので、経済を活性化させるという時期だと判断し

たのではないかと思いますので、であるならこの

経済を活性化させる、効果があると判断している

この事業、今後また続けていくべきではないかと

思いますけれども、お考えを伺いたいと思います。 

○秋葉孝博観光商工部次長 今、委員からお話が

あったとおり、１月の臨時会で議決をいただいた

社交飲食応援お食事券、これの発売、18日に向け

て今準備を進めているところです。４月以降です

が、イベントの状況にもよりますが、引き続き関

係団体との意見交換に努めまして、担当課といた

しましては必要とされる施策に取り組みたいと考
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えてございます。 

○金兵智則委員 様々な取組がまだまだ必要に

なってくると思いますので、必要な事業、必要な

タイミングで行っていただきたいと思います。 

 以上です。 

○立崎総一副委員長 ここで、暫時休憩いたしま

す。 

午後３時38分 休憩 

───────────────────────── 

午後３時49分 再開 

○山田庫司郎委員長 委員長を交替します。 

休憩前に引き続き、再開します。 

質疑を続行します。 

松浦委員。 

○松浦敏司委員 何項目か質問します。 

 はじめに、農業の後継者育成に関わって、予算

説明書でいうと81ページになりますが、農業後継

者問題のことについては、代表質問でも行いまし

たけれども、後継者がいない農家というのが62戸

あるというふうな答弁で、非常に深刻な状況だな

と思っています。そこで、この背景にある国の政

策はどうなっているのかということを調べてみる

と、安倍政権のときに、日本最高戦略ということ

で2013年６月に全農地の８割を集積する、生産コ

スト４割削減、法人経営体数を５万法人を目標に

掲げて、いわば官邸主導で経営規模の拡大、生産

の機械化、効率化、法人化を図るものだけを支援

する政策を続けてきた。これは、まさにこの網走

でもそういった方向で進んでいるかと思います。 

しかし、本州などの中山間地が全耕作面積の４

割、農家戸数の４割を占める農業構造のもとで小

規模家族農業を切り捨てるという政策は、食料生

産基盤を致命的に損なう結果となると思います。 

それから、ＴＰＰ、日欧ＥＰＡ、日米貿易協定

ＦＴＡと相次いで発行した貿易協定が一次産業の

未来への展望を失わせ、後継者確保をますます困

難にしていると思います。 

農水省が昨年11月に公表した2020年の農業セン

サスでは、農業の基幹的農業従事者が136万1,000

人ということで、５年前の前回調査から39万6,000

人も減少していると、まさに雪崩を打つような状

況になっていると思います。 

そこで、網走市の状況について、５年前の農家

戸数と現在の農家戸数について伺います。 

○中塚威史農林課参事 網走市の農家戸数の関係

なのですが、令和元年度における網走の農家戸数

については327戸となっております。それで５年前

の農家戸数ですが、平成27年につきましては352戸

となっております。 

○松浦敏司委員 この５年間だけで25戸減少して

いると思いますが、そこでこれとの関係で当然離

農者が増えれば、その農地は他の農家の方が引き

継ぐというようなことも起こると思いますが、１

戸当たりの耕作面積というのは５年前と今現在、

平均的な耕作面積というのはどのくらいになって

いるのか伺います。 

○中塚威史農林課参事 １戸当たりの耕作面積に

つきましては、令和元年度では43.6ヘクタールで

すが、平成27年度では40.2ヘクタールであり、こ

こ５年で3.4ヘクタールの増加となっているとこ

ろでございます。 

○松浦敏司委員 ５年でこれくらいになって、私

の記憶では20年ほど前は大体30町から32町くらい

の耕作面積だったわけですから、この間、相当離

農が進み、そして１戸当たりの耕作面積がこれほ

どまで増えてきているということで、信じられな

い状況ですね。私も子供の頃、農家をやっていま

したが、その頃は大体６町歩くらいですから、本

当に比べものにならないほど大変な耕作面積に

なっていると思います。 

 そこで、もう１点、農地の集積というのもこの

間進められてきていると思うのですが、これはも

しつかんでいればどんな形になっているか伺いた

いと思います。 

○中塚威史農林課参事 農地の集積については、

約95％くらいという形で、こちらのほうとしては

押さえております。 

○松浦敏司委員 それは目標からすると九十数％

という、そういう意味でしょうか。 

○中塚威史農林課参事 担い手に対して95％とい

う形になっていまして、そちらについては目標ど

おりという形になっております。 

○松浦敏司委員 わかりました。それで、前段で

他の委員の質問の中で、新規就農の質問がありま

した。新規就農でいうと、７名で、果樹が５名、

畑作１名、畜産法人が１名ということでありまし

た。新規就農がなかなか進まない、花木は意外と

進んでいるのだろうと思うのですが、いわゆる畑

作とか、いわゆる搾乳する酪農、ここがなかなか

進まないと私は感じておりまして、現実になかな



 

－ 163 － 

かいないと思うのですが、ネックとなっているも

のはどんなことがネックとなっているのか伺いま

す。 

○中塚威史農林課参事 新規就農につきましては、

施設や土地を取得するために、多額の初期投資が

必要になるというところが一番の就農のネックに

なっていると考えられております。 

○松浦敏司委員 そうだと思います。これだけ平

均的な耕作面積が今40町くらいになっているわけ

ですから、一般の人がサラリーマンを辞めて、農

家をやろうとしたら、そう簡単にはできない。も

ともと親が、あるいは親戚がやって、その跡を農

家を引き継ぐという人は特に初期投資というのは

あまりいらないのだけれども、やはり全くの新規

就農となると、年間150万円の支援があるとはいっ

ても、それは３年とか５年とか、そういう形です

から、果たしてそれで軌道に乗るだけの、農家と

して一人前になれるかというと、そこはなかなか

なれないし、おまけに借金が畑だけでなく、機械

も当然入れなくてはならないとなると、これは一

般的には億単位の借金に近くなってしまうという

ことになる。ですから、やはりなかなか、いわゆ

る新規就農という人が増えないというのはそうい

うことではないかというふうに私は考えるのです

が、いかがでしょうか。 

○中塚威史農林課参事 議員おっしゃるとおり、

先ほど農業次世代人材投資事業ということで、年

150万円の資金支援という形のほかに、国のほうと

しまして青年等就農資金というものがございまし

て、こちらについては3,700万円の無利子資金制度

がございます。ただ、先ほど言われたとおり、億

単位という話もございましたので、それに対して

はやはり資金としては不足しているというところ

は考えられます。 

○松浦敏司委員 そういう意味では、これから62

戸が跡継ぎがいないということですから、さらに

また耕作面積が増えるかもしれないし、もう一つ

心配なのは耕作放棄地が出るのではないかと、こ

のままいくと。そこが私は心配するのですが、そ

の辺はどんな認識でおりますか、伺います。 

○中塚威史農林課参事 今後、地域によっては引

受け手のない農地が発生することも懸念されると

いうこともあります。これからは、人・農地プラ

ンや地域の話し合い、地域実情の様々な事情を踏

まえて、経営を新規農業参入者に移譲する第三者

継承等を活用して、あと法人の設立なども考えな

がら農地の保全に努めてまいりたいと考えており

ます。 

○松浦敏司委員 わかりました。今現在、農作放

棄地が完全にゼロかといったら、そうでもないよ

うに私は思っていますが、一応ゼロになっている

と思いますが、それほど今、実は大変な状況に来

ているので、しっかりとした対応というのが求め

られていると思います。 

 次に移ります。 

 ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除対

策ということで、新年度では169万円ということで

あります。このジャガイモシロシストセンチュウ

というのは、平成27年８月に日本で初めて、この

網走で確認されたということで、翌年の28年９月

から土壌消毒作業と薬剤注入が始まったというふ

うに認識しておりますが、これまでの緊急防除事

業の状況について、ざっくりとでいいのでお答え

いただきたいと思います。 

○中塚威史農林課参事 ジャガイモシロシストセ

ンチュウの緊急防除については、本格的には平成

29年度から実施されております。国の土壌審査の

結果、網走市の214圃場、891.46ヘクタールから

ジャガイモシロシストセンチュウが確認されまし

て、これまで防除の結果、166圃場、669.15ヘクター

ルにつきましては、検出限界以下が確認されたと

ころでございます。 

 令和２年度の緊急防除では、ジャガイモシロシ

ストセンチュウが確認された68圃場、269.22ヘク

タールのうち、植物の植栽による防除、こちらの

ほうを34圃場、100.19ヘクタールで実施いたしま

した。防除を行った圃場を国が土壌検診を行って

28ヘクタール、80.26ヘクタールについて確認を

行っています。そのうち、22圃場の63.29ヘクター

ルでは、ジャガイモシロシストセンチュウが検出

限界以下という形になりまして、防除効果として

は８割と高い効果が見られたところでございます。 

○松浦敏司委員 ということは、これから前段の

代表質問やなんかの答弁の中では、この緊急防除

対策というのが令和８年までやるというような答

弁があったと思うのですが、今後網走市だけで

残っている対策として必要な面積、圃場の数とい

うのはどんなふうになるのでしょうか。 

○中塚威史農林課参事 現段階というところでお

話をさせていただきますが、ジャガイモシロシス
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トセンチュウの要防除の圃場の数ですが、49圃場、

197.56ヘクタールという形になっております。 

○松浦敏司委員 それで、この49圃場、197.56ヘ

クタールということでありますが、順調にいけば、

多分今はＤＤ剤というのは基本使わない形で抵抗

植物を植えて、そして対策をしているのだと思う

のですが、基本的に網走はあと何年すれば基準以

下の数値に下がるというふうな見込みを持ってい

るのでしょうか。 

○中塚威史農林課参事 今回、対策については６

年の中で防除を実施するという形になっておりま

して、そのうち３年で、まずは一つの区切りをつ

けましょうという形になっておりますので、再来

年にはある程度の減少が見込まれるという形にな

ると考えられます。 

○松浦敏司委員 わかりました。あと３年で一応

の一区切りということになるというふうにわかり

ました。それで、一応現時点でこれ以上の拡大と

いいますか、そういうのはないだろうというふう

に見てよろしいでしょうか。 

○中塚威史農林課参事 ジャガイモシロシストセ

ンチュウが発生した圃場については、ジャガイモ

シロシストセンチュウに抵抗性のある品種のジャ

ガイモを植える形になっております。こちらにつ

いては、基本的には増殖しない種馬鈴薯になりま

すので、増殖することは基本的にはないと考えら

れてはいます。 

○松浦敏司委員 ぜひ、そうあってほしいと思い

ます。それでもう一つ、生食用の馬鈴薯の耕作者

が、このシロシストセンチュウで一番被害を受け

た方々だと、移動そのものができないというよう

なことがありましたけれども、現在どんなふうな

対応になっているのか伺います。 

○中塚威史農林課参事 令和２年の防除から国の

ほうの方針が変更いたしまして、植物防疫官が確

認した圃場であれば生食用ジャガイモについても

出荷は可能と変更されたところです。 

○松浦敏司委員 専門家の人がいいよとなれば大

丈夫だということで、一安心しました。 

 次の質問に移ります。 

 中小企業対策についてであります。新型コロナ

感染拡大のもとで日本の資産1,000億円という、そ

ういうお金持ちがいるようですが、そういった富

裕層はこのコロナ禍でありながら資産が約12兆か

ら22兆へ、この１年をたたないうちに10兆円も総

資産が増えたということで。日本では2020年に売

上高利益を上方修正した上場企業というのは551

社で上方修正の合計金額というのは、売上高で約

２兆8,200億円、最終利益で7,953億円に上ると。

一方で国内の中小企業や小規模事業者は、事業存

続そのものが崖っぷちにあるというのが現状であ

ります。コロナ禍の今こそ、中小企業は経済の牽

引者であるというふうに思いますし、いわば日本

の社会にとって主役だというふうに私は考えてい

ます。 

中小企業憲章では、成長発展のみならず事業の

持続的発展を積極的に位置づけた小規模企業振興

基本法を具現化できるかが日本の政治に問われて

いるというふうにも思います。 

ところが、菅政権は日本の中小企業は今の半分

でよいと主張するデービット・アトキンソン氏が

成長戦略会議に入りました。中小企業の統合、再

編に踏み出したと。既に中小企業庁では2020年11

月から経済資源の集約化等を進めるための検討会

が開始されているというふうに聞いています。 

そういうコロナ禍のもとで、網走の中小企業や

小規模事業者の経営は、厳しい状況にあるという

ことは言うまでもないと思います。当然、経営を

維持するためには、資金繰りというのが極めて大

事なことであります。命だと言えるというふうに

も思います。加えて2019年10月から消費税が10％

に強行されました。そこに2020年、昨年１月に日

本で初めて新型コロナが確認されたわけです。全

国に先駆けるように、北海道では札幌雪まつりが

感染拡大の契機になったのではないかというふう

にも言われております。隣の北見市でも２月には

クラスターが発生するというような状況で、この

オホーツク管内でも感染拡大が広がりました。こ

ういう厳しい状況のもとで経営を守っているのが

網走の、日本の中小企業だと思いますし、網走の

業者もそうだと思います。 

そこで事前に市の一般資金の融資状況の資料を

見させていただきました。そこで伺いますけれど

も、一般資金の新規と年度末残高ともに大きく変

動がありますが、その要因について原課としてど

のように分析しているのか伺います。 

○秋葉孝博観光商工部次長 市の一般資金の貸付

けの状況でございますが、資金につきましては新

規、借り換え含めて合計で集計しておりますので

御承知おきください。 
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 今年の実行ですが、平成30年度が114件で８億

7,600万円、これ一般資金の実行です。平成31年度

が108件で８億3,300万円、令和２年度、これ１月

末まだ途中ですが52件で３億5,600万円、融資実行

は現時点で56件のマイナス、金額にして４億7,700

万円の減となっております。 

 もう一つ、年度末の融資残高についてですが、

平成30年度が248件、12億5,100万円が、平成31年

度221件、12億2,700万円、令和２年度これも１月

末現在ですが185件、残高で９億6,400万円、件数

で36件の減少、残高ベースで２億6,300万円が減少

しております。 

 これにつきましては、市の融資制度以外にも今

国のほうで、今年度は国の新型コロナウイルス感

染症特別融資貸付といたしまして、それと特別利

子補給制度、これによりまして6,000万円までは当

初３年間は実質無利子、償還は20年、５年の据え

置きで最大8,000万円までというのが日本政策金

融公庫以外にも市内の金融機関でも利用が可能と

なっております。こうした融資制度の創設から市

の一般貸付から無利子無担保、こうした制度に移

行したものと認識をしております。 

○松浦敏司委員 当然、心理としてはそうなりま

すよね。それは理解しました。それで、もう一つ、

経営安定資金で新規が３件、1,900万円とあります

が、この内訳についても伺いたいと思います。 

○秋葉孝博観光商工部次長 これにつきましては、

主に借り換えで出たものが、残高としましてはそ

れほど下がっていないということですので、こう

した実際に借りていたものを借り換えによって継

続したというふうに認識をしております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 次に、あらゆる中小業者もそうですが、飲食店

もそうですが、国の持続化給付金、そして家賃支

援金、道の休業支援、市の支援金など、ざっくり

でいうと、大体昨年１年の中で150万円前後のお金

が入ってきたということであります。これを何と

かやりくりして月々の家賃の支払いとか、あるい

は固定費、それから従業員の人件費も含めてやり

くりしているというのが現状だと思います。初日

にも話しましたけれども、そのお金も残りわずか

だというふうにも聞いているのです。この状況に

ついて、原課として何か特別な情報とか、何かあ

れば伺いたいと思います。 

○秋葉孝博観光商工部次長 私のほうでは日頃か

ら商工会議所、それから各金融機関、それから北

見の金融政策公庫、こうした担当者の、ほかにも

ハローワーク網走の所長さんとは定期的に、また

必要に応じてお話をさせていただいております。

市内の状況としまして、当然12月末と３月末に注

意が必要だということで、状況につきまして注視

をしておりますが、現状としては融資の追加の申

し込みが多少あるということで、ただそれが殺到

しているという状況にはないとお聞きしておりま

す。 

 また、網走市がセーフティーネットのこの認定

作業をやっております。具体的には直近１か月の

売上げ減少が50％ですとか30％、ルールがあるの

ですが、これを認定することによって無利子無担

保の融資が受けられるというものですが、この認

定状況を見ますと、平成31年度が年間で７件、現

在、令和２年度が３月末で274件。ですから、もう

全然比較にならない数字が出ております。この状

況を月別で見ると、昨年の５月、６月、７月、５

月が79件、６月が72件、７月が36件、このあと10

件増減で推移していくのですが、おそらく今の状

況を総合的に踏まえますと、昨年の５月、６月、

７月、この当たりに相当の資金手当てがされてい

るものというふうに現状としては認識をしており

ます。 

○松浦敏司委員 全国的なデータなんかを見ても、

コロナで相当中小企業が痛めつけられて、大変だ

というふうな割には倒産件数が意外と少ないとい

うようなこともあって、それは多分、国や道や自

治体あるいは今回、今次長が言われたような状況

の中で資金の手当てがなされたということなのだ

ろうと思います。 

 それで、もう一つ聞きたいのは、市内の事業者

数というのはおおよそ何件くらいあって、そのう

ち商工会議所に入っている会員さんはどのくらい

いるのか、あるいは社交飲食業の数と社交業組合

に加入している会員数というのは、どのくらいあ

るのか。おおよそでいいのですが伺いたいと思い

ます。 

○秋葉孝博観光商工部次長 直近の事業者数につ

きましては、統計では平成28年の経済センサスと

いうものがございまして、これが最も新しいもの

となります。事業者数は1,861事業者、これとは別

ですが保健所に登録されている飲食店、これにつ

きましては307事業者。ただ、これは登録ですので、
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実体がないものも含まれています。 

参考までに、市のほうで社交飲食店で支援金を

出した事業者数は212事業者になります。ここは、

ほぼ市内の事業者が入っているのですが、例えば

マクドナルドとかすき家とか、そういった大きな

チェーン店については加入いただいていませんの

で、そうしたものがカウントされていないという

ような状況です。 

その中、商工会議所の会員数で、現時点ですが

914事業者、社交飲食業組合につきましては45事業

者という状況になっております。 

○松浦敏司委員 わかりました。いずれにしても、

事業所の中でおおよそ半分くらいが商工会議所に

入っているということ。飲食関係でいえば、これ

は相当低いですよね。市で押さえている210からし

ても45が飲食業組合ということでは。そういう意

味では、次長から先ほどお話あったように、商工

会議所や金融機関やいろいろと調べ、情報交換を

しているというのは非常に大事なことだと思いま

す。 

一方で、つかみきれていない中小の業者も結果

として一定数あるというふうに思うのです。私、

ここを全部調べることなんかできませんが、こう

いった人たちとどうやってコンタクトを取るかと

いうことが大事なのではないかと、私は以前から

言っているのですが、この辺はどんなふうにお考

えでしょうか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 現実的にどこにも登

録、団体に属していない方を把握するというのは、

これ現実的には不可能だと思います。ただ、今回

コロナ対策といろいろやりまして、飲食業につき

ましては212の事業者さんを、住所なり、店舗なり

押さえていると。そのほかにも様々な営業支援金

ですとか事業をやっていますので、一定のそう

いったデータは実際あります。ただ、それを活用

していいかどうかも別にありますので、そこはな

かなか難しいものと認識をしております。全体を

全て押さえるということは、これは正直なかなか

困難なことだと思っております。ただ、商工会議

所が914というのは、半分ということは、ここの景

況調査なりアンケート調査というのは、ほぼ市内

の半分という見方ができますので、傾向は押さえ

られると思います。 

 今、委員おっしゃったような各個店につきまし

ては、これはもう相談に来ていただくしか手がな

いと。私のほうからは商工会議所会員だけではな

くて、相談に来た場合は、当然受けているという

お話も聞いておりますので、そういう中でそうい

う方を押さえていくしかないというふうに考えて

おります。 

○松浦敏司委員 それはそれでわかりましたが、

思いとしては先ほど言ったとおりであります。 

 次に、今、実は業者の皆さんは確定申告を盛ん

に、去年に引き続いて１か月締め切りが延びまし

た。一生懸命やっているのです。ところが、なか

なか実は今回の国や市の支援なんかを受けて、そ

れはそれで非常に皆さん喜んでいたのですが、確

定申告となると、実はその結果として売上げが下

がった、当然仕入れも下がった、そういう中で現

金は入ってきたと、こういうことで結果として儲

かっていないのだけれども税金が増える、納税が

増えるということが、実は私も確定申告の相談、

民商というところで一緒にやっているのですが、

これが結構いらっしゃったのです。皆さん驚いて、

でもそれはそれとして、帳簿上はそうなっていま

すから、どうしようもならないのですが、苦しい

中でこんなにやってきたのに、結果として増税に

なって驚いていることがあるのですが、その辺は

原課としては情報は入っているでしょうか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 国税のことですので、

状況としましては特例法ですとか法律の定めが

あって、初めてそれが課税にカウントするかしな

いかというのは全部決められますので、国民一人

当たりに皆さんに10万円配ったものについては、

これは取り扱わないと。ただし持続化給付金です

とか、そういったものについては課税対象になる

と。また、雇用調整助成金のような休業等に関す

るものも、またこれは課税はしないということで、

これは税の決まりですので、これにつきましては

私どもも一般の方から問い合わせがあった場合に、

市が出た支援金は税対象かどうかということにつ

いては、対応させていただいているところです。 

○松浦敏司委員 次長が言うとおりだと思うので

すが、結果としてはぎりぎりでやっている人たち

にとってすると、結果として税金を前の年よりも

納めなければならないし、それは今の暮らしがと

ても大変なので納税が増えるというのは、非常に

心理として納得できないような思いになると、そ

のことはぜひわかっていただきたいし、やはり国

としても本来定額給付金の10万円のように収入と
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してみなさないというような形にしないとこのよ

うな形が当然結果として出てしまうという点で、

大変私は残念だなと思っているところです。 

 最後の質問に移ります。 

 これは簡単です。建築技能者等地域定着促進事

業ということで465万円と。日本全国であらゆる業

種の担い手不足が深刻になっていると。先ほど農

業についても言いましたけれども、その中におい

ても建築に携わる技術者の高齢化と技術者の不足

も深刻だというふうにも聞いています。建築大工

の不足が指摘されていた中で、網走の職業訓練校

が撤退して久しいわけでありますが、この事業の

目的として地域における建築技能の人材の確保、

養成の取組を支援するというふうにありますけれ

ども、この事業の背景にあるもの、また具体的な

事業の内容について伺います。 

○秋葉孝博観光商工部次長 今、委員のお話のと

おり、平成22年３月に北海道立網走高等技術専門

学院が北見のほうに統廃合となりました。このた

め、地域の将来を支える技能者の養成が困難にな

るため、これを人材を育成・養成しようというこ

とで平成21年に北海道のほうから5,000万円の補

助金がありまして、これを原資に基金に積み立て

まして、現在事業の取り組んでいるところです。 

 事業内容といたしましては、大きく二つありま

して、一つは人材養成事業で、これにつきまして

は技能者の技術の革新ですとか、技能の継承、一

般の方になじみあるかですが、夏休みの工作で訓

練校でやっている、これ20万円ですが、こういう

工作づくり、こうしたものも執り行っております。

この人材養成が主に160万円の予算で、残り約300

万円ですが、これは人材確保事業としておりまし

て、具体的には北見の技専に通う生徒さんに対し

て一月当たり５万円、12か月ですから年間60万円、

この高等技専は２年間ですから合わせて120万円、

一人に対してです。卒業まで資金としてお貸しを

して、そこを卒業後、地域、これは技専のエリア

が網走市だけではないですので、斜網プラス大空

と捉えていただいて構わないのですが、そこに

戻って就職をすれば免除、建築技能に就けば免除

という制度でございます。 

 新年度は、今年の２年生、今現在は１年生です

が４名います。出身地別でいくと桂陽高校卒が１

人、日体大高等支援学校が１人、常呂高校が１人、

それから旭川の高校に行っている子が１人、これ

は北見の技専ではなくて札幌のほうに通っている

子になります。これが４名と、新しく今のところ

ですが女満別高校の子が１名、新規に春から通う

ということで、この４名とプラス１名としてその

確保事業として300万円、残り事務費で合わせて

465万円の予算計上となっております。 

○松浦敏司委員 大体、現時点の部分については

理解したのですが、この間、大体人数としては四、

五名前後というふうに推移してきたということで

捉えてよろしいのでしょうか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 年度によりまして増

減がございます。現在の１年生４名というのが近

年では多いほうだと思います。23年からこの事業

を始めまして、現在までですが制度利用者が18名、

今の子供たちも入れて18名です。地元採用が９名、

網走が６名、大空が２名、斜里が１名となってお

ります。 

 それから中退、辞められた方が１名、それから

貸付をしていますが、これを辞退したいという申

し出があった方が１名、高等技術専門学校を卒業

したが別の関連に就職したが２名、先ほどの在学

中として５名という内訳になっております。 

○松浦敏司委員 わかりました。しかし、貴重な

技術継承するという人たちだというふうに思いま

す。引き続き、技術者を確保するために努力をし

ていっていただきたいと思います。そのことをお

伝えして、私の質問を終わります。 

○山田庫司郎委員長 次。 

 栗田委員。 

○栗田政男委員 重複する部分があるので、その

辺はカットしながら進めたいと思います。 

 まず、お聞きしたいのが当市の美岬牧場につい

てであります。何年になるのでしょう、放牧をや

めて今現状どのようになっているのか、どういう

活用しているのかをお聞きしたいと思います。 

○佐藤岳郎農林課長 当市の美岬牧場の関係でご

ざいますけれども、この美岬牧場は昭和39年に開

設をしているものでございまして、平成18年から

平成29年まで指定管理ということで管理をしてお

りましたけれども、平成30年からの指定管理の公

募に応募がなかったということで、現在は草地と

して管理をしている状況になってございます。 

○栗田政男委員 草地として管理しているという

ことですから、牧場跡なので放牧地だったのでそ

んなにいい牧草地ではなかったように私は記憶し
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ているのですが、牧草を採って１番牧草、２番牧

草というようなことで、それは販売しているのか、

それとも差し上げているのか、民間の方がやって

らっしゃると思うので、その辺を教えていただき

たいと思います。 

○佐藤岳郎農林課長 美岬牧場については、以前

に預託をしていただいた方に管理の手伝いという

かをしていただいていまして、具体的には年２回

に牧草の生育に必要な施肥をしておりまして、そ

れとあと伸びてきた牧草を刈り取っていただく、

１番草、２番草という形で刈っていただいている。

そのほか、牧草の簡易更新ですとか、あと地面が

荒れますので、その整地等を行っておりまして、

そこで生産された牧草のロールについては、その

刈っていただいた経費等を差し引いた額というこ

とで売り払いをさせていただいているところでご

ざいます。 

○栗田政男委員 市で販売しているということで

すか。 

○佐藤岳郎農林課長 そのロール賃の差額につい

ては、市に入ってくるという形になってございま

す。 

○栗田政男委員 この経費については、主にどう

いうふうに使うのでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 この経費については、具体

的には肥料を購入いたしますので、その肥料の購

入代、それから圃場の施肥の費用、蒔いていただ

くという委託料。それから、あとここの土地、大

部分が借地になっておりますので、この土地の賃

借料となってございまして、ここに充てさせてい

ただいております。 

○栗田政男委員 内容については、大体概要につ

いて理解をしました。やはり、ここ、こういう管

理をしてずっとやっていかなくてはいけないこと

なのかとは思うのですが、いつまでどのように管

理をしていくかというのは今後検討するべきでは

ないかなと。少額ではありますけれども、あそこ

でなくても牧草場はたくさんつくれますし。ただ、

国定公園か何かになる、そういう縛りもあるよう

な土地のように記憶していますけれども、何らか

の方法を考えていかなくてはならないなと思うの

ですが、その辺についての見解を。 

○佐藤岳郎農林課長 この美岬ですが、委員お示

しのとおり国定公園にもなっておりますし、ここ

農地にもなっておりますので、適正に管理をして

いかなければならないというふうに管理しており

ます。 

 また、この周辺、能取岬もございますが、観光

地としての景観上、またこういった周辺の環境、

虫ですとかそういうものも発生するというのも抑

制しなければならないということもありますので、

そういった形で我々としては適正に管理していか

なければならないと考えているところでございま

す。 

○栗田政男委員 理解をします。理解をするし、

今後の発展性として、そういうふうに市が使える

牧草地があるということですから、ロールにして

いろいろな乗馬だとかいろいろな、市がこれから

行ういろいろなイベント等にも活用することも十

分考えられますし、単純に販売するだけではなく

て、市の財産としてしっかり生産性を持ってやっ

ていく。極論を言うと、エミューをあそこで放し

てもいいだろうし、いろいろなことが発展性があ

るので、こうだという凝り固まった感覚ではなく

て、やはり景勝地ですから、網走ではあれくらい

景色のいいところはないので。ただ、残念ながら

市内から遠いということで、その辺のネックも含

めて、今後の検討課題として頑張っていただけれ

ばと思います。 

 商工のほうはいっぱいあるのですが、あり過ぎ

て今日は質問しません。大変苦労していらっしゃ

るのでわかるのですが、こういうコロナ禍ですか

ら、いろいろな今までなかったことが起きて、い

ろいろなお話、答弁を聞いている中で苦労してい

るなということを。まだまだ苦労してもらうこと

になろうかと思うので、あえて質問しませんが頑

張ってやってください。 

 森林整備事業についてお尋ねをいたします。こ

れは植林等の、あと間伐等の補助の話だと思うの

で、まずこの概要についてお伺いいたします。 

○佐藤岳郎農林課長 森林整備事業の補助金につ

いてでございますけれども、この森林整備事業、

まず目的についてですが、植林から保育に至る一

環した造林事業の実施によって、より森林が有す

る水源涵養林、国土、環境保全、木材の生産等、

多様な機能の強化と地球温暖化対策を推進する内

容となっておりまして、対象が私有林の人工林と

なってございます。 

 令和３年度の事業内容といたしましては、人工

造林が60ヘクタールで、道の補助金、市の上乗せ
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の補助を含めて1,920万円、それから下刈りの事業

が事業量としては150ヘクタールで、市の補助金が

200万円、それから除間伐の事業が事業量90ヘク

タールで、市の補助金が150万円、それから枝打ち

の事業が事業量40ヘクタールで、市の補助金が40

万円となってございます。 

○栗田政男委員 すごく大切な事業です。今まで

伐採したあとに放棄されているところがたくさん

あります。先ほど出ていましたが、ＷＩＮＤ－Ｓ

ＭＩＬＥの多分所長さんが手塚さんとおっしゃっ

たのですが、私たまたまニアミスするのですが、

その所長いわく、この地域の森林を育てていくと。

そのために私は来ているから、ぜひとも協力をし

てほしいというお話を聞いております。まさにこ

れがこれから大切な事業なのです。もちろん皆さ

ん、カーボンニュートラルというのは御存知だと

思うので、環境のときにこれから時代というのは

進めないというのが当たり前のことなので。これ

は残念ながら都市部では植林しなさい、造林しな

さい、東京のど真ん中でそんな森林をつくること

は絶対不可能なのです。まさに我々の広い北海道、

先ほど来いろいろな畑作の耕作放棄地云々という

話もありましたが、それも可能性の一つとして、

もうそろそろ当市においても、それほど面積がほ

しくない時代が来ます。そのときに森林があるこ

とによって、いろいろな水の保護だとか、いろい

ろなことが出てくるのです。 

そういう意味から、この森林事業の補助という

のは、まだまだ僕は必要だし、やはりこれ、市で

付けるものより、当然中身はいろいろあると思う

のですが、国のほうに積極的に要請していって、

ぜひともやらせてくださいと、いろいろなことで。

地権者の皆さんは40年後のお金のために、今あま

りこれに手を掛けられないというのが正直な話で

すし、なかなか費用も大変な負担になると思うの

で、この辺について積極的に推進してほしいと思

うのですがどうでしょうか。 

○佐藤岳郎農林課長 網走市内の森林でございま

すが、この森林の65％は民有林でございます。そ

のうちの、市有林、市の所有している林というの

が３％ほどですので、残りの62％については私有

林という形で所有されていると。そのうちの約半

分ほどが人工林だと思いますけれども、そういっ

た中で、この森林の所有者の負担というのがかな

り大きくなっていると。そこに対しての配慮とい

うものをしていかなければならないと考えており

まして、予算的には施業のバランスですとか、や

はり委員おっしゃるとおり40年かけてどれくらい

整備していくかという計画的なものというものが

求められると考えておりますので、これ予算は確

保していくということが大事なことだと思います。 

また、その市有林の整備については、やはり公

共造林、これ国と道合わせて68％の補助金になっ

ておりますので、それと合わせて北海道の未来を、

新しくなりまして、豊かな森づくり推進事業の活

用、それとあと市単独の上乗せ補助というのも行

い続けて、この森林の所有者の負担を軽減してい

くという取組を進めていくことが大事ではないか

と考えております。 

○栗田政男委員 もちろん、私有林、当市は少な

いのです。非常に少ないのですが、それをしっか

り管理することが必要ですし、また、そこで本当

に林業というのは、逆に今まで本当に嫌がられた

職種だったのです。今、機械化が進んでいますか

ら、ほとんど土に触らないで造林、伐採、近い将

来、もう植え付けも半自動でできる時代が来ます。

そういう中で、やはり投資しないとそれはできな

いことなので。やはり、それは国にお願いして、

私たちはそういうことで自然環境を受け入れるの

だから、しっかりと担保してほしいと、そこに予

算付けをしてもらわないと、なかなか厳しいのか

なと思うので、ぜひともこれは提案事項として

しっかりやっていただければと思います。 

 続きまして、シジミの件、これも皆さん本当に

心配をしています。二つの湖の能取湖のほうは比

較的いろいろな発展性があって、収益の面でも比

較的網走湖から見るといいのではないかと思うの

ですが、本当に網走湖を内水面でやっていらっ

しゃる方は今大変な思いをしております。シジミ

というのは本当に体にもいいですし、薬にもなる

ような本当にいい食材なのですが、それを考えた

ときに、いろいろな先ほど来話したので重複は避

けますけれども、やはり収益になる何かをつくっ

てあげることがまず大切だと思います。あれだけ

広い湖ですから、池のあの水全部抜きましたみた

いな事業がテレビで放映されていますよね。これ、

ちょっとあれの面積をなんぼ頼んでも無理だと思

うのです。本当はあれを全部抜いてしまって、天

日干しをしてやり直せばかなり改善がされると。

それは現実的には無理なのですが、今の環境を来
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年、再来年すぐ変えるというのも、それもまた難

しい、今のままの現状では難しいという気がする

のです。ならば、今の環境の中で収益性のあるも

のを早急になるべく早いうちにつくって、養殖事

業でも何でもそれが一つの収入の源となるように

しないと、これは本当に大変な時期で、気がつい

たとき、湖がきれいになったときに漁師さんはい

なくなっているような状況になっては本当に大変

なことだと思うので、その辺の、再度何か新しい

試み、考えられませんか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 網走湖の漁業対策とい

うようなことなのですが、今、議員お話いただき

ましたように、網走湖の環境、確かに今非常に厳

しい状況になってございます。しかしながら、こ

こ２年間を見ますと、シジミの産卵自体が塩分濃

度が問題だったのですが、塩分濃度が様々な検討

対策を行う中、それから河川管理者の協力により

まして回復しつつありまして、昨年度はシジミの

再生産、確認されてございます。さらに、先ほど

小田部市議のお話にもありましたけれども、

ちょっと私、先ほど数値を間違ってしまったので

すが、網走湖のほうでシジミの人工種苗生産も行

われていまして、昨年度6,033万粒、すみません、

6,330万粒でございます。種苗をつくって網走湖に

放流しておりまして、これも引き続き今年度以降

もつくって放流したいと聞いてございます。さら

に、シジミ以外にも確かに厳しい状況ではあるの

ですが、ワカサギ、シラウオなどという北海道で

は道内一のシェアを誇るような水産資源が現状で

はまだいる状況でございます。ですので、まず当

面は漁場環境の保全と資源管理というものをきち

んと実施していかなければならないと考えてござ

います。 

 一方で、今、国では養殖事業を成長産業として

位置づけておりまして、近年では各地で海面にお

けるサケ科魚類の養殖等が実施されておりますと

ともに、陸上の完全自家養殖というような技術も

出てきてございます。現段階で網走湖の塩分濃度、

汽水湖ということで大体３ＰＳＵという海水の10

分の１くらいの塩分濃度の中では、なかなか養殖

対象種というのを見つけるのは難しいのですが、

常に私どもも情報収集に努めながら業界とともに

連携して養殖対象種についても研究は進めていき

たいと考えてございます。 

○栗田政男委員 少しは明るいニュースも、希望

もあるのかなと思います。現在、本当にアルバイ

トをしながら自分の生計を立てているシジミとか

沿岸の人たちがたくさんいるのです。それではや

はり長続きしないですし、今まで専業でできたも

のが、やはり収入減によって厳しい状況があると

いうのが現状です。 

 上流を考えないと網走湖の浄化というのはなか

なか難しいと。上流には大きなビート工場とこれ

からデンプン工場も網走市のほうを受けるという

うことで大型化してきます。それは直接の原因で

はないとは思いますが、両方とも大量の水を使う。

当然、廃液はもう全てクリアになっているものを

流しているわけですが、そこにはやはり栄養分が

いっぱい入っています。それがやはり栄養はいい

ことに働けばいいのですが、いろいろなアオコの

発生だとか、いろいろなことにつながるのではな

いかというふうに言われています。 

それ以上に農地もすごく今、暗渠排水等で肥料

を流れやすいような環境をつくってしまっている

のです。それで栄養化というのはどんどん進んで、

だからこそ網走湖の浄化というのは上流から考え

ていかないとだめだということで、植林事業と、

漁組を通して今盛んに行われているのは結果が出

るのは50年後になるのか、100年後になるのかとい

う世界ではないか、時間軸が必要な気がします。 

網走湖というのは、逆に災害の上では網走の調

整池の役割をしてくれています。たまに湖畔園地

が少しつかってしまって大変なのですが、あのお

かげで網走市の水害の被害というのはかなり抑制

されているのが現状でございます。 

いずれにしても私たちの大切な湖ですし、湖が

あって、海があって、この網走というのはすばら

しいというふうに言われ続けてきた、このふるさ

とをしっかり守るために御尽力いただければと思

います。これはもうたくさんの議員が発議してい

ますのでやめておきます。 

まず、これも今コロナ禍の中であまり話すのは

どうかなと思うのですが、ＪＲの支援事業に対し

てですが、いろいろな情報等日々いただいていま

すし、特急の休便というか、休むということも聞

いています。これは持論として私は早い時期に決

断するべき、これは今でも変わりません、正直言っ

て。ただし、いろいろな支援策で今続いている状

況で、これはコロナが明けないと、多分適切な判

断とか、ＪＲ側もいろいろな判断をしてこないと
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思うのですが、現況で今このＪＲの問題について

進捗はないのかなとは思うのですが、減便だとか

いろいろなことで大変な思いをされているので、

これについてお伺いできればと思います 

○秋葉孝博観光商工部次長 対応として、減便に

つきましては３月のダイヤ改正で既に発表されて

いるところで、これに対して追加されるかどうか、

どう取り扱うかという情報は現在のところ持ち合

わせておりません。ＪＲ北海道を取り巻く大きな

環境といたしましては、平成28年11月にＪＲ北海

道が自社ではもう維持できないという線区の発表

がありまして、平成30年に国土交通大臣から、い

わゆる監督命令というものが発出をされました。

これは国土交通大臣がＪＲ北海道に出した通知で

すが、この中にはＪＲ北海道と地域は一緒にコス

ト削減、利用促進、一体となって取り組むという

ものが記載をされておりました。そして、今回第

１期アクションプランを今終えるところなのです

が、こうした計画の取組を国としてもそれを検証

して、ちゃんとした取組があれば第２期、令和３

年から令和４年、令和５年までの第２期アクショ

ンプランに移行するというのが平成30年から言わ

れていたことです。昨年、秋に国土交通省のほう

でＪＲ北海道の経営努力、それから地域の一体と

なった取組も評価を受けまして、今回、国会も支

援法の根拠である国鉄精算事業団の法律のこれの

延長も決まりました。また、支援内容としまして

は、令和元年、令和２年度で２年間で416億円の支

援でしたが、令和３年から令和５年までは1,302億

円、前回200億円ちょっとですが、今回は３年間で

1,302億円ですから、400億円は超える支援が決

まっているところです。そうした見直しもありま

して、今後この令和３年からの５年間、この３年

間について引き続き、地域一体となって利用促進

に努める、まず地域の姿を国に対してもアピール

をしながら取り組むことが大事だと認識をしてお

ります。 

 いずれにしても、コロナの状況を踏まえて、国

でも大幅な予算措置がされましたので、引き続き

関わりを持って取り組んでいきたいと考えており

ます。 

○栗田政男委員 経過についてはわかりました。

いずれにしても、本当に、コロナが明けたあとに

いろいろ議論が進むのではないかと思いますし、

今まで懸案だったものが、逆にいうとこの休むこ

とによって、我々がどういうリスクがあるのかと

いうことも学ぶいい機会になっているのではない

かという気がしますので、ぜひとも検証も含めて、

私たちも利用の考え方、僕は決してＪＲを応援す

るつもりで乗ろうとは思いません。便利で早くて

安全で、それがしっかり担保されているのであれ

ば、大いに使いたいと思います。応援をする意味

でそれを使おうというのは、私は個人的には思い

ません。どうしてもそういう気持ちになれません。

同じ企業ですから。ただ企業といっても、100％国

が持っている民間企業なので、あながち公社に近

いものがあるのかなというふうな気がしますが、

企業人としてはそういうふうには思いません。や

はり、それは企業努力でしっかりとやって、サー

ビスがその根底にあって、インフラの一つをしっ

かり支えてもらうというのが大事かなと思います

ので。引き続きよろしくお願いいたします。 

 最後になります。網走観光協会についてお伺い

をします。 

 予算付け、毎年同じような金額がだっと並んで

くるのですが、多分毎年、毎年、数字合わせする

のが大変ではないかと思うので、この内容につい

て、ちょっとまず見解を伺いたいと思います。 

○大西広幸観光課長 網走観光協会補助金につき

ましては、例年、今年度の予算につきましては、

昨年12月に観光協会から提出された観光協会予算

要望書の内容を精査しまして補助金を決定してお

ります。内訳としましては、一般管理費、事業費

及び観光関連団体負担金を市補助金として計上し

ております。 

○栗田政男委員 決して検証しないで、上げてい

る予算ではないというような意味合いで答弁をい

ただいたような気がします。それはそれで構わな

いのですが、僕は大分以前からもっと力入れて支

援してあげるべきだと。本当にそういうふうな言

い方をずっとしてきたつもりであります。という

ことは、少しでもやはり増額になっていたほうが

いいのですよね。これは毎年同じ、ここの支援の

うちから観光協会頑張ってやっていけと言っても、

これだけで収益ではないですからあれですが、な

かなかこの予算では大変ではないかと思うのです

が、その辺で原課はどういうふうに押さえていま

すか。 

○大西広幸観光課長 協会の運営、一般管理費で

すから事業費につきましては、この予算の中で
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やっておりますけれども、このほかに各種補助事

業等で観光協会に対して支援している部分もござ

いますので、その額でやっていただければ。また、

今後追加の新しい施策とかを提案された場合には、

その施策の支援についてまた検討してまいりたい

と考えております。 

○栗田政男委員 ぜひとも検討と、お金はかかり

ます。いろいろな部分で。これはしようがないで

すね。コロナ、アフターコロナなんてよく言われ

ていますが、多分徐々に回復していくような、徐々

に緩めていくような形に多分なるだろうと予測さ

れます。そういう中で、観光の部分というのはだ

まっていてもお客様はいらっしゃいます。これは

人間の心理なのです。もう限界に近く我慢がして

いるし、いつの間にか日本も豊かな国になりまし

て、旅行というものがライフスタイルの一部に

なっています。必ず来ます。その仕掛けがどうの

こうのは別にして。そういうときに、この観光協

会の力がすごい大事になってくるのです。という

のは、大手ナンバーワンの旅行会社が減収をして

中小企業になってしまう。これも大変なニュース

ですよね。今までもやっていて。または網走市で

はそういうエージェントの窓口がなくなってし

まった。これはもう全国的な流れで、窓口業務は

予算もかかるのでみんなやめてインターネットの

ほうに全部シフトしているのが現状です。そうい

うことを考えたときに、この観光協会が一つのそ

ういう旅行代理店の業務を担うようになっていく

と、網走ローカルの独自のいろいろなメニューが

開発できるのです。別組織でやっていますので、

すごく簡単にできてしまうのです。だからそうい

う意向というのはないのか、あるのか、ちょっと

お伺いしたいと思います。 

○大西広幸観光課長 観光協会が旅行代理店業務

をするかどうかにつきましては、観光業、旅行業

の資格を観光協会では持っておりますので、商品

造成とか可能な状況ではございますが、実際今の

ところ旅行商品を販売するかどうかという点につ

きましては、まだ伺ってはおりません。 

○栗田政男委員 今、代表をやってらっしゃる会

社が窓口業務を委託受けるということになってい

るようなので、なかなかその辺の部分で両方とい

うのは難しいのかもしれませんが、今の網走市の

観光を考えたときには、ぜひとも検討するに値す

ることですし、そこはしっかりと進むことによっ

てピーチの就航だとか、いろいろなパッケージが

組んでいけるのです。それをきっちりヒットでき

るような。今まではそれを楽天の一番いいサイト

に多額の費用を出してやってもらっているという

のが現況なので、やはり網走のそういう窓口の

ホームページの中にしっかりとあって、それが

ヒットできるような体制。そうするとお金がかか

らないでできてしまいますから。やはり、そうい

う工夫をしていかないと。いつまで大手に頼って、

半分持っていかれるような商売というのは、僕は

もう正直言って許せないです。そういうやり方と

いうのは、やはり最初のきっかけとしてはいいで

すが、創意工夫してしっかりやってほしいなと思

います。 

これは別組織の話なので、ここでどうのこうの

という話にはならないですが、ぜひともそういう

アイディア等工夫しながら、将来のアフターコロ

ナに向けたしっかりとした観光の網走をつくって

いくためには、僕は絶対にそこの強化というのは

必要だと思うのです。今以上に強化していくべき

ですし、市によっては職員を出向してもらって、

そこを運営しているというのがたくさんあります

から、そこもよく研究しながら進めていただけれ

ばと思います。 

時間に制限があるのでやめます。以上です。 

○山田庫司郎委員長 ここで、暫時休憩します。 

午後５時02分 休憩 

───────────────────────── 

午後５時12分 再開 

○山田庫司郎委員長 休憩前に引き続き、再開し

ます。 

 質疑を続行します。 

 平賀委員。 

○平賀貴幸委員 それでは、鉄道維持対策事業に

ついて伺います。 

 先ほども栗田委員から質疑がありまして、基本

的な考え方というのはある程度理解させていただ

きましたが、もしあればですが、新年度の予算で

新しい切り口で進める内容、何かあれば答弁いた

だきたいと思います。 

○秋葉孝博観光商工部次長 ＪＲに関する事業に

つきましては、今年度コロナウイルスの感染拡大

の影響がありまして、ＪＲを利用する利用助成、

こうしたものもほとんどない状態で、状況として

は事業がなかなか進まないという状況でございま
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す。 

新年度に向けましては、今のところ釧網線で

やっておりましたＷＩＬＬＥＲと関連してＭＩＣ

Ｅ事業というのをやっていたのですが、実際には

インバウンド向け、国内向けもそうした商品を売

る状況になくなったこと、それからＷＩＬＬＥＲ

社自体が大阪、東京、都市間移動のバス事業者で

すから、当然収益がかなり落ち込んだということ

で、これまでどおりの事業は実施できない。今年

度につきましては、そのような中、リモートトラ

ベルという形で釧網線をオホーツク側、それから

釧路側と二つのテーマ、商品をつくって、こうし

たものの販売をやってみようということがまず１

点ございます。新しい事業ではないのですが、今

私のほうに入って入る情報としましては、ロイヤ

ルエクスプレスが再度今年の８月13日から計７回、

また網走のほうにやってくると。残念なことに網

走につきましては、昨年と同様で若干網走駅で止

まる、あとは昨年実施しました北浜の海岸、こう

したことも非常に評価をいただいておりますので、

支援団体とまたお話をさせていただきまして、可

能な限り取り組めればなと考えております。 

それから、新しい、昨年ですね、はまなすとい

う特急列車が入ったのですが、今年も引き続きラ

ベンダーというのが新たに特急列車がデビューし

ます。これが５月15、16日網走駅に、これ石北線

として入るというような情報をいただいておりま

す。 

また、現在まだ形にはなっておりませんが、釧

網本線全線開通90周年に当たるということで、各

関係団体で企画を練っているというふうに聞いて

おります。引き続き、なかなか人を集める、人を

呼び込むことはなかなかできないのですが、可能

な対策を取ってまいりたいと考えております。 

○平賀貴幸委員 状況を理解させていただきまし

た。鉄道ファンの方々は、耐えきれずにやはりやっ

てくるのだなと、今年の冬の流氷物語見ても思っ

ておりますので、いろいろな取組を進めていただ

きたいと思いますが、１点だけ、長年の課題なの

ですが、ピーチも就航して、いよいよ何とかせね

ばならんなと思っているところは、ＪＲと女満別

空港の接続でございます。最大の課題だと思って

おります。西女満別駅を改修してやるのかどうす

るのか含めて、見通し、どのようにお持ちなので

しょうか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 網走市といたしまし

ては、女満別空港線というバス路線を運行してお

りますので、女満別空港、それから網走駅、網走

バスターミナル、こうした移動手段につきまして

は網走バスで運行しているという状況ですから、

こうした状況と考えています。今、委員おっしゃ

るのがおそらく女満別駅の移転ではなく、そうい

うことですよね。これにつきましては、過去にも

課題として上がって、これはＪＲ北海道の方と意

見交換をした経過はあるのですが、やはり投資が

相当かかるということで、まず基本的に今のＪＲ

北海道が置かれている状況としては、駅を空港の

ほうに移行して、そこを通っていく、そうしたこ

とは現状としては困難な状況というふうに聞いて

おります。 

○平賀貴幸委員 状況を理解させていただきまし

た。ここはまた機会を改めて議論していきたいと

思います。 

 続いて、予算説明書79ページの就業型移住促進

事業ですが、ほかの議員も議論あったところなの

で、別のところの視点で伺いますけれども、社会

的起業を行う方は最大200万円を支給するという

形に、道の事業というか、外郭団体による   事

業になっておりますけれども、この部分から東京

圏から来る、Ｕ・Ｉ・Ｊターンされた方について

も網走市として就業ではなくて起業でも支援金を

支給するという形の予算だというふうに理解して

いいのでしょうか。 

○前田関羽観光商工部参事 就業型移住促進事業

についてでありますけれども、対象要件として東

京23区の在住通勤者から移住するということに加

えて、次のうちどちらかに当てはまることとなっ

ております。 

一つが答弁にもありましたように、北海道が選

定した中小企業に就業すること、または、または

のほうが該当するかと思いますが、委員のおっ

しゃられた企業支援金の交付を受けた方というこ

とになっておりますので、そちらも企業支援金を

受けた方の場合は、移住を伴う場合はその企業支

援金にプラスで移住支援金が支給されるというこ

とになります。 

○平賀貴幸委員 そうすると最大で300万円の支

援が受けられるという形で広報せねばならないと

思いますが、先ほど東京網走会にというお話があ

りましたが、大分最近変わってきましたけれども、
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年齢的に高い方がやはり多いので、起業を考える

となかなか厳しいなと。就業ももちろんそうなの

でしょうけれども、その辺も思いますので。例え

ば、網走応援人の方々あるいはふるさと寄附で寄

附をしてくれた方々にこうした情報が伝わってい

くことで起業につながる、あるいは就業での移住

につながるということが確率的には高くなるので

はないかと思いますけれども、その辺いかがで

しょうか。 

○前田関羽観光商工部参事 本事業のＰＲにつき

ましてですが、また広く浅く、単に広報に載せる

というだけよりかは、ある程度対象を絞って、移

住への関心を持ちやすい層に対して集中的にア

ピールしていくことは有効かと思っております。 

 また、その選択肢の一つとして、例えば東京網

走会の利用、あるいはこれは今後のこの基の制度

の運用がどのように変わってくるかにもよるかと

思いますが、関係人口となるような方、そこにふ

るさと寄附の利用者が含まれるかどうかは今後確

認していかなければならないところですが、その

あたりを広く見据えて、関心の高い層を見定めた

上でＰＲしていくことは有効と考えております。 

○平賀貴幸委員 東京23区に在住で、今度起業の

場合は、現に事業を営んでいない方であれば全員

対象になるとなっておりますので、ふるさと寄附

の方々にも情報を提供することで起業でここに移

住をする、300万円の支援を受けているということ

は、つながるということが確率的可能性十分にあ

りますので、検討いただきたいと思います。  

 また、これは200万円のほうの起業の事業は基本

的に道の事業になるので、網走市の事業ではない

のですが、地域おこし協力隊の方々がこれを使っ

て網走で起業するという形になれば、続けてこの

地域にいられるようになるのですが、地域おこし

協力隊の方々にこうした情報は伝えていると理解

してよろしいでしょうか。 

○前田関羽観光商工部参事 協力隊の方の起業の

支援であるとか、定着を促すような支援の在り方

についてでありますが、これは当然市のほうでも

起業化支援、空き店舗、空き地の補助など、様々

な支援を用意しておりますけれども、そうしたも

のに加えてキャッチした道の制度、国の制度など

で、定着を促せるような制度につきましては、な

るべく効果的な形で情報提供していくようにして

いきたいと考えております。 

○平賀貴幸委員 ぜひしていただきたいと思いま

すが、またこの道の事業の部分は一般の網走市民

の方でも事業を今営んでいない方が起業しようと

すれば、実は使えることになっております。しか

も、北海道の外郭団体の伴走支援といって、いろ

いろ支援をずっと受け続けながらできる事業なの

で、採択されれば極めて優れた事業だなと思って

おります。広報等で網走市民も実は起業ができる

のだということで、この部分はお知らせしていく

べきだなと思いますけれども、これまでの取組、

どのようになっているのでしょうか。 

○前田関羽観光商工部参事 まさに委員のお話の

ありましたような事例が網走市でもございまして、

こちら、移住は伴わないケースでございますけれ

ども、道、国のほうの起業支援の制度を活用して、

市内においてピラティスを営なむ事業者が開業し

てはございます。こうした事例も折に触れて御紹

介しながら、移住では必ずしもないかもしれませ

んが、市内においてその地域の課題解決につなが

るような事業を営みたいと考える方たちの支援を

後押しできるような広報、周知の在り方について

は考えていきたいと思います。 

○平賀貴幸委員 適切な対応を望むところです。

移住の事業ですから、ぜひ進めていただきたいと

思いますが、観光課では長期滞在の事業、先日、

ちょっと苦労しましたけれども、補正予算で可決

して進めることになったと思っております。あの

事業もこうした事業と連動するなどして、移住に

つながる可能性、わかりやすく言えば就業移住促

進にならば、下見としての宿泊なんていうのも十

分にあり得ると考えるのですが、どのようにお考

えでしょうか。 

○高井秀利観光商工部参事 長期滞在型プランの

宿泊代金の一部を助成する事業につきましては、

新型コロナウイルス感染症により激減している宿

泊需要の回復を目的とした追加補正でありまして、

移住を想定したものではございません。しかし、

この事業を利用した長期滞在がきっかけとなって

交流人口の増加や移住にまでつながる可能性もあ

りますことから、各課のチャンネルを活用してＰ

Ｒを図るなど、関係各課と連携して取り組んでい

きたいと考えております。 

○平賀貴幸委員 しっかりやっていただきたいの

ですが、初日に企画総務のほうでも移住について

質疑させていただいております。総務省との関係
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もありますから、当然所管しているのが企画総務

になってくるのですが、初日の答弁では、各課か

ら連携を求められたら連携考えますというような

内容の答弁が繰り返されたと私は受け止めている

のですが、最初から移住につながる事業について

は求められるまでもなく連携するのが当然という

意識で、やはり望んでいただきたいのですが、そ

こは誰に答弁求めたらいいのかと思いますが、そ

ういう意識で網走市はいるということで理解して

よろしいのでしょうか。 

○田口徹観光商工部長 移住に関わる連携の関係

ですが、以前から商工労働課とそれから企画調整

課では既に移住の連携はしております。企画のほ

うでは首都圏等に向けて移住の説明会など行って

いる状況がございましたし、そのときには商工の

情報も企画調整課のほうに回しておりまして、そ

れを持ってＰＲしていただいているというような

経過もありますので、連携はこれまでもしてきて

いると考えております。 

○平賀貴幸委員 例ですが、長期滞在者などには

適切なそういった移住に関わるような情報も間違

いなく行くように連携しながら進めていただきた

いと思います。 

 次の質問です。予算説明書93ページに天都山展

望台・オホーツク流氷館管理運営事業がございま

す。先ほども質疑ありましたけれども、21ページ

には歳入が載っておりますが、歳入を見るとレス

トランの家賃収入が計上されておりますが、御承

知のとおりテナントは入居しておりませんので、

家賃が発生するのはちょっと不自然だなと思いま

すが、その辺の考え方、まずお聞かせください。 

○大西広幸観光課長 レストランの歳入予算の計

上の件でございますが、予算計上しましたのは昨

年12月でありまして、その時点では令和３年４月、

新しいテナントが営業開始していると想定してお

りまして、テナント料収入について予算計上して

おりました。しかしながら、コロナウイルス感染

症の拡大の影響もありまして、現在も新しいテナ

ント募集を開始できない状況でございます。引き

続き、テナントとして入居していただける業者を

募集したいと考えておりますが、現在このような

団体客やインバウンドが大幅に激減している状況

でありますことから、経営が成り立たないおそれ

もあります。新型コロナウイルスの感染の状況を

注視しまして、テナント募集について今後検討し

てまいりたいと考えております。 

○平賀貴幸委員 なかなか厳しい予算なのだなと

改めて思いますけれども。そもそもの家賃収入が、

なかなかお高いのではないかという議論を以前も

したことがありますが、見直しも必要なのだと思

います。そこで参考までに伺いますけれども、も

との流氷館のときのレストランの家賃が一つの参

考になるのかなと思うのですが、どのようになっ

ていたのか伺います。 

○大西広幸観光課長 旧流氷館のレストランの使

用料につきましては、平成23年度にテナント公募

した際の金額になりますけれども、実際行政財産

目的外使用で貸付料を算出した場合は月額35万円

となります。ただ、リーマンショックや東日本大

震災の影響で入館者が激減しておりましたので、

そこを考慮しまして、公募時点では月７万円で公

募しておりました。 

○平賀貴幸委員 月７万円、まさに今の流氷館は

それくらいが適切なのだと私は実は思っていまし

た。10万円前後が境目かな、残念ながらそれくら

いでないと入れないだろうと思っていました。あ

とは収益によって傾斜でどこまで家賃が上げられ

るかという契約の仕方もありますので、そこは検

討しながら、あそこにレストランがないのは

ちょっと切ないなと私は思いますので、ぜひ力を

入れていただきたいと思います。 

 あわせて、ターゲット客というふうによく言わ

れますけれども、今までは団体旅行が中心の流氷

館だったのですが、市のほうも個人客へターゲッ

トを移すという形で考え方を転換しているのは私

も理解をしておりますが、そのためにはしっかり

とした整備も必要だと思います。そこで、ＰＯＳ

システムを博物館網走監獄も入れておりますけれ

ども、そこで年齢、性別、どこから来たかなど、

必要な情報を端末に入力した上で、適切な情報、

必要な情報を把握した上でターゲットに向かった

プロモーションや事業展開あるいはコンテンツの

整備を行うのが、個人客をターゲットとするなら

当然やらなくてはいけないと思うのですが、その

辺はどのように新年度していくのでしょうか。 

○大西広幸観光課長 委員おっしゃいますＰＯＳ

システムにつきましては、現在流氷館では導入し

ておりません。現在、流氷館の受付では道内外、

インバウンドの国名などの確認のみ行っている状

況でございます。 
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 委員のおっしゃるとおり、入館者の個人化が進

んでいる状況でありますので、客層や居住地、詳

しくいけば性別までデータの把握することにより

まして、データベース化をしまして、ターゲット

を明確にして情報発信やＰＲすることも重要な営

業戦略であると考えておりますので、今後導入に

つきまして、指定管理者とともに協議してまいり

たいと考えております。 

○平賀貴幸委員 コンビニのレジを想像していた

だければ、自分で年齢層とかボタン押すのです。

あの程度で本当にいいので、ぜひ入れていってい

ただければ戦略に確実に生かせると思います。 

 先ほど、村椿委員からもリニューアルについて

は急ぐべきではないのではないかという趣旨の御

意見もありました。私もそう思っておりまして、

機は見て実施すべきだと思います。そこで伺いま

すけれども、建て替えにあたって策定された基本

構想など、様々な説明、我々も受けましたけれど

も、流氷館の利益は基金に積んでおいて、その基

金からリニューアルの経費を捻出するという説明

を受けておりました。現在の状況は先日の総務経

済委員会の審議を見る限り、コロナ禍の影響によ

る悪化がどうしても避けられずに、基金から繰入

していたということから考えても、状況に変化が

あったということと、当初の計画との乖離が発生

しているのだと思います。その辺、明らかにして

いただきたいと思います。 

○大西広幸観光課長 建設当初の基本構想との乖

離でございますけれども、平成27年度流氷館建て

替え時の基本構想におきましては、令和２年度末

積立金の累計額は、予想額は１億6,500万円として

おりました。入館者数が増えまして、入館料収入

が堅調に推移していたことから、基本構想で想定

していた平成31年度末の基金残高想定額は１億

5,000万円でありましたが、実際の積立累計額は１

億6,000万円となりまして、想定を上回る金額と

なっておりました。 

しかしながら、新型コロナウイルスの影響によ

りまして、入館者が減少しまして、本年度におき

ましては収入不足によりまして、基金繰入金を補

正予算で計上していただいておりますほか、改修

計画の策定に係る経費ですとか、動画素材確保事

業費につきまして、基金を運用しております。 

最終的な本年度末基金残高は１億2,000万円程

度になるものと想定しておりますので、現時点で

は構想時の１億6,500万円との乖離が発生してい

る状況にあると認識しております。 

○平賀貴幸委員 約1.2億円ですから、若干の乖離

が出てくるのですが。ここがリニューアルに対し

て影響は与えるのか、与えないのか、ちょっと伺

いたいと思います。 

○大西広幸観光課長 リニューアルの実施設計改

修工事は、約１億2,000万円程度ということで今計

画を策定しているところであります。リニューア

ルにつきましては、新型コロナウイルスの影響を

注視しまして、実施時期を決定することとしてお

りますが、基金残高が改修費に満たないことを判

断した場合には、不足分につきまして起債など、

他の財源を検討しまして、リニューアルについて

は実施していきたいと考えております。 

○平賀貴幸委員 ここも機を見なければいけない

と思うので、起債も一つの考え方ですが、基金が

ある程度貯まるまで少し待つというのも一つの方

法かなとも思ったりもします。状況を見ながら、

ここは引き続き、後日の議論になるのだと思いま

すので、そこは認識させていただきました。 

 次の質問に移ります。 

 89ページの「おいしいまち網走」ＰＲ事業につ

いてでございます。ふるさと納税における歳入、

18億円というふうになっておりますけれども、そ

の積算根拠を明らかにされたいと思います。また

併せて18億円の場合の返礼品額、サイト支払い手

数料、網走市の歳入の内訳の目安なのですが、こ

れまでの説明だと、多分９億円が網走市の歳入と

してみなしていいのかなと思いますが、その辺も

含めて明らかにしていただきたいと思います。 

○前田関羽観光商工部参事 「おいしいまち網走」

ＰＲ事業のふるさと納税の予算額18億円の根拠に

ついてまずお答えしますけれども、こちらは大き

く二つございまして、まず先日補正で上げさせて

いただいた令和２年度の寄附金の見込みが約20億

円というのがまずベースにございます。これと国

のほうで出されている令和３年度の一般会計税収

が、令和３年度においては約１割ほど減、57兆

4,480億円ということでなっておりますので、これ

は必ずしもそうなるというものではないのですが、

ふるさと納税の各人の控除の上限額が連動して下

がる可能性があるというふうに考えておりまして、

そうしますと寄附の全国の総額が連動して下がる

というふうに考えられるところでございます。こ
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の辺り、あわせ見まして当初予算としては今年度

の約20億円から１割減の18億円と見積もっている

ところでございます。 

 それから、その他内訳についてでございますが、

18億円を歳入として上げておりまして、それに対

する歳出として大きなところを申し上げますと、

まずおおよそ50％、やや50％を上回る寄附金の積

立金として約９億円、それから謝礼品、返礼品、

報償費としまして５億4,000万円、その送料として

約9,500万円、それからサイトの手数料につきまし

てはトータルでお答えしますけれども約２億

4,800万円、これは寄附金に対する割合としまして

は、おおよそ13％から14％というふうになってご

ざいます。 

○平賀貴幸委員 理解いたします。そこであえて

伺いますけれども、ふるさと納税増加の目標値と

いうのはお持ちなのか。また、網走市の現時点で

のふるさと納税として受けられる上限というのは

どのくらいだと想定されているのでしょうか。 

○前田関羽観光商工部参事 令和３年度の予算額

18億円でございますけれども、こちらはあくまで

見積的な性質の強いものでございまして、これす

なわち目標額というふうに位置づけるものではご

ざいません。計上にあたってなるべく実績値に近

い正確なものを基礎とするところから18億円と、

現状利用できる、先ほど申し上げたようなデータ

を根拠に設定したところでございます。 

 具体的に目標というものにつきましては、もち

ろん頂いている寄附額ですとか、頂いている寄附

の件数の増加は全国に網走を好きになっていただ

いている方が広がっている、深まっていることの

指標の一つであると考えておりますので、これに

ついてはさらに広げていくために、18億円という

のをそこに達したらいろいろな取組を一旦トーン

ダウンするとかそういったものではなく、引き続

き工夫と努力を重ねていくことが必要であると考

えているところです。 

○平賀貴幸委員 上限の想定も今のところしてい

ないということなのだろうと今理解はさせていた

だきますけれども、私はちょっと想定しながらや

るべきだと実はここ思っているところですが。コ

ロナ禍支援というかコロナ対策として、現状で最

も大きな可能性持っているのが、実はふるさと納

税の拡大だと思います。ここしかないとまでは言

いませんが、5.4億円ですよね。予算上でも。返礼

品。ここを広げていくというのは必要なのだと思

います。新年度、どう取り組むのか伺いたいと思

います。 

○前田関羽観光商工部参事 ふるさと納税につき

ましては、引き続き工夫と努力を重ねていきたい

と考えております。それから、謝礼品、返礼品の

5.4億円の関係でございますけれども、こちらは返

礼品という取扱いではございますが、寄附いただ

いた方々に網走市の魅力を知っていただく入口、

名刺の一つのような役割も果たすというふうに考

えております。こちらはかねてから、地場の返礼

品等の取扱協力事業者の方々と密にコミュニケー

ションを取りながら、事業者の数を増やしていく

ということもさることながら、地域のものづくり

との連携、有機的なプロジェクトの推進というの

を常に念頭に置きながら進めていっているところ

でございますので、こちらにつきましても返礼品

の取扱事業者に対する説明とあわせて、市のほう

での物づくりの支援をあわせて御紹介しながら、

相談を随時受けながら進めていきたいと考えてい

るところでございます。 

○平賀貴幸委員 物づくりの話が出ましたので、

そこに行きたいのですが、その前にコロナの支援

なのですが、事業者はこのまま支援を待つという

姿勢でいても、正直言って状況の改善は数年はな

いと考えなくてはいけないのだと思います。だか

らこそ、ふるさと納税というのはすごい大事なの

です。いろいろな予想を見ていくと、少なくても

３年くらいは今の状況では売上げの復旧はないの

だろうと見ます。網走市としてはこの辺はどうお

考えなのでしょうか。 

○前田関羽観光商工部参事 いわゆる販路の一つ

として返礼品を取り扱うということがどうかとい

うような議論になってくるかと存じますが、個別

の事例については掘り下げてお答えすることはこ

の場では控えたいと思いますけれども、いろいろ

とやはり新型コロナ感染症の影響を受けまして、

それまで取り扱ってこなかった返礼品の取扱いの

事業者さんたちから様々な相談をいただいている

ところはございます。あわせまして、その返礼品

のメニューについても、例えばそれまで取り扱っ

ていなかった訳ありのお品を返礼品として扱うこ

とで、何と言いますか、食品ロス、フードロスを

抑えるだとか、そういったエシカルな部分に焦点

を当てて取り扱っていくということも進めており
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ます。これはあくまで一例でございますけれども、

今コロナの影響で世の中を一転しているところは

当然念頭に置きながら、販路という言い方が適切

かどうかはわかりませんが、地域の方との連携の

出口の一つとして今後も進めていきたいと考えて

いるところです。 

○平賀貴幸委員 そういう状況ですので、先ほど

これから検討ということで消費喚起ですとか、あ

るいは観光でいけばマイクロツーリズムちゃんと

動かすとか、そういうことがやはり大事なのだと

思うのです。そうはさておき、いろいろな形で支

援しなくてはいけないと思いますけれども、国が

緊急事態宣言の影響を受けた事業者に対する一時

金の支給の募集を始めているのは御承知のとおり

で、北海道も同じようなことを、この国の事業の

対象にならなかったことに対して一時支援金の支

給を行うということで、先日発表したところです。 

 網走市もこうした支援の流れに上乗せするよう

な形で支援の実施が必要だと考えるのですが、担

当課は今何か考えていることありますか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 まず、今国と北海道

の動きですが、緊急事態宣言の影響が広範囲であ

るということから、時短営業の要請を受けた飲食

店以外にも支援を広げるものと認識をしておりま

す。都道府県などに対しましては、地方創生臨時

交付金、これに協力要請推進枠として、都道府県

に対しては上乗せされております。1.5兆円のうち

5,000億円がこの上乗せ交付金でございました。こ

の財源をもとに、今実施されているものと考えて

おります。 

市といたしましては、これまで社交飲食店、休

業要請の協力金ですとか、様々な給付金を実施し

てきたところでございます。また、年末にはいち

早く届くように応援金を支給し、現在社交飲食応

援お食事券の事業に取り組んでいるところです。

現時点では、国、道の一時金の仕組みができてい

ますが、これに対して上乗せする、給付する予定

は現時点ではございません。 

○平賀貴幸委員 そこは考え方の一つとして受け

止めますけれども、この国と北海道の一時金を見

ると国は前々年度または前年度の売上げから５割

以上マイナス、北海道はなぜかよくわかりません

が前年度の売上げからマイナスということで、こ

れ何を考えているのかなと思うのですが、そんな

状況なのです。ただ５割いかない事業者も相当厳

しい状態なのは、もう既にいろいろな支援やって

いるから言うまでもないのだと思うのですが、実

際のところ１割でも２割でも売上げが下がれば、

相当影響を受けていますし、３割以上の影響を受

ければ、それは深刻なので支援してきたのです。

今回５割いかないところは一切対象にならないわ

けです。国も道も。そこの部分は何らかのことを

考えなくてはいけないなと。クーポンだとかいろ

いろやるのですが、必要ではないかと思うのです

が、その辺はどうですか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 今、先に答弁させて

いただいたとおり、基本的に現時点ではさらなる

給付金というのは上程もしておりませんし、現時

点では考えておりません。引き続き、状況を注視

しながら、必要に応じて必要な対策を取ってまい

りたいと、これまでどおりの対応をしてまいりた

いと考えております。 

○平賀貴幸委員 ２回言われた「現時点では」に

期待したいと思いますけれども、事業者の支援の

方法としてはいろいろあるのですが、先ほど松浦

委員から消費税の話がございました。消費税の納

付税期になる事業者が多いのは御承知のとおりな

のです。私はこう思うのですが、大変な状況でも

やはり納めなければならないものは納めなければ

いけないのです。そうすると、感染防止対策を徹

底することと、雇用の維持を必ずやるのだと約束

した事業者には、その納税した消費税と同額の支

援金を支給してでも支えるべきだと思っています。

そういう状況だと思うのです。ただ、網走市単独

でそれは難しいだろうと一方でも額を考えると思

うのですが、国にこうしたことを要望していくの

が地域の実体を反映する網走市の役割ではないか

と思いますけれども、見解を伺います。 

○秋葉孝博観光商工部次長 現在、国も非常に厳

しい状況にあると思います。国が一環して所得補

償に応じられないというのは、これ全国に対して

対応した場合どうなるのか、これは当然国の予算

も税から集めなければいけないですから、そうし

たことが本当に社会的に可能なのかどうかという

のは、私は個人的に疑問に感じております。 

○平賀貴幸委員 元財政課長としての答弁なのか

なと、そこは思いますけれども、税を納めてくれ

る事業者がなくなったらどうするのだろうなと、

私も逆に思いますので、そこはいろいろ考えなけ

ればいけないと思いますが、物づくりのほうに
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ちょっと戻りますけれども、物づくりの事業と連

携させながらと、先ほどふるさと納税について答

弁がございました。私もそのとおりだと思って伺

うのですが、この物づくりの支援事業こそふるさ

と納税と連動させる、つまりガバメントクラウド

ファンディングと連携させて実施をすることがふ

さわしい事業だと思いますけれども、見解を伺い

ます。 

○前田関羽観光商工部参事 まず物づくり総合支

援事業の全体についてでございますけれども、市

の物づくり総合支援としましては、ふるさと納税

はさておいても、これまで物づくりにおける企画

調査、研究開発、商品化、事業化、販路拡大、製

品改良、パッケージの改良などなどを総合的に支

援するメニューというものを取りそろえてきたと

ころでございます。本年度に、令和３年度の予算

におきましても、事業化等スタートアップ支援、

新製品創出支援、製品パッケージ改良等サポート、

地場産品付加価値向上事業といったメニューを上

程させていただいているところでございます。 

 そして、ガバメントクラウドファンディングと

の関連についてでございますが、まず広く申し上

げまして、ガバメントクラウドファンディング、

政府や地方自治体による地域の課題解決のために

広域的、多数の人を対象にした資金を調達するこ

とと理解しているところでございます。現在、市

ではふるさと納税の関係では、八つの使い道を上

げて寄附を募っているところでございますけれど

も、これも広い視点から見ればガバメントクラウ

ドファンディングに当たるものと考えてございま

す。これまでにもいただいた寄附によって既に実

現した事業や維持されている事業、現在展開され

ている事業について御紹介すること、積極的に報

告と感謝の意を表していくことがまずは大切なこ

とであると考えているところでございます。この

あたりにつきましては、市のウェブサイトなどを

中心に力を入れて情報発信に取り組んでいきたい

と考えております。 

○平賀貴幸委員 先日も議論させていただいた点

なのですが、泉佐野市でやっているような事業を

私はぜひやるべきだと思っておりまして、この物

づくり支援事業でつくられようとしている製品そ

のものに対してクラウドファンディングで応援を

していただく。できた製品を返礼品にお渡しする

という仕組みをつくることがこの物づくり支援事

業にはよりふさわしいと思っているのです。そう

いった流れをつくることで網走はもっともっとま

だまだポテンシャルが上がっていくし、網走の食

をさらに加工したものができていくと思うので、

ぜひここは連携というふうに先ほど答弁されまし

たので、さらなる連携をしていただきたいと思っ

ています。 

 また、それを自治体だけでやるのは難しいので

はないかと私は感じておりまして、特に今の人員

ではなかなか難しいのかなと。それは人数の問題

だと思っています。能力ではなくて人数の問題だ

と思うのです。そうすると、こういう事業こそ民

間に任せていくことで伸びる可能性の高いものだ

と思いまして、業務委託に適するものだと思いま

す。ふるさと納税を活用した物づくりを進めるた

めの事業を外部に委託してでも、網走のふるさと

納税をさらに増やしていくとともに、新しい返礼

品の開発とさらなる返礼品の発展、経済の発展に

つなげていくことをぜひやっていただきたいので

すが、いかがですか。 

○前田関羽観光商工部参事 委員のお話のありま

した、大きく言いまして地域の物づくりとふるさ

と納税の運営、それからそれを通じた網走市を好

きになっていただく方の増加、地域の総合的なプ

ロモーション、そういったところで関係人口を増

やしていくといったサイクルを回していくことが

大事であると認識しているところでございます。 

お話のありましたガバメントクラウドファン

ディングのうち、特に新規に事業を企画しまして、

それに対する寄附を募るというようなプロジェク

トを焦点を絞ったようなやり方というのも、一つ

の方法であると考えておりますけれども、先ほど

申し上げましたような広い意味でのガバメントク

ラウドファンディングのサイクルというのは既に

網走市でもかなり回っているのかなと認識してい

るところでございます。 

一例としましては、必ずしもこういったものを

開発するために寄附を募るというようなプロジェ

クトを全面に押し出したものではございませんが、

例えば過去に市の物づくり支援総合支援の制度を

活用して実際に製品とするところまで至り、現在

でもふるさと納税の返礼品としても出ている代表

例としまして、例えば平成21年に新製品創出支援

事業を活用した蛍光灯リサイクルガラス原料を使

用したガラス工芸品であるとか、網走産の牛乳を
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活用したお菓子、こちらは平成25年に事業化等ス

タートアップで支援したものでございます。それ

から、平成29年に製品パッケージ改良等サポート

を活用していただいた地域のクラフトビールなど

などが返礼品としても今活用させていただいてお

りまして、こういった好事例が幾つか出ておりま

すので、毎年出るような、なかなかそういった状

況まで持っていくことは難しいのですが、地域の

事業者の方たちと連携を取りながらやっていくこ

とで、地道な努力を重ねて、ときどきといったら

あれなのですが、成果を上げていくことが大事で

あると認識してございます。 

○平賀貴幸委員 そういった好事例の開発時から

こそクラウドファンディングに取り組むと効果は

もっと倍増する、ＰＲ効果も上がる、そこが今現

状できていないということを申し上げているわけ

です。ぜひ機会を改め議論しますけれども、御検

討いただきたい点でございます。まだまだふるさ

と納税についてはできることがやれていないよう

です。そして物づくりについてもＰＲできること

ができていない部分があるのです。言い方を変え

れば、こうすればもう少しさらに進められる部分

があるのに手つかずになっているということでご

ざいます。 

 次の質問です。 

 藻琴湖シジミ資源安定化事業補助金についてで

す。ここもいろいろ議論があったところですので、

割愛しながら伺っていきますが、いろいろな形で

苦労されてやられています。課題もたくさんある

と思います。三つの事業を合わせると600万円弱に

なるわけです。ここにもふるさと納税が、実は絡

んでくるのではないかと思うので、伺わせていた

だきます。 

先日、北海道新聞の報道でもありましたが、斜

里町でサケの遡上環境再生をするために、クラウ

ドファンディングを行うのです。ふるさと納税を

使いながら。これは魚道の清掃とか産卵遡上状況

の調査とか、いろいろやることがあって、それに

対してふるさと納税を一口3,000円から受け付け

て、返礼品は調査報告書とか、町のシンボルキャ

ラクター、知床産の缶バッチとか、魚道の見学会

などを行うのだそうです。財源としてとてもいい

なと思うのです。今網走がどんな問題を抱えてい

て、この問題にどう対処をしようとしているか、

ＰＲをすることにつながりますし、場合によって

はシジミそのものを返礼品として送る。あるいは

ここに書いてあるように、網走の何らかのグッズ

を送るなどの形で実施できるだろうと思いますし。

私は市長と食事をするなんていう返礼品があって

もいいのだと思います。実際に、私の自分の会社

でクラウドファンディングしたことがあるのです。

そうすると、社長の私と食事をするというふうな

クラウドファンディングを一口５万円で載せてみ

ました。ないだろうと思ったのです。ところが、

二口10万円ありまして、あるのです、そういうニー

ズ。だから、水谷市長と食事をするというのを入

れると、そのために集まったり実はするのです。

あるいはよそのまちを見ると、市長が観光案内を

するなんていうところも返礼品になっていたりし

ます。そういったことを考えたときに最適なもの

を一つかなと、この三つの湖を巡るシジミの課題

というのは大変網走の未来にとって重要なことで

すので、財源を今いろいろな形こういう形で組み

立てていますけれども、一部でいいのです。クラ

ウドファンディングで集めるような工夫をするこ

とで、さらに事業効果を高めることができると思

いますけれども、いかがでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 三つの湖のシジミの問

題等につきましてのクラウドファンディングの活

用ということなのですが、それぞれ三つの湖で資

源が減っている理由、課題といいますのが非常に

複雑であり、その問題自体も単純に気候変動とか

というものであればいいのですが、中にはいろい

ろな利害関係者が絡むような事象も当然含まれて

きている等ございます。ですので、クラウドファ

ンディングというもので問題を外部に周知をして

協力を得るということは、一つの非常に大きな手

段だとは存じますけれども、その前提としてきち

んと問題の中身を検証して科学的に考えた上で利

活用については研究をしていくべきであると考え

てございます。 

○平賀貴幸委員 渡部課長ならできるのだろうと

思っております。期待しておりますし、商工観光

全体でこういった事業が必ず今年度きっと前に進

めていってくださるだろう、企業版ふるさと納税

含めて、そのように期待しておりますので、質問

を終わります。 

○山田庫司郎委員長 以上で、本日の日程であり

ます一般会計の歳出のうち、労働費、農林水産業

費、商工費及びその特定財源に関する歳入の細部
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審査を終了いたします。 

 本日は、これで散会とします。 

 再開は、あす午前10時としますから、参集願い

ます。 

 御苦労さまでした。 

午後５時58分 散会 

 

 

 

 


